
一 

○
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
認
定
の
際
に
指
定
す
る
周
波
数
の
表
示)

 

第
七
十
条 

広
帯
域
伝
送
方
式
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
二
節
又
は
第

六
章
第
三
節
に
定
め
る
広
帯
域
伝
送
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
高
度
広
帯
域

伝
送
方
式
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
三
節
又
は
第
六
章
第
五
節
に
定

め
る
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
以
下
「
広
帯
域
伝
送
方
式
等
」

と
い
う
。）
に
よ
る
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
法
第
九
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
指
定
す
る
。

た
だ
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
場
合
に
限
り
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
認
定
の
際
に
指
定
す
る
周
波
数
の
表
示)

 

第
七
十
条 

（
同
上
） 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
同
上
） 

四 

補
完
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
九
に
規
定
す
る

補
完
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
方
法
（
補
完
放
送
を
行
う
場
合
に
限
る
。） 

四 

補
完
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
十
七
に
規
定
す

る
補
完
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
方
法
（
補
完
放
送
を
行
う
場
合
に
限
る
。
） 

五
～
十
一 

（
略
） 

五
～
十
一 

（
同
上
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
同
上
） 

 
 

（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
の
特
例
） 
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
の
特
例
） 

第
百
二
十
条 

（
略
） 

第
百
二
十
条 

（
同
上
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
同
上
） 

 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、

地
上
基
幹
放
送
の
う
ち
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
の
業
務

別
添
１ 



二 

に
用
い
ら
れ
る
放
送
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 
 

第
百
二
十
二
条 

（
略
） 

第
百
二
十
二
条 

（
同
上
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
同
上
） 

 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、

衛
星
基
幹
放
送
の
う
ち
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
の
業
務

に
用
い
ら
れ
る
放
送
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 
 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
） 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
） 

第
百
二
十
五
条 

（
略
） 

第
百
二
十
五
条 

（
同
上
） 

２ 

法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
特
定
地
上
基
幹

放
送
局
等
設
備(

特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
基
幹
放
送
用
周

波
数
使
用
計
画
第
二
か
ら
第
五
ま
で
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た

事
故
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
特
定
地
上
基
幹

放
送
局
等
設
備(

特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
基
幹
放
送
用
周

波
数
使
用
計
画
第
二
か
ら
第
六
ま
で
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た

事
故
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
同
上
） 

３ 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局
設
備
（
地

上
基
幹
放
送
局(

地
上
基
幹
放
送
を
す
る
放
送
局
を
い
う
。)

の
無
線
設
備
に
あ
つ
て

は
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
第
二
か
ら
第
五
ま
で
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は

一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局
設
備
（
地

上
基
幹
放
送
局(

地
上
基
幹
放
送
を
す
る
放
送
局
を
い
う
。)

の
無
線
設
備
に
あ
つ
て

は
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
第
二
か
ら
第
六
ま
で
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は

一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
同
上
） 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
同
上
） 



三 

 
 

（
適
用
除
外
） 

（
適
用
除
外
） 

第
二
百
十
四
条 

法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

第
二
百
十
四
条 

（
同
上
） 

一
～
七 

（
略
） 

一
～
七 

（
同
上
） 

八 

一
般
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
放
送
番
組
に
係
る
信
号
の
送
信
時

に
、
当
該
信
号
を
送
出
す
る
た
め
の
装
置
の
出
力
端
子
に
お
け
る
一
の
放
送
番
組

に
係
る
信
号
の
伝
送
速
度
が
毎
秒
二
メ
ガ
ビ
ッ
ト
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式

第
四
条
に
規
定
す
る
情
報
源
符
号
化
方
式
を
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
毎
秒
四

メ
ガ
ビ
ッ
ト
）
以
下
で
あ
る
有
線
一
般
放
送
（
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る

技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
五
号
）
第
二
章
第

二
節
か
ら
第
四
節
ま
で
に
規
定
す
る
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
一
般
放
送
及
び
ラ
ジ

オ
放
送
を
除
く
。） 

八 

一
般
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
放
送
番
組
に
係
る
信
号
の
送
信
時

に
、
当
該
信
号
を
送
出
す
る
た
め
の
装
置
の
出
力
端
子
に
お
け
る
一
の
放
送
番
組

に
係
る
信
号
の
伝
送
速
度
が
毎
秒
二
メ
ガ
ビ
ッ
ト
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式

第
四
条
に
規
定
す
る
情
報
源
符
号
化
方
式
を
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
毎
秒
四

メ
ガ
ビ
ッ
ト
）
以
下
で
あ
る
有
線
一
般
放
送
（
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る

技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
五
号
）
第
二
章
第

二
節
か
ら
第
六
節
ま
で
に
規
定
す
る
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
一
般
放
送
及
び
ラ
ジ

オ
放
送
を
除
く
。） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

別
表
第
一
号
（
第

1
6
条
第
２
項
関
係
）
 

別
表
第
一
号
（
第

1
6
条
第
２
項
関
係
）
 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
開
始
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便

番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
放
送
協
会
会
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
（
記
名
押
印
又
は
署
名
）
 

（
同
左
）
 

次
の
と
お
り
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業

務
を
開
始
し
た
の
で
、
放
送
法
第

2
5
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
種
類
（
注
１
）
 

 

（
略
）
 

 

 

注
１
 
「
超
短
波
放
送
」
、
「
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
」
、
「
デ
ー
タ
放
送
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
１
 
「
超
短
波
放
送
」
、「

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
、「

デ
ー
タ
放
送
」
の
よ
う

に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
デ
ジ
タ

ル
放
送
を
行
う
場
合
は
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
）
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
２
～
注
４
 
（
略
）
 

注
２
～
注
４
 
（
同
左
）
 

 
 



四 

別
表
第
五
号
（
第
六
十
条
関
係
） 

別
表
第
五
号
（
第
六
十
条
関
係
） 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
同
上
） 

五 
放
送
の
種
類
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

五 

（
同
上
） 

(１)
～
(３) 

（
略
） 

(１)
～
(３) 

（
同
上
） 

(４) 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

(４) 
 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

ア 

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

(５) 
 

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

イ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

(６) 
 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

(５) 

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送 

(７) 
 

（
同
上
） 

(６) 

多
重
放
送 

(８) 
 

（
同
上
） 

ア 

超
短
波
音
声
多
重
放
送 

ア 

超
短
波
音
声
多
重
放
送 

イ 

超
短
波
文
字
多
重
放
送 

イ 

超
短
波
文
字
多
重
放
送 

 

ウ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送 

 

エ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送 

 

オ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送 

(７) 

デ
ー
タ
放
送 

(９) 
 

デ
ー
タ
放
送 

六
～
九 

（
略
） 

六
～
九 

（
同
上
） 

（
注
） 

（
注
） 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
同
上
） 

 

四 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第

二
十
八
号
の
十
一
に
規
定
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
を
い
う
。 

 

五 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第

二
十
八
号
の
十
二
に
規
定
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
い
う
。 

 

六 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一

項
第
二
十
八
号
の
十
三
に
規
定
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
い
う
。 

四
～
十
三 

（
略
） 

七
～
十
六 

（
同
上
） 

 
 

別
表
第
六
の
一
号
（
第

6
4
条
関
係
）
 

別
表
第
六
の
一
号
（
第

6
4
条
関
係
）
 

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
認
定
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便

番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ふ

り
が

な
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
 
 
 

代
表
者
の
氏
名
。
記
名
押
印
又
は
書
名
）
 
 
 

電
話

番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同
左
）
 

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
を
受
け

た
い
の
で
、
放
送
法
第

9
3
条
第

3
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

基
幹
放
送
の
種
類
（
注
１
）
 

 

（
略
）
 

放
送
事
項
（
注
３
）
 

 

（
略
）
 

 

 

注
１
 
法
第

9
1
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る

基
幹
放
送
普
及
計
画
の
「
第
３
 
基
幹
放
送
の
区
分
ご
と
の
放
送
対
象

地
域
及
び
放
送
対
象
地
域
ご
と
の
放
送
系
の
数
の
目
標
」
の
「
２
 
国
内
放
送

に
関
す
る
基
幹
放
送
の
区
分
ご

と
の
放
送
対
象
地
域
及
び
放
送
対
象

地
域
ご
と
の
放
送
系
の
数
の
目
標
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
基
幹
放
送
の

注
１
 
（
同
左
）
 



五 

区
分
」
の
各
項
目
を
記
載

す
る
こ
と

（
同
項
目
に
区

分
の
規
定
が
な
い
場
合
に

は
、
同
「
１
 
総
則
」
の

(
3)

の
基
幹
放
送
名
を
記
載
す

る
と
と
も

に
、
「
短
波
放

送
」
の
よ
う
に
記
載
す
る

こ
と
。
）
。
ま
た
、
有
料
放

送
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
も
記
載

す
る
こ
と
。
 

（
記
載
例
）

 
（
記
載
例
）

 

「
地
上
基
幹
放
送
―
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
―
民
間
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
―
総
合
放
送
―
広
域
放
送
」
 

「
地
上
基
幹
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
）
―
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
―
協
会
の
放
送
―
総
合

放
送
―
広
域
放
送
」
 

注
２
 
（
略
）
 

注
２
 
（
同
左
）
 

注
３
 

注
３
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
同
左
）
 

(
2
)
 
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放

送
の
業
務
の
場
合
 

(
2
)
 
超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
の
業
務
の
場
合
 

放
送
事
項
を
放
送
番
組
の
実
態
に

合
わ
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

放
送
事
項
を
放
送
番
組
の
実
態
に
合
わ
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
（
同
左
）
 

注
4
・
注
５
 
（
略
）
 

注
4
・
注
５
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
六
の
二
号
(
第
6
4
条
関
係
)
 

別
表
第
六
の
二
号
(
第

6
4
条
関
係
)
 

衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
認
定
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

住
 
 
所
 

(
ふ
り
が
な
)
 

氏
 
 
 
 
名
(
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
 

代
表
者
の
氏
名
。
記
名
押
印
又
は
署
名
)
 

電
話
番
号
 

（
同
左
）
 

衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
を
受
け
た

い
の
で
、
放
送
法
第
9
3
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

基
幹
放
送
の

種
類
（
注
１
）
 

 
 

（
略
）
 

放
送
事
項
（

注
５
）
 

 
 

（
略
）
 

 

 

注
１
 
法
第
9
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

基
幹
放
送
普
及
計
画
の
「
第
３
 
基

幹
放
送
の
区
分
ご
と
の
放
送
対
象
地

域
及
び
放
送
対
象
地
域
ご
と
の
放
送
系
の
数
の
目
標
」
の
「
２
 
国
内
放
送
に

関
す
る
基
幹
放
送
の
区
分
ご
と

の
放
送
対
象
地
域
及
び
放
送
対
象
地

域
ご
と
の
放
送
系
の
数
の
目
標
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
基
幹
放
送
の
区

分
」
の
各
項
目
を
記
載
す
る
こ
と
（

同
項
目
に
区
分
の
規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
同
「
１
 
総
則
」
の
(
3
)
の

基
幹
放
送
名
を
記
載
す
る
と
と
も
に

、
「
超
短
波
放
送
」
、
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
、
「
デ
ー
タ
放
送
」
の
よ
う

に
記
載
す
る
こ
と
。
）
。
ま
た
、
有
料

放
送
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
も
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
１
 
（
同
左
）
 

（
記
載
例
）
 
「
衛
星
基
幹
放
送
―

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
 

（
記
載
例
）
 
「
衛
星
基
幹
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
）
―
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
 

注
２
～
注
４
 
（
略
）
 

注
２
～
注
４
 
（
同
左
）
 

注
５
 

注
５
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
同
左
）
 

(
4
)
 
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
又
は
デ
ー
タ
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
の
業
務
の
場
合
（
1
）
か
ら
(
3
)

ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の

ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
具
体
的
な
計
画
を
定
め
て
い

(
4
)
 
（
同
左
）
 



六 

る
と
き
は
、
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と

。
 

ア
 
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
わ

な
い
時
間
帯
に
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
と
き
は
、
一
週
間
当
た
り
の
放
送
時
間
全
体
(
当
該
高
精

細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
わ
な
い
時
間
帯
に
二
以
上
の
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合
は
、

当
該
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
一
週
間
当
た
り
の
放
送
時
間
が
最
も
長
い
も
の
の
放
送
時
間
及
び

当
該
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
放
送
時
間
の
合
計
を
い
う
。
)
に
お
け
る
当
該
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
の
放
送
時
間
の
占
め
る
割
合
 

イ
～
エ
 
（
略
）
 

ア
 
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
高
精
細
度
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
を
行
わ
な

い
時
間
帯
に
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
と
き
は
、
一
週
間
当
た
り
の
放
送
時

間
 
(
当
該
高
精
細
度
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
わ
な
い
時
間
帯
に
二
以
上
の
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合
は
、
当
該
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
一
週
間
当
た
り
の
放
送
時
間
が
最
も
長
い
も
の
の
放
送
時
間
及
び
当
該
高
精

細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
放
送
時
間
の
合
計
を
い
う
。
)
全
体
に
お
け
る
当
該
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
の
放
送
時
間
の
占
め
る
割
合
 

イ
～
エ
 
（
同
左
）
 

(
5
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
（
同
左
）
 

(
6
)
 
有
料
放
送
を
含
む
基
幹
放
送
を
行

う
場
合
 

 

(
1
)
か
ら
(
5
)
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
有
料
放
送
を
含
む
基
幹
放
送
を
行
う
旨
を
記
載
す
る
と
と
も

に
、
限
定
受
信
方
式
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
限
定
受
信
方
式
識
別
子
が
指
定
さ

れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
指
定
に
係
る
限
定
受
信
方
式
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
名
称
の
み
で
は
方

式
を
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

注
６
・
注
７
 
（
略
）
 

注
６
・
注
７
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
六
の
三
号
(
第
6
4
条
関
係
)
 

別
表
第
六
の
三
号
(
第

6
4
条
関
係
)
 

移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
認
定
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

住
 
 
所
 

(
ふ
り
が
な
)
 

氏
 
 
 
 
名
(
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
 

代
表
者
の
氏
名
。
記
名
押
印
又
は
署
名
)
 

電
話
番
号
 

（
同
左
）
 

衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
を
受
け
た

い
の
で
、
放
送
法
第
9
3
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

 

基
幹
放
送
の

種
類
（
注
１
）
 

 
 

（
略
）
 

 

 

注
１
 
法
第
9
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

基
幹
放
送
普
及
計
画
の
「
第
３
 
基

幹
放
送
の
区
分
ご
と
の
放
送
対
象
地

域
及
び
放
送
対
象
地
域
ご
と
の
放
送
系
の
数
の
目
標
」
の
「
２
 
国
内
放
送
に

関
す
る
基
幹
放
送
の
区
分
ご
と

の
放
送
対
象
地
域
及
び
放
送
対
象
地

域
ご
と
の
放
送
系
の
数
の
目
標
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
基
幹
放
送
の
区

分
」
の
各
項
目
を
記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
有
料
放
送
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
も
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
１
 
（
同
左
）
 

（
記
載
例
）
 
「
移
動
受
信
用
地
上
基
幹

放
送
（
2
0
7
.
5
Ｍ
Ｈ
z
か
ら
2
2
2
Ｍ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
放
送
）

―
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
」
 

（
記
載
例
）
 
「
移
動
受

信
用
地
上
基
幹
放
送
（
2
0
7
.
5
Ｍ
Ｈ
z
か
ら
2
2
2
Ｍ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
デ
ジ
タ

ル
放
送
）
―
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
」
 

注
２
～
注
６
 
（
略
）
 

注
２
～
注
６
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
七
の
一
号
（
第
6
5
条
第
１
項
関
係
）

 
別
表
第
七
の
一
号
（
第
6
5
条
第
１
項
関
係
）
 



七 

第
１
 
地
上
基
幹
放
送
に
係
る
事
業
計
画

書
 

第
１
 
（
同
左
）
 

長辺 

 
事
業
計
画
書
 

 

 
 （

別
紙
）
 

 

 
□
(
１
)
 
経
営
形
態
及
び
資
本
又
は
出
資
の
額
 

 

 
□
(
２
)
 
事
業
開
始
ま
で
に
要
す
る
用
途
別
資
金
及
び
そ
の
調
達
方
法
 

 

 
□
(
３
)
 
主
た
る
出
資
者
及
び
議
決
権
の
数
 

 

 
□
(
４
)
 
1
0
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
５
)
 
1
0
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
1
0
0
分

の
3
3
.
 

3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
若
し
く
は
他
の
移
動
受
信

用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
６
)
 
役
員
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
７
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
基
準
 

 

 
□
(
８
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
 

 

 
□
(
９
)
 
週
間
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
0
)
 
放
送
番
組
の
審
議
機
関
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
1
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
機
構
及
び
考
査
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
2
)
 
災
害
放
送
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
3
)
 
試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
方
法
及
び
具
体
的
計
画
 

 

 
□
(
1
4
)
 
試
験
の
方
法
及
び
具
体
的
計
画
 

 

 
□
(
1
5
)
 
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
と
併
せ
行
う
事
業
及
び
当
該
事
業
の
業
務
概
要

 
 

 
□
(
1
6
)
 
将
来
の
事
業
予
定
 

 

 
□
(
1
7
)
 
認
定
の
期
間
に
お
け
る
事
業
並
び
に
資
産
、
負
債
及
び
収
支
の
実
績
 

 

 
  

 

 
短
辺
 
(
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
に
よ
る
こ
と
。
)
 

 

長辺 

 
事
業
計
画
書
 

 

 
 （

別
紙
）
 

 
 

 
□
(
１
)
 
経
営
形
態
及
び
資
本
又
は
出
資
の
額
 

 

 
□
(
２
)
 
事
業
開
始
ま
で
に
要
す
る
用
途
別
資
金
及
び
そ
の
調
達
方
法
 

 

 
□
(
３
)
 
主
た
る
出
資
者
及
び
議
決
権
の
数
 

 

 
□
(
４
)
 
1
0
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
５
)
 
1
0
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
基
幹
放
送
事
業
者
に
関
す

る
事
項
 

  

 

 
□
(
６
)
 
役
員
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
７
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
基
準
 

 

 
□
(
８
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
 

 

 
□
(
９
)
 
週
間
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
0
)
 
放
送
番
組
の
審
議
機
関
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
1
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
機
構
及
び
考
査
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
2
)
 
災
害
放
送
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
3
)
 
試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
方
法
及
び
具
体
的
計
画
 

 

 
□
(
1
4
)
 
試
験
の
方
法
及
び
具
体
的
計
画
 

 

 
□
(
1
5
)
 
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
と
併
せ
行
う
事
業
及
び
当
該
事
業
の
業
務
概
要
 

 

 
□
(
1
6
)
 
将
来
の
事
業
予
定
 

 

 
□
(
1
7
)
 
認
定
の
期
間
に
お
け
る
事
業
並
び
に
資
産
、
負
債
及
び
収
支
の
実
績
 

 

 
  

 

 
短
辺
 
(
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
に
よ
る
こ
と
。
)
 

 

注
１
 
（
略
）
 

注
１
 
（
同
左
）
 

注
２
 
事
業
計
画
書
の
別
紙
記
載
等
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
ま
た
、
同
欄
の
□
に
は
、
注
１
の
表
の
区
分
に
従
つ
て

該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ

と
。
 

注
２
 
（
同
左
）
 

(
１
)
・
(
２
)
 
（
略
）
 

(
１
)
・
(
２
)
 
（
同
左
）
 

(
３
)
 
別
紙
（
３
）
は
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
３
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
主
た
る
出
資
者
及
び
議
決
権
の
数
 

ア
 
（
同
左
）
 

ふ
り
が
な
 

住
 
所
 

職
業
 

議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
 

備
 
考
 

氏
名
又
は
名
称
 

 
 

 
％
 
 

 

 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
が
1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
（
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は

出
資

者
、

特
定

非
営

利
活

動
法

人
（

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

（
平

成
1
0
年

法
律

第
７

号
）

第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

特
定

非
営

利
活

動
法

人
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
、

一
般

社
団

法
人

及

び
公

益
社

団
法

人
に

あ
つ

て
は

社
員

、
一

般
財

団
法

人
及

び
公

益
財

団
法

人
に

あ
つ

て
は

評
議

員
）

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
定

款
に

別
段

の
定

め
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

定
め

に
よ
る
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
が
1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 



八 

（
注
２
）
～
（
注
８
）
 
（
略
）
 

（
注
２
）
～
（
注
８
）
 
（
同
左
）
 

イ
 
外
国
人
等
の
占
め
る
議
決
権
の
数
 

 
（
様
式
略
）
 

イ
 
（
同
左
）
 

(
注
１
)
～
(
注
６
)
 
（
略
）
 

(
注
１
)
～
(
注
６
)
 
（
同
左
）
 

(
注
７
)
 
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
一
般
社
団
法
人
及
び
公
益
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
社
員
の
総
数
に
対

し
外
国
籍
の
社
員
が
有
す
る
議
決
権
の
比
率
、
一
般
財
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
に
あ
つ
て
は

評
議
員
の
総
数
に
対
し
外
国
籍
の
評
議
員
が
有
す
る
議
決
権
の
比
率

を
記
載
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、

定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
定
め
に
よ
る
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

(
注
８
)
 
（
略
）
 

(
注
７
)
 
（
同
左
）
 

(
４
)
 
別
紙
(
４
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

氏
名

又
は

名
称
 

議
決

権
の

総
数

に
対

す
る
議
決
権
の
比
率
 

(
A
)
が

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
の

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議
決

権
又

は

衛
星

基
幹

放
送

事
業

者
若

し
く

は

移
動

受
信

用
地

上
基

幹
放

送
事

業

者
の

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

場
合

、
当

該

事
業
者
の
名
称
 

備
考
 

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議
決
権
を
有
す
る
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

 

 
う

ち
(
A
)
の

有
す

る
議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議
決

権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

 

(
４
)
 
（
同
左
）
 
 

 

氏
名

又
は

名
称
 

議
決

権
の

総
数

に
対

す
る
議
決
権
の
比
率
 

(
A
)
が

基
幹

放
送

事
業

者
の

1
0
分

の

１
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

場

合
、
当
該
事
業
者
の
名
称
 

備
考
 

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議
決
権
を
有
す
る
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

 

 
う

ち
(
A
)
の

有
す

る
議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議
決

権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

 

(
注
１
)
 
 
議
決
権
の
取
扱
い
は
、
次
の
(
ｱ
)
か
ら
(
ｳ
)
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

、
記
載
す
る
こ

と
。
 

(
注
１
)
 
（
同
左
）
 

(
ｱ
)
 
（
略
）
 

(
ｱ
)
 
（
同
左
）
 

(
ｲ
)
 
 
一
の
者
が
議
決
権
の
２
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
が
、
基
幹
放
送
の

業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
議
決
権
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
議
決
権
は
、
当
該
一
の
者
の
有
す

る
議
決
権
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
一
般
社
団
法
人
等
（
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
私

立
学
校
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
2
7
0
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第
4
5
号
）
第
2
2
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
、
宗
教
法
人
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第

1
2
6
号
）
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
宗
教
法
人
及
び
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
、
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一

の
者
の
役
員
が
当
該
一
般
社
団
法
人
等
の
過
半
数
の
理
事
又
は
責
任
役
員
を
兼
ね
て
い
る
と
き

に
、
そ
の
議
決
権
は
当
該
一
の
者
の
有
す
る
議
決
権
と
み
な
し
て
計
算
す
る
こ
と
。
 

(
ｲ
)
 
 
一
の
者
が
議
決
権
の
２
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
が
、
基
幹
放
送
の

業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
議
決
権
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
議
決
権
は
、
当
該

一
の
者
の
有
す
る

議
決
権
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
一
般
社
団
法
人
等
（
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
私
立
学

校
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
2
7
0
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
2
6
年

法
律
第
4
5
号
）
第
2
2
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
、
宗
教
法
人
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
1
2
6
号
）

第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
宗
教
法
人
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
1
0
年
法
律
第
７

号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
基
幹
放

送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
者
の
役
員
が
当
該

一
般
社
団
法
人
等
の
過
半
数
の
理
事
又
は
責
任
役
員
を
兼
ね
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
議
決
権
は
当

該
一
の
者
の
有
す
る
議
決
権
と
み
な
し
て
計
算
す
る
こ
と
。
 

(
ｳ
)
 
（
略
）
 

(
ｳ
)
 
（
同
左
）
 



九 

(
注
２
)
～
(
注
４
)
 
（
略
）
 

(
注
２
)
～
(
注
４
)
 
（
同
左
）
 

(
５
)
 
別
紙
(
５
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 

氏
名
又
は
名
称
 

他
の

基
幹

放
送

事
業

者
の

総
議

決

権
に
対
す
る
比
率
 

備
考
 

自
ら

が
1
0
分

の
１

を
超

え
る

議

決
権

を
有

す
る

他
の

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
又

は
1
0
0
分

の

3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を

有
す

る
他

の
衛

星
基

幹
放

送
事

業
者

若
し

く
は

他
の

移
動

受
信

用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

     

う
ち

自
ら

が
有

す
る

議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議

決
権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

(
５
)
 
（
同
左
）
 
 

 
 

氏
名
又
は
名
称
 

他
の

基
幹

放
送

事
業

者
の

総
議

決

権
に
対
す
る
比
率
 

備
考
 

自
ら

が
1
0
分

の
１

を
超

え
る

議

決
権

を
有

す
る

他
の

基
幹

放
送

事
業
者
 

     

(
A
)
 

 
 

％
 
 

 
う

ち
自

ら
が

有
す

る
議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議

決
権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

（
注
１
）
・
(
注
２
)
 
（
略
）
 

（
注
１
）
・
(
注
２
)
 
（
同
左
）
 

(
６
)
～
(
８
)
 
（
略
）
 

(
６
)
 
～
(
８
)
 
（
同
左
）
 

(
９
)
 
 
別
紙
(
９
)
は
、
放
送
番
組
表
及
び
他
か
ら
供
給
を
受
け
る
放
送
番
組
の
放
送
時
間
（
臨
時
目
的
放
送
を
専

ら
行
う
基
幹
放
送
事
業
者
の
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
ア
及
び
イ
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
９
)
 
 
（
同
左
）
 

ア
 
放
送
番
組
表
 

ア
 
（
同
左
）
 

(
ｱ
)
 
（
略
）
 

(
ｱ
)
 
（
同
左
）
 

(
ｲ
)
 
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
基

幹
放
送
の
業
務
の
場
合
 

（
様
式
略
）
 

(
ｲ
)
 
超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
の
業
務

の
場
合
 

（
同
左
）
 

 
（
注
１
）
～
（
注
５
）
 
（
略

）
 

 
（
注
１
）
～
（
注
５
）
 
（
同
左
）
 

(
ｳ
)
 
（
略
）
 

(
ｳ
)
 
（
同
左
）
 

イ
 
（
略
）
 

イ
 
（
同
左
）
 

ウ
 
他
か
ら
供
給
を
受
け
る
放
送
番

組
の
時
間
等
 

ウ
 
（
同
左
）
 

(
ｱ
)
 
（
略
）
 

(
ｱ
)
 
（
同
左
）
 

(
ｲ
)
 
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
基

幹
放
送
の
業
務
の
場
合
 

（
様
式
略
）
 

(
ｲ
)
 
超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
の
業
務

の
場
合
 

（
同
左
）
 

 
（
注
１
）
～
（
注
５
）
 
（
略

）
 

 
（
注
１
）
～
（
注
５
）
 
（
同
左
）
 

(
ｳ
)
 
（
略
）
 

(
ｳ
)
 
（
同
左
）
 

(
1
0
)
～
(
1
5
)
 
（
略
）
 

(
1
0
)
～
(
1
5
)
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
七
の
二
号
（
第
6
5
条
第
１
項
関
係
）

 
別
表
第
七
の
二
号
（
第
6
5
条
第
１
項
関
係
）
 

第
２
 
衛
星
基
幹
放
送
に
係
る
事
業
計
画

書
 

第
２
 
（
同
左
）
 



一
〇 

長辺 

 
事
業
計
画
書
 

 

 
 （

別
紙
）
 

 
 

 
□
(
１
)
 
 
経
営
形
態
及
び
資
本
又
は
出
資
の
額
 

 

 
□
(
２
)
 
事
業
開
始
ま
で
に
要
す
る
用
途
別
資
金
及
び
そ
の
調
達
方
法
 

 

 
□
(
３
)
 
主
た
る
出
資
者
及
び
議
決
権
の
数
 

 

 
□
(
４
)
 
1
0
0
分
の
3
3
.
3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
５
)
 
1
0
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
1
0
0
分

の

3
3
.
3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
若
し
く
は
他

の
移
動

受
信
用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
６
)
 
役
員
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
７
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
８
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
 

 

 
□
(
９
)
 
週
間
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
0
)
 
放
送
番
組
の
審
議
機
関
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
1
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
機
構
及
び
考
査
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
2
)
 
災
害
放
送
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
3
)
 
将
来
の
事
業
予
定
 

 

 
□
(
1
4
)
 
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
と
併
せ
行
う
事
業
及
び
当
該
事
業
の
業
務
概
要

 
 

 
  

 

 
短
辺
 
(
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
に
よ
る
こ
と
。
)
 

 

長辺 

 
事
業
計
画
書
 

 

 
 （

別
紙
）
 

 
 

 
□
(
１
)
 
 
経
営
形
態
及
び
資
本
又
は
出
資
の
額
 

 

 
□
(
２
)
 
事
業
開
始
ま
で
に
要
す
る
用
途
別
資
金
及
び
そ
の
調
達
方
法
 

 

 
□
(
３
)
 
主
た
る
出
資
者
及
び
議
決
権
の
数
 

 

 
□
(
４
)
 
1
0
0
分
の
3
3
.
3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
５
)
 
1
0
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
又
は

1
0
0
分
の

3
3
.
3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
に
関
す

る
事
項
 

 

 

 
□
(
６
)
 
役
員
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
７
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
８
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
 

 

 
□
(
９
)
 
週
間
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
0
)
 
放
送
番
組
の
審
議
機
関
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
1
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
機
構
及
び
考
査
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
2
)
 
災
害
放
送
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
3
)
 
将
来
の
事
業
予
定
 

 

 
□
(
1
4
)
 
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
と
併
せ
行
う
事
業
及
び
当
該
事
業
の
業
務

概
要
 

 

 
  

 

 
短
辺
 
(
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
に
よ
る
こ
と
。
)
 

 

注
１
 
（
略
）
 

注
１
 
（
同
左
）
 

注
２
 
事
業
計
画
書
の
別

紙
記
載
等
は
、

次
に
よ
る

こ
と
。
ま
た
、
同
欄
の
□

に
は
、
注
1
の
表
の
区
分

に
従
つ
て

該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ

と
。
 

注
２
 
（
同
左
）
 

(
１
)
・
(
２
)
 
（
略
）
 

(
１
)
・
(
２
)
 
（
同
左
）
 

(
３
)
 
別
紙
(
３
)
は
、
次
の
様
式
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
３
)
 
（
同
左
）
 

ふ
り
が
な
 

住
 
所
 

職
業
 

議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
 

備
 
考
 

氏
名
又
は
名
称
 

 
 

 
％
 
 

 

 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す

る
議
決
権
の
比
率
が
1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
（
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
出

資
者
、
特
定
非
営
利
活
動

法
人
、
一
般
社
団
法
人
及
び
公
益
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は

社
員
、
一
般
財

団
法
人
及
び
公
益
財
団
法

人
に
あ
つ
て
は
評
議
員
）
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
定
款
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
定
め
に
よ
る
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
が
1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
に
つ
い

て
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
２
）
～
（
注
８
）
 
（
略
）
 

（
注
２
）
～
（
注
８
）
 
（
同
左
）
 

(
４
)
 
別
紙
(
４
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

氏
名

又
は

名
称
 

議
決

権
の

総
数

に
対

す
る
議
決
権
の
比
率
 

(
A
)
が

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
の

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議
決

権
又

は

衛
星

基
幹

放
送

事
業

者
若

し
く

は

移
動

受
信

用
地

上
基

幹
放

送
事

業

者
の

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

備
考
 

(
４
)
 
（
同
左
）
 

 

氏
名

又
は

名
称
 

議
決

権
の

総
数

に
対

す
る
議
決
権
の
比
率
 

(
A
)
が

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
の

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議
決

権
又

は

衛
星

基
幹

放
送

事
業

者
の

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を

有
す

る
場

合
、

当
該

事
業

者
の

名

備
考
 



一
一 

る
議

決
権

を
有

す
る

場
合

、
当

該

事
業
者
の
名
称
 

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

 

 
う

ち
(
A
)
の

有
す

る
議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議
決

権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

 

称
 

 

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

 

 
う

ち
(
A
)
の

有
す

る
議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議
決

権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

 

(
注
１
)
～
(
注
４
)
 
（
略
）
 

(
注
１
)
～
(
注
４
)
 
（
同
左
）
 

(
５
)
 
別
紙
(
５
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
氏
名
又
は
名
称
 

他
の

基
幹

放
送

事
業

者
の

総
議

決

権
に
対
す
る
比
率
 

備
考
 

自
ら

が
10

分
の

１
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

他
の

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
又

は
1
0
0
分

の

3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を

有
す

る
他

の
衛

星
基

幹
放

送
事

業
者

若
し

く
は

他
の

移
動

受
信

用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

     

う
ち

自
ら

が
有

す
る

議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議

決
権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

(
５
)
 
（
同
左
）
 
 

 
氏
名
又
は
名
称
 

他
の

基
幹

放
送

事
業

者
の

総
議

決

権
に
対
す
る
比
率
 

備
考
 

自
ら

が
10

分
の

１
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

他
の

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
又

は
1
0
0
分

の

3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を

有
す

る
他

の
衛

星
基

幹
放

送
事

業
者
 

 

(
A
)
 

 
％
 
 

     

う
ち

自
ら

が
有

す
る

議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議

決
権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

（
注
１
）
・
(
注
２
)
 
（
略
）
 

（
注
１
）
・
(
注
２
)
 
（
同
左
）
 

(
６
)
～
(
1
4
)
 
（
略
）
 

(
６
)
 
～
(
1
4
)
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
七
の
三
号
（
第
6
5
条
第
１
項
関
係
）

 
別
表
第
七
の
三
号
（
第
6
5
条
第
１
項
関
係
）
 

第
３
 
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
係

る
事
業
計
画
書
 

第
３
 
（
同
左
）
 

長辺 

 
事
業
計
画
書
 

 

 
 （

別
紙
）
 

 
 

長辺 

 
事
業
計
画
書
 

 

 
 （

別
紙
）
 

 
 



一
二 

 
□
(
１
)
 
 
経
営
形
態
及
び
資
本
又
は
出
資
の
額
 

 

 
□
(
２
)
 
事
業
開
始
ま
で
に
要
す
る
用
途
別
資
金
及
び
そ
の
調
達
方
法
 

 

 
□
(
３
)
 
主
た
る
出
資
者
及
び
議
決
権
の
数
 

 

 
□
(
４
)
 
1
0
0
分
の
3
3
.
3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
５
)
 
1
0
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
1
0
0
分

の

3
3
.
3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
若
し
く
は
他

の
移
動

受
信
用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
６
)
 
役
員
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
７
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
８
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
 

 

 
□
(
９
)
 
週
間
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
0
)
 
放
送
番
組
の
審
議
機
関
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
1
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
機
構
及
び
考
査
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
2
)
 
災
害
放
送
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
3
)
 
将
来
の
事
業
予
定
 

 

 
□
(
1
4
)
 
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
と
併
せ
行
う
事
業
及
び
当
該
事
業
の
業
務
概
要

 
 

 
  

 

 
短
辺
 
(
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
に
よ
る
こ
と
。
)
 

 

 
□
(
１
)
 
 
経
営
形
態
及
び
資
本
又
は
出
資
の
額
 

 

 
□
(
２
)
 
事
業
開
始
ま
で
に
要
す
る
用
途
別
資
金
及
び
そ
の
調
達
方
法
 

 

 
□
(
３
)
 
主
た
る
出
資
者
及
び
議
決
権
の
数
 

 

 
□
(
４
)
 
1
0
0
分
の
3
3
.
3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
５
)
 
1
0
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
又
は

1
0
0
分
の

3
3
.
3
3
3
3
3
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の

移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
関
す

る
事
項
 

 

 
□
(
６
)
 
役
員
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
７
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
８
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
 

 

 
□
(
９
)
 
週
間
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
0
)
 
放
送
番
組
の
審
議
機
関
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
1
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
機
構
及
び
考
査
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
2
)
 
災
害
放
送
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
1
3
)
 
将
来
の
事
業
予
定
 

 

 
□
(
1
4
)
 
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
と
併
せ
行
う
事
業
及
び
当
該
事
業
の
業
務

概
要
 

 

 
  

 

 
短
辺
 
(
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
に
よ
る
こ
と
。
)
 

 

注
１
 
（
略
）
 

注
１
 
（
同
左
）
 

注
２
 
事
業
計
画
書
の
別

紙
記
載
等
は
、

次
に
よ
る

こ
と
。
ま
た
、
同
欄
の
□

に
は
、
注
1
の
表
の
区
分

に
従
つ
て

該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ

と
。
 

注
２
 
（
同
左
）
 

(
１
)
・
(
２
)
 
（
略
）
 

(
１
)
・
(
２
)
 
（
同
左
）
 

(
３
)
 
別
紙
(
３
)
は
、
次
の
様
式
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
３
)
 
（
同
左
）
 

ふ
り
が
な
 

住
 
所
 

職
業
 

議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
 

備
 
考
 

氏
名
又
は
名
称
 

 
 

 
％
 
 

 

 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す

る
議
決
権
の
比
率
が
1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
（
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
出

資
者
、
特
定
非
営
利
活
動

法
人
、
一
般
社
団
法
人
及
び
公
益
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は

社
員
、
一
般
財

団
法
人
及
び
公
益
財
団
法

人
に
あ
つ
て
は
評
議
員
）
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
定
款
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
定
め
に
よ
る
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
が
1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
に
つ
い

て
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
２
）
～
（
注
８
）
 
（
略
）
 

（
注
２
）
～
（
注
８
）
 
（
同
左
）
 

(
４
)
 
別
紙
(
４
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

氏
名

又
は

名
称
 

議
決

権
の

総
数

に
対

す
る
議
決
権
の
比
率
 

(
A
)
が

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
の

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議
決

権
又

は

衛
星

基
幹

放
送

事
業

者
若

し
く

は

移
動

受
信

用
地

上
基

幹
放

送
事

業

者
の

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

場
合

、
当

該

事
業
者
の
名
称
 

備
考
 

(
４
)
 
（
同
左
）
 
 

 

氏
名

又
は

名
称
 

議
決

権
の

総
数

に
対

す
る
議
決
権
の
比
率
 

(
A
)
が

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
の

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議
決

権
又

は

移
動

受
信

用
地

上
基

幹
放

送
事

業

者
の

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

場
合

、
当

該

事
業
者
の
名
称
 

 

備
考
 



一
三 

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

 

 
う

ち
(
A
)
の

有
す

る
議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議
決

権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

 

1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

 

 
う

ち
(
A
)
の

有
す

る
議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議
決

権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

 

(
注
１
)
～
(
注
４
)
 
（
略
）
 

(
注
１
)
～
(
注
４
)
 
（
同
左
）
 

(
５
)
 
別
紙
(
５
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
氏
名
又
は
名
称
 

他
の

基
幹

放
送

事
業

者
の

総
議

決

権
に
対
す
る
比
率
 

備
考
 

自
ら

が
10

分
の

１
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

他
の

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
又

は
1
0
0
分

の

3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を

有
す

る
他

の
衛

星
基

幹
放

送
事

業
者

若
し

く
は

他
の

移
動

受
信

用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
 

(
A
)
 

 
％
 
 

     

う
ち

自
ら

が
有

す
る

議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議

決
権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

(
５
)
 
（
同
左
）
 
 

 
氏
名
又
は
名
称
 

他
の

基
幹

放
送

事
業

者
の

総
議

決

権
に
対
す
る
比
率
 

備
考
 

自
ら

が
10

分
の

１
を

超
え

る
議

決
権

を
有

す
る

他
の

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
又

は
1
0
0
分

の

3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を

有
す

る
他

の
移

動
受

信
用

地
上

基
幹
放
送
事
業
者
 

 

(
A
)
 

 
％
 
 

     

う
ち

自
ら

が
有

す
る

議

決
権

と
計

算
さ

れ
る

議

決
権
を
有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
％
 
 

 

（
注
１
）
・
(
注
２
)
 
（
略
）
 

（
注
１
）
・
(
注
２
)
 
（
同
左
）
 

(
６
)
～
(
1
4
)
 
（
略
）
 

(
６
)
 
～
(
1
4
)
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
八
号
（
第
6
5
条
第
１
項
関
係
）
 

別
表
第
八
号
（
第
6
5
条
第
１
項
関
係
）
 

 
第
１
 
見
積
表
 

 
第
１
 
（
同
左
）
 

科
目
 

第
1
年
目
 

第
2
年
目
 

第
3
年
目
 

第
4
年
目
 

第
5
年
目
 

事
業

収
支
 

基
幹

放
送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

事
業

収
支
 

基
幹

放
送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

事
業

収
支
 

基
幹

放
送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

事
業

収
支
 

基
幹

放
送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

事
業

収
支

 

基
幹

放
送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

 
（
同
左
）
 



一
四 

支
 

支
 

支
 

支
 

支
 

 １
 
売
上
高
 

 
 
 
放
送
料
 

 
 
 
有
料
放
送
料
 

 
 
 
放
送
番
組
制
作
料
 

 
 
 
放
送
番
組
売
上
料
 

 
 
 
そ
の
他
 

２
 
売
上
原
価
 

 
 
 
放
送
費
 

 
 
 
放
送
委
託
費
 

 
 
 
 
 
技
術
費
 

 
 
 
人
件
費
 

 
 
 
減
価
償
却
費
 

 
 
 
そ
の
他
 

３
 
売
上
総
利
益
（
１
－
２
）
 

４
 

販
売

費
及

び
一

般
管

理

費
 

 
 
 
販
売
費
 

 
 
 
一
般
管
理
費
 

 
 
 
人
件
費
 

 
 
 
減
価
償
却
費
 

 
 
 
そ
の
他
 

５
 
営
業
利
益
（
３
－
４
）
 

６
 
営
業
外
収
益
 

７
 
営
業
外
費
用
 

８
 
経
常
利
益
（
５
＋
（
６
－

７
）
）
 

千
円
 
千
円
 
千
円
 
千
円
 
千
円
 
千
円
 

千
円
 

千
円
 
千
円
 
千
円
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
１
～
注
６
 
（
略
）
 

注
１
～
注
６
 
（
同
左
）
 

 
第
２
 
見
積
り
の
根
拠
 

第
２
 
（
同
左
）
 

 
 
ア
 
収
益
 

 
 
ア
 
（
同
左
）
 

 
 
 
（
表
略
）
 

 
 
 
 
（
同
左
）
 

注
１

 
第

１
の

表
の

１
の
項

の
収

益
の

科
目

ご
と

に
、

第
１

年
目

、
第

２
年

目
、

第
３

年
目

、
第

４
年
目
及

び
第

５
年

目
の

別
に

記
載
す

る
こ

と
と

し
、

売
上
高

の
そ

の
他

及
び

営
業

外
収
益

の
科

目
に

つ
い

て
は

適
宜

の
様

式
に

よ
り

記
載
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

各
年

度
に

お
け

る
科

目
ご

と
の

算
出

方
法

が
同

一
で

あ
る

場
合

は
、

そ
の

算
出
方

法
を

適
宜

の
様

式
に

よ
り

記
載

す
る

こ
と

に
よ

り
、

第
２

年
目

、
第

３
年

目
、
第
４
年
目
及
び
第
５
年
目
の
収
益
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

注
１
 
第
１
の
表
の
１
の
項
の
収
益
の
科
目
ご
と
に
、
第
１
年
目
、
第
２
年
目
、
第
３
年
目
、
第
４
年
目
及
び

第
５
年
目
の
別
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
営
業
収
益
の
そ
の
他
及
び
営
業
外
収
益

の
科
目
に
つ
い
て
は
適

宜
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
各
年
度
に
お
け
る
科
目
ご
と
の
算

出
方
法
が
同
一
で
あ
る

場
合
は
、
そ
の
算
出
方
法
を
適
宜
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
２

年
目
、
第
３
年
目
、
第

４
年
目
及
び
第
５
年
目
の
収
益
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

注
２
～
４
 
（
略
）
 

注
２
～
４
 
（
同
左
）
 

 
 
イ
 
（
略
）
 

 
 
イ
 
（
同
左
）
 



一
五 

 
第
３
 
（
略
）
 

 
第
３
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
二
十
号
（
第
7
8
条
第
1
項
関
係
）
 

別
表
第
二
十
号
（
第
7
8
条
第
1
項
関
係
）
 

第
１
 
申
請
書
 

基
幹

放
送
の
業
務
認
定
承
継
認
可
申
請
書
 

年
 

 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
 
便
 
番
 
号
 

住
 
 
 
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
 
 
 
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
 

代
表
者
の
氏
名
。
記
名
押
印
又
は
署
名
）
 

電
 
話
 
番
 
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
 
（
同
左
）
 

（
同
左
）
 

 
 

放
送

法
第

9
8
条

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

、
認

定
基

幹
放

送
事

業
者

の
地

位
を

承
継

し
た

い
（

又
は

放
送

法
第

9
8

条
第
３
項
前

段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
い
）
の
で
、
下
記
に
よ
り
別
紙
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
～
５
 
（
略
）
 

１
～
５
 
（
同
左
）
 

６
 
承
継
に
係
る
基
幹
放
送
の
種
類
及

び
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
（
基
幹
放
送

の
業
務
認
定
申
請
書
に
準
じ
記
載
す

る
こ
と
。
）
、
認
定
番
号
（
又
は
無
線
局
の
識
別
信
号
、
種
別
及
び
免
許
の

番
号
)
及
び
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
(
又
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
)
の
商
号
又
は
名
称
 

６
 
（
同
左
）
 

基
幹
放
送
の
種
類
 

基
幹
放
送
の
業
務
に
用

い
ら
れ
る
電
気
通
信
設

備
の
概
要
 

認
定
番
号
（
又
は
無
線

局
の
識
別
信
号
、
種
別

及
び
免
許
の
番
号
）
 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
又

は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事

業
者
）
の
商
号
又
は
名
称
 

 
 

 
 

 

基
幹
放
送
の
種
類
 

 
認
定
番
号
（
又
は
無
線

局
の
識
別
信
号
、
種
別

及
び
免
許
の
番
号
）
 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
又

は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事

業
者
）
の
商
号
又
は
名
称
 

 
 

 
 

 

７
・
８
 
（
略
）
 

７
・
８
 
（
同
左
）
 

第
２
 
（
略
）
 

第
２
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
二
十
一
号
(
第
7
9
条
第
１
項
関
係
)
 

別
表
第
二
十
一
号
(
第
7
9
条
第
１
項
関
係
)
 

第
１
 
申
請
書
 

基
幹

放
送
の
業
務
認
定
承
継
認
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
 
便
 
番
 
号
 

住
 
 
 
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 
 
 
 
 
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
 

代
表
者
の
氏
名
。
記
名
押
印
又
は
署
名
）
 

電
 
話
 
番
 
号
 

第
１
 
（
同
左
）
 

（
同
左
）
 

放
送
法
第
9
8
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

、
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
い
（
又
は
放
送
法
第
9
8

 



一
六 

条
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受

け
た
い
）
の
で
、
下
記
に
よ
り
別
紙
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

 

１
～
４
 
（
略
）
 

１
～
４
 
（
同
左
）
 

５
 
承
継
（
又
は
認
可
）
に
係
る
基
幹
放
送
の
種
類
及
び
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概

要
（
基
幹
放
送
の
業
務
認
定
申
請
書

に
準
じ
記
載
す
る
こ
と
。
）
、
認
定
番
号
(
又
は
無
線
局
の
識
別
信
号
、
種

別
及
び
免
許
の
番
号
)
及
び
認
定
基
幹

放
送
事
業
者
（
又
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
）
の
商
号
又
は
名
称
 

５
 
（
同
左
）
 

基
幹
放
送
の
種
類
 

基
幹
放
送
の
業
務
に
用

い
ら
れ
る
電
気
通
信
設

備
の
概
要
 

認
定
番
号
（
又
は
無
線

局
の
識
別
信
号
、
種
別

及
び
免
許
の
番
号
）
 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
又

は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事

業
者
）
の
商
号
又
は
名
称
 

 
 

 
 

 

基
幹
放
送
の
種
類
 

 
認
定
番
号
（
又
は
無
線

局
の
識
別
信
号
、
種
別

及
び
免
許
の
番
号
）
 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
又

は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事

業
者
）
の
商
号
又
は
名
称
 

 
 

 
 

 

６
・
７
 
（
略
）
 

６
・
７
 
（
同
左
）
 

注
１
～
注
３
 
（
略
）
 

注
１
～
注
３
 
（
同
左
）
 

第
２
 
（
略
）
 

第
２
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
三
十
一
号
（
第
1
3
4
条
関
係
）
 

別
表
第
三
十
一
号
（
第
1
3
4
条
関
係
）
 

登
録
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便

番
号
 

住
所
 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は

、
名
称
及
び
 

代
表
者
の
氏
名
。
記
名
押
印

又
は
署
名
）
 

電
話

番
号
 

 
放
送
法
第
1
2
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
い
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申

請
し
ま
す
。
 

一
般
放
送
の
種
類
 

 
 

一
般
放
送
の

業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
 

 
 

業
務
区
域
 

 
 

放
送
法
第
1
2
8
条
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
該
当
の
有
無
 

□
 
有
 
 
 
 
 
 
□
 
無
 

 

（
同
左
）
 

注
１
 
（
略
）
 

注
１
 
（
同
左
）
 

注
２
 
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ

る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
の
欄
は
、
衛
星
一
般
放
送
の
業
務
を
行
う
場
合

は
、
次
に
よ
り
記
載
し
た
上
で
別

紙
１
を
添
付
し
、
有
線
一
般
放
送
の
業
務
を
行
う
場
合
は
、
「
別
紙
の
と

お
り
」
と
記
載
し
た
上
で
別
紙
２

を
添
付
す
る
こ
と
。
 

注
２
 
（
同
左
）
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
同
左
）
 

注
３
～
注
６
 
（
略
）
 

注
３
～
注
６
 
（
同
左
）
 

別
紙
１
（
別
表
第
三
十
一
号
関
係
）
 

別
紙
１
（
別
表
第
三
十
一
号
関
係
）
 

（
略
）
 

（
同
左
）
 

別
紙
２
（
別
表
第
三
十
一
号
関
係
）
 

別
紙
２
（
別
表
第
三
十
一
号
関
係
）
 



一
七 

１
 
有
線
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い

ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
事
項
 

１
 
（
同
左
）
 

（
略
）
 

(
3
)
 
使

用
す

る
周

波
数
 

周
波
数
 

周
波
数
帯
幅
及
び
変
調
型

式
 

用
途
 

備
考
 

再
放
送

の
同
意
 

同
意
を
得
た
放

送
事
業
者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
4
)
 
系

統
図
 

ヘ
ッ
ド

エ
ン
ド
 

 
 

 
 

 

設
備
 

 
 

 
 

 

レ
ベ
ル
 

 
 

 
 

 

（
略
）
 

(
8
)
 
中

継
増

幅
器
 

（
略
）
 

そ
の
他

の
増
幅

器
 

種類
 

増
幅
す
る
こ
と
が

で
き
る
周
波
数
の

範
囲
 

定
格
入
力

レ
ベ
ル
 

定
格
出
力

レ
ベ
ル
 

雑
音

指
数
 

同
時
に
増
幅
す

る
こ
と
が
で
き

る
周
波
数
の
数
 

台数
 

 
 

Ｍ
Ｈ
z
か
ら
 

Ｍ
Ｈ
z
ま
で
 

d
Ｂ
μ
 

d
Ｂ
μ
 

d
Ｂ
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 

 

注
１
～
注
８
 
（
略
）
 

注
１
～
注
８
 
（
同
左
）
 

注
９
 
 
(
3
)
の
備
考
の
欄
は
、
送
信
の
方

式
が
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
２

条
第
1
0
号
か
ら
第
1
3
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
送
信
の
方
式
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
９
 
 
(
3
)
の
備
考
の
欄
は
、
送
信
の
方
式
が
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
２

条
第
1
0
号
か
ら
第
1
5
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
送
信
の
方
式
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
1
0
～
注
1
2
 
（
略
）
 

注
1
0
～
注
1
2
 
（
同
左
）
 

注
1
3
 
(
4
)
 
の
レ
ベ
ル
の
欄
は
、
設
備
系
統
図
に
記
載
し
た
機
器
の
送
信
の
方
式
が
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関

す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第

２
条
第
1
0
号
か
ら
第
1
3
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
、
「
別

図
（
レ
ベ
ル
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
）
に

記
載
の
と
お
り
。
」
と
記
載
し
、
別
図
に
、
レ
ベ
ル
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
を

次
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
タ
ッ
プ
オ
フ

出
力
端
子
の
レ
ベ
ル
を
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
こ
れ
を
受
信
者
端
子
の
レ
ベ

ル
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

注
1
3
 
(
4
)
 
の
レ
ベ
ル
の
欄
は
、
設
備
系
統
図
に
記
載
し
た
機
器
の
送
信
の
方
式
が
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関

す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
２
条
第
1
0
号
か
ら
第
1
5
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
、
「
別

図
（
レ
ベ
ル
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
）
に
記
載
の
と
お
り
。
」
と
記
載
し
、
別
図
に
、
レ
ベ
ル
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
を

次
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
タ
ッ
プ
オ
フ

出
力
端
子
の
レ
ベ
ル
を
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
こ
れ
を
受
信
者
端
子
の
レ
ベ
ル
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
か
ら
受
信
用

光
伝
送
装
置
ま
で
の
間
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
方
式
が
光
伝
送
の
方
式
の

み
で
あ
る
各
幹
線
系
統
に
つ
い

て
は
、
光
送
信
機
か
ら
タ
ッ
プ
オ
フ
ま
で
の
分
岐
数
が
最
多
と
な
る
幹

線
系
統
の
う
ち
、
幹
線
の
こ
う
長
が
最
長
と
な
る
幹
線
系
統
に
つ
い
て
、
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
光
送
信
機
、

光
増
幅
器
、
光
分
岐
器
及
び
光
波
長
多
重
合
波
器
並
び
に
(
8
)
か
ら
(
1
5
)
ま
で
の
欄
の
機
器
（
(
1
1
)
電
源

供
給
器
及
び
(
1
2
)
保
安
装
置
を

除
く
。
）
に
お
け
る
光
レ
ベ
ル
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま

た
、
光
送
信
機
の
相
対
強
度
雑
音
及
び
光
増
幅
器
の
雑
音
指
数
を
付
記
す
る
こ
と
。
 

(
1
)
 
（
同
左
）
 

(
2
)
 
(
1
)
以
外
の
各
幹
線
系
統
に
つ

い
て
は
、
設
備
系
統
図
に
記
載
し
た
機
器
に
つ
い
て
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
出

力
端
子
か
ら
タ
ッ
プ
オ
フ
出
力

端
子
ま
で
に
お
け
る
レ
ベ
ル
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
を
次
に
よ
り
記
載
す
る

こ
と
。
 

(
2
)
 
（
同
左
）
 



一
八 

 
ア
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
標
準
方
式
に
準
拠
す
る
方
式
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声

多
重
放
送
の
標
準
方
式

に
準
拠
す
る
方
式
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
の
標
準
方
式
に
準
拠
す
る

方
式
及
び
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
標
準
方
式
に
準
拠
す
る
方
式
に
よ
る
有
線
一
般
放
送
の
搬
送
波
に
つ
い
て

は
、
映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
の
み
と
し
、
そ
の
映
像
信
号
搬
送
波
の
数
が
２
以
上
の
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
の
最
高
の
も
の
と
最
低
の
も
の
の
み
と
し
、
そ
の
周
波
数
を
付
記
す
る
こ
と
。
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

イ
・
ウ
 
（
同
左
）
 

(
3
)
 
レ
ベ
ル
に
関
し
て
、
有
線
一

般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
1
2
条
第
２
項
又

は
第
1
5
条
第
２
項
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
各
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
端
子
を
明
記

す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
レ
ベ
ル
に
関
し
て
、
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
1
2
条
第
２
項
、
第

1
6
条
第
２
項
又
は
第
2
2
条
第
２
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
各
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る

端
子
を
明
記
す
る
こ
と
。
 

注
1
4
～
注
2
7
 
（
略
）
 

注
1
4
～
注
2
7
 
（
同
左
）
 

注
2
8
 
(
8
)
の
同
時
に
増
幅
す
る
こ
と
が

で
き
る
周
波
数
の
数
の
欄
に
は
、
例

え
ば
、「

デ
ジ
タ
ル
有
線

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
方
式
に
準
拠
す
る
方
式

に
よ
る
搬
送
波
(
何
)
波
」
、「

超
短
波
放
送
の
標
準
方
式
に
準
拠
す
る
方
式

に
よ
る
音
声
信
号
搬
送
波
(
何
)
波

」
、
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
(
何
)
波
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
2
8
 
(
8
)
の
同
時
に
増
幅
す
る
こ
と
が
で
き
る
周
波
数
の
数
の
欄
に
は
、
例
え
ば
、「

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
標

準
方
式
に
準
拠
す
る
方
式
に
よ
る
映
像
・
音
声
信
号
搬
送
波
各
(
何
)
波
」
、「

超
短
波

放
送
の
標
準
方
式
に
準

拠
す
る
方
式
に
よ
る
音
声
信
号
搬
送
波
(
何
)
波
」
、「

パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
(
何
)
波
」
の
よ

う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
2
9
～
注
4
1
 
（
略
）
 

注
2
9
～
注
4
1
 
（
同
左
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
三
十
三
号
（
第
1
3
6
条
第
２
項
第
１
号

関
係
）
 

別
表
第
三
十
三
号
（
第
1
3
6
条
第
２
項
第
１
号
関
係
）
 

長辺 

 
事
業
計
画
書
 

 

 
 （

別
紙
）
 

 
 

 
□
(
１
)
 
役
員
等
に
関
す
る
事
項

 
 

 
□
(
２
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
基

準
 

 

 
□
(
３
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関

す
る
基
本
計
画
 

 

 
□
(
４
)
 
週
間
放
送
番
組
の
編
集

に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
５
)
 
放
送
番
組
の
審
議
機
関

に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
６
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
機

構
及
び
考
査
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
７
)
 
一
般
放
送
の
業
務
を
行

う
事
業
と
併
せ
行
う
事
業
及
び
当
該
事
業
の
業
務
概
要
 

 

 
  

 

 
短
辺
 
(
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
に
よ
る
こ
と
。
)
 

 

長辺 

 
事
業
計
画
書
 

 

 
 （

別
紙
）
 

 
 

 
□
(
１
)
 
役
員
等
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
２
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
基
準
 

 

 
□
(
３
)
 
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
 

 

 
□
(
４
)
 
週
間
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
５
)
 
放
送
番
組
の
審
議
機
関
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
６
)
 
放
送
番
組
の
編
集
の
機
構
及
び
考
査
に
関
す
る
事
項
 

 

 
□
(
７
)
 
一
般
放
送
の
事
業
と
併
せ
行
う
事
業
及
び
当
該
事
業
の
業
務
概
要
 

 

 
  

 

 
短
辺
 
(
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
に
よ
る
こ
と
。
)
 

 

 
注
１
 
（
略
）
 

 
注
１
 
（
同
左
）
 

 
注
２
 
事
業
計
画
書
の
別
紙
記
載
等
は
、

次
に
よ
る
こ
と
。
ま
た
、
同
欄
の
□
に
は
、
注
の
表
の
区
分
に
従
つ
て

該
当
す
る
事
項
に
レ
印
を
付
け
る
こ
と

。
 

 
注
２
 
（
同
左
）
 

(
1
)
 
別
紙
(
１
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。（

申
請
者
が
団
体
で
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
準
ず
る
こ

と
。
）

 

(
1
)
 
（
同
左
）

 

ふ
り
が
な

 
住
所

 
役
名

 
担
当
部
門

 
兼
職

 
備
考

 
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ふ
り
が
な

 
住
所

 
役
名

 
担
当
部
門

 
兼
職

 
備
考

 
委
員
の
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
注
１
）
～
（
注
５
）
 
（
略
）
 

（
注
１
）
～
（
注
５
）
 
（
同
左
）
 

(
2
)
～
(
8
)
 
（
略
）
 

(
2
)
～
(
8
)
 
（
同
左
）
 



一
九 

 
 

別
表
第
四
十
の
一
号
（
第
1
4
1
条
関
係
）
 

別
表
第
四
十
の
一
号
（
第
1
4
1
条
関
係
）
 

有
線
一
般
放
送
業
務
開
始
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
総
務
大
臣
 
殿
 

 
 
郵

便
番

号
 

 
 
住

所
 

 
 
（

ふ
り

が
な

）
 

氏
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は

、
名
称
及
び
 

代
表
者
の
氏
名
。
記
名
押
印

又
は
署
名
）
 

電
話

番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
同
左
）
 

有
線
一
般
放
送
の
業
務
を
次
の
と
お
り

行
う
の
で
、
放
送
法
第
1
3
3
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

 

（
略
）
 

業     務 

使
用

す
る
周
波
数
 

用
 
 
 
途
 

再
放
送
の
同
意
 

同
意
を
得
た
放
送
事
業
者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 

 

注
１
～
注
４
 
（
略
）
 

注
１
～
注
４
 
（
同
左
）
 

注
５
 
用
途
の
欄
に
は
、
例
え
ば
、「

Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
(
何
)
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
（
総
合
）
の
放
送
の
同
時
再
放
送
」
、

「
（
何
）
社
（
何
）
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
の
放
送
の
同
時
再
放
送
」
、「
（
何
）
社
（
何
）
一
般
放
送
の
同
時

再
放
送
」
、
「
自
主
放
送
」
の
よ
う

に
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
５
 
用
途
の
欄
に
は
、
例
え
ば
、「

Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
(
何

)
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
（
総
合
）
の

放
送
の
同
時

再
放
送
」
、

「
（
何
）
社
（
何
）
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
局
の
放
送
の
同
時
再
放
送
」
、「
（
何
）
社
（
何
）
一
般
放

送
の
同
時
再
放
送
」
、
「
自
主
放
送
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
６
～
注
1
1
 
（
略
）
 

注
６
～
注
1
1
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
四
十
九
号
（
第
1
5
9
条
関
係
）
 

別
表
第
四
十
九
号
（
第
1
5
9
条
関
係
）
 

有
線
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
状
況
報
告
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
総
務
大
臣
 
殿
 

 
 
郵

便
番

号
 

 
 
住

所
 

 
 
（

ふ
り

が
な

）
 

氏
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は

、
名
称
及
び
 

代
表
者
の
氏
名
。
記
名
押
印

又
は
署
名
）
 

 
 
電

話
番

号
 

 
 
登

録
番

号
 

（
同
左
）
 



二
〇 

放
送
法
施
行
規
則
第
1
5
9
条
の
規
定
に
よ

り
、
 
 
年
４
月
１
日
か
ら
 
 
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
登
録
に
係
る
電

気
通
信
設
備
の
状
況
を
、
次
の
と
お
り
報

告
し
ま
す
。
 

 

（
略
）
 

(
3
)
 
事

故
発
生

状
況
 

（
略
）
 

影
響
を
受
け
た
有
線
一
般
放
送

の
業
務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
１
～
注
1
0
 
（
略
）
 

注
１
～
注
1
0
 
（
同
左
）
 

注
1
1
 
「
影
響
を
受
け
た
有
線
一
般
放
送
の
業
務
」
の
欄
は
、
地
上
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
Ｂ
Ｓ
放
送
、
Ｃ
Ｓ
放

送
、
自
主
放
送
等
の
区
分
ご
と
に
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
1
1
 
「
影
響
を
受
け
た
有
線
一
般
放
送
の
業
務
」
の
欄
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
Ｂ
Ｓ
放
送
、

Ｃ
Ｓ
放
送
、
自
主
放
送
等
の
区
分
ご
と
に
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

注
1
2
 
（
略
）
 

注
1
2
 
（
同
左
）
 

 
 

 



二
一 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
定
義
等
） 

（
定
義
等
） 

第
二
条 

電
波
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
別
に
規
定
せ
ら
れ
る

も
の
の
ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

（
同
上
） 

一
～
二
十
五 

（
略
） 

一
～
二
十
五 

（
同
上
） 

二
十
六 

「
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
」
と
は
、
中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
又
は
テ

レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
で
あ
つ
て
、
そ
の
聴
取
者
に
音
響
の
立
体
感
を
与
え
る
た
め
、

左
側
信
号
及
び
右
側
信
号
を
一
の
放
送
局
（
放
送
を
す
る
無
線
局
を
い
う
。
）
か
ら

同
時
に
一
の
周
波
数
の
電
波
に
よ
り
伝
送
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。 

二
十
六 

「
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

(１) 

中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
で
あ
つ
て
、
そ
の
聴
取

者
に
音
響
の
立
体
感
を
与
え
る
た
め
、
左
側
信
号
及
び
右
側
信
号
を
一
の
放
送

局
（
放
送
を
す
る
無
線
局
を
い
う
。）
か
ら
同
時
に
一
の
周
波
数
の
電
波
に
よ
り

伝
送
し
て
行
う
も
の 

 

(２) 

テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
で
あ
つ
て
、
そ
の
聴
取
者
に
同
時
に
放
送
さ

れ
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
の
放
送
番
組
の
音
響
の
立
体
感
を
与
え
る

た
め
に
行
う
も
の 

二
十
七
～
二
十
八
の
七 

（
略
） 

二
十
七
～
二
十
八
の
七 

（
同
上
） 

 

二
十
八
の
八 

「
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の

電
波
に
重
畳
し
て
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
る
放
送
で
あ
つ
て
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ

ン
放
送
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。 

 

二
十
八
の
九 

「
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の

電
波
に
重
畳
し
て
、
文
字
、
図
形
又
は
信
号
を
送
る
放
送
で
あ
つ
て
、
テ
レ
ビ
ジ

ヨ
ン
放
送
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。 



二
二 

 

二
十
八
の
十 

「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
の
電
波
に
重
畳
し
て
、
二
値
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
を
送
る
放
送
で
あ
つ
て
、
テ
レ

ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。 

 

二
十
八
の
十
一 

「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン

音
声
多
重
放
送
で
あ
つ
て
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
電
波
に
重
畳
し
て
送
る

も
の
を
い
う
。 

 

二
十
八
の
十
二 

「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン

文
字
多
重
放
送
で
あ
つ
て
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
電
波
に
重
畳
し
て
送
る

も
の
を
い
う
。 

 

二
十
八
の
十
三 

「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ

ヨ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
で
あ
つ
て
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
電
波
に
重
畳

し
て
送
る
も
の
を
い
う
。 

 

二
十
八
の
十
四 

「
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ

ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
で
あ
つ
て
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
電
波
に
重
畳

し
て
送
る
も
の
を
い
う
。 

 

二
十
八
の
十
五 

「
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
」
と
は
、
テ
レ

ビ
ジ
ヨ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
で
あ
つ
て
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
電

波
に
重
畳
し
て
送
る
も
の
を
い
う
。 

二
十
八
の
八 

「
デ
ジ
タ
ル
放
送
」
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
無
線
局
に
よ
り
行
わ

れ
る
放
送
を
い
う
。 

二
十
八
の
十
六 

（
同
上
） 

二
十
八
の
九 

「
補
完
放
送
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

二
十
八
の
十
七 

（
同
上
） 

(１)
・
(２) 

（
略
） 

(１)
・
(２) 
（
同
上
） 

二
十
九
～
八
十
四
の
五 

（
略
） 

二
十
九
～
八
十
四
の
五 

（
同
上
） 



二
三 

 

八
十
五 

「
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
」
と
は
、
水
平
及
び
垂
直
の
帰
線
を
消
去
す
る
時

間
中
に
そ
う
入
さ
れ
る
信
号
波
の
波
形
の
上
端
の
レ
ベ
ル
で
あ
つ
て
、
同
期
信
号

の
台
と
な
る
も
の
を
い
う
。 

 

八
十
六 

「
フ
イ
ー
ル
ド
」
と
は
、
一
の
映
像
の
画
面
に
つ
き
飛
び
越
し
て
走
査
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
飛
び
越
し
て
す
る
走
査
に
係
る
一
の
画
面
を
い
う
。 

 

八
十
六
の
二 

「
デ
ー
タ
ラ
イ
ン
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
映
像
信
号
の
一

水
平
走
査
期
間
中
に
伝
送
さ
れ
る
文
字
信
号
の
群
を
い
う
。 

八
十
五 

「
ク
ロ
ツ
ク
周
波
数
」
と
は
、
文
字
信
号
を
一
定
の
速
度
で
伝
送
す
る
た

め
の
時
刻
の
基
準
と
な
る
パ
ル
ス
の
基
本
周
波
数
を
い
う
。 

八
十
六
の
三 

（
同
上
） 

八
十
六 

削
除 

 

八
十
七
～
九
十
三 

（
略
） 

八
十
七
～
九
十
三 

（
同
上
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

第
四
十
一
条
の
二
の
六 

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
四
十
一
条
の
二
の
六 

（
同
上
） 

一 

（
略
） 

一 

（
同
上
） 

二 

地
上
基
幹
放
送
局
（
四
七
〇
MHz
を
超
え
七
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
無
線
局
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇

五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
） 

二 

地
上
基
幹
放
送
局
（
四
七
〇
MHz
を
超
え
七
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声

多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重

放
送
を
行
う
無
線
局
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
及

び
四
七
〇
MHz
を
超
え
七
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
限
る
。
）
を
行
う
無
線
局
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力



二
四 

が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
） 

三
～
二
十
四 

（
略
） 

三
～
二
十
四 

（
同
上
） 

 
 

別
表
第
一
号
の
三
 
許
可
を
要
し
な
い
工
事

設
計
の
軽
微
な
事
項
（
第

1
0
条
第
１
項
関
係
）
 

別
表
第
一
号
の
三
 
（
同
左
）
 

第
１
 
設
備
又
は
装
置
の
工
事
設
計
の
全

部
に
つ
い
て
変
更
す
る
場
合
（
設
備

又
は
装
置
の
全
部
に
つ
い
て
変
更
の

工
事
を
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 

第
１
 
（
同
左
）
 

 

工
事
設
計
の
う
ち
軽
微
な
も
の
と
す
る
も
の
 

適
用

の
条

件
 

１
～
1
3
 
（
略
）
 

（
略
）
 

1
4
 
多
重
端
局
装
置
、
撮
像
装
置
（
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
伝
送
装
置
を
含
む
。
）
、
ス
テ
レ
オ
端
局

装
置
、
超
短
波
音
声
多
重
端
局
装
置
、
超
短

波
文
字
多
重
端
局
装
置
、
無
線
呼
出
局
端
局

装
置
、
模
写
電
送
装
置
、
印
刷
電
信
装
置
、

秘
話
装
置
、
テ
レ
メ
ー
タ
ー
付
加
装
置
、
変

調
信
号
処
理
装
置
等
の
符
号
変
換
装
置
及
び

交
換
機
の
工
事
設
計
 

当
該
部
分
の
全
部
に
つ
い
て
削
る
場
合
又
は

改
め
る
場
合

若
し
く
は
追
加
す
る
場
合
に
限
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る

場
合
を
除
く
。
 

１
 
副
搬
送
波
周
波
数
、
最
高
変
調
周
波
数
又

は
偏
移
周
波

数
に
変
更
を
来
す
こ
と
と
な
る
場
合
 

２
 
通
信
路
実
装
数
が
増
加
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
（
多
重

無
線
設
備
(
時
分
割
多
重
方
式
の
み
を
使
用
す

る
も
の
及

び
ヘ
テ
ロ
ダ
イ
ン
中
継
方
式
又
は
直
接
中
継

方
式
に
よ
り

中
継
を
行
う
無
線
局
の
も
の
に
限
る
。
)
を
除

く
。
)
 

  

1
5
～
2
1
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 

工
事
設
計
の
う
ち
軽
微
な
も
の
と
す
る
も
の
 

適
用

の
条

件
 

１
～
1
3
 
（
同
左
）
 

（
同
左
）
 

1
4
 
多
重
端
局
装
置
、
撮
像
装
置
（
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
伝
送
装
置
を
含
む
。
）
、
ス
テ
レ
オ
端
局

装
置
、
超
短
波
音
声
多
重
端
局
装
置
、
超
短

波
文
字
多
重
端
局
装
置
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音

声
多
重
端
局
装
置
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多

重
端
局
装
置
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多

重
端
局
装
置
、
無
線
呼
出
局
端
局
装
置
、
模

写
電
送
装
置
、
印
刷
電
信
装
置
、
秘
話
装
置
、

テ
レ
メ
ー
タ
ー
付
加
装
置
、
変
調
信
号
処
理

装
置
等
の
符
号
変
換
装
置
及
び
交
換
機
の
工

事
設
計
 

（
同
左
）
 

1
5
～
2
1
 
（
同
左
）
 

（
同
左
）
 

 

注
 
（
略
）
 

注
 
（
同
左
）
 

第
２
 
（
略
）
 

第
２
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
二
号 

変
更
検
査
を
要
し
な
い
場
合
（
第
十
条
の
四
関
係
） 

別
表
第
二
号 

（
同
上
） 

一 

（
略
） 

一 

（
同
上
） 

二 

無
線
設
備
の
変
更
の
工
事
の
う
ち
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
軽
微
な
も
の
と
さ
れ
る
も

の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
場
合 

二 

（
同
上
） 

(１)
～
(８) 

（
略
） 

(１)
～
(８) 

（
同
上
） 

(９) 

送
信
空
中
線
又
は
送
信
給
電
線
の
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
総

務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
に
際
し
、
当
該
変
更
の
工
事
に
つ

い
て
検
査
を
要
し
な
い
旨
を
申
請
者
に
対
し
て
通
知
し
た
も
の 

(９) 

（
同
上
） 

ア
・
イ 

（
略
） 
ア
・
イ 

（
同
上
） 

ウ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
若
し
く
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
う
無
線
局
又

は
超
短
波
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
若
し
く
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
無
線
局

で
あ
つ
て
、
空
中
線
の
利
得
値
か
ら
給
電
線
の
損
失
値
を
減
じ
た
値
の
当
該
変
更
の
工
事
に

よ
る
増
減
が
一
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
も
の 

ウ 
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声

多
重
放
送
若
し
く
は
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
無
線
局
又
は
超
短
波
放

送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
若
し
く
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
無
線
局
で
あ
つ
て
、

空
中
線
の
利
得
値
か
ら
給
電
線
の
損
失
値
を
減
じ
た
値
の
当
該
変
更
の
工
事
に
よ
る
増
減

が
一
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
な
い
も
の 



二
五 

(１０)
～
(１８) 

（
略
） 

(１０)
～
(１８) 

（
同
上
） 

 
 

 



二
六 

○
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
免
許
の
単
位
） 

（
免
許
の
単
位
） 

第
二
条 

（
略
） 

第
二
条 

（
同
上
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
同
上
） 

５ 

基
幹
放
送
局
（
基
幹
放
送
（
法
第
五
条
第
四
項
の
基
幹
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
う
実
用
化
試
験
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
免
許
の
申
請
は
、
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
ご
と
に
、
か
つ
、
希
望
す
る

周
波
数
の
一
ご
と
（
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
、
衛
星
基
幹
放
送
、
内
外
放
送
、
短

波
放
送
又
は
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
基
幹
放
送
局
が
行
う
放
送
の
場
合
を
除

く
。）
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

同
上 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
同
上
） 

四 

基
幹
放
送
の
種
類
に
よ
る
区
分 

四 

（
同
上
） 

（１）
～

（11） 

（
略
） 

（１）
～

（11） 

（
同
上
） 

 

（12） 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送 

 

（13） 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
で
あ
つ
て
、

（18）
以
外
の
も
の 

 
（14） 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
で
あ
つ
て
、

（18）
以
外
の
も
の 

 

（15） 
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送 

 

（16） 

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送 



二
七 

 

（17） 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
放
送 

 

（18） 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重

放
送
（
垂
直
帰
線
消
去
期
間
を
使
用
す
る
伝
送
方
式
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を

併
せ
行
う
も
の 

（12） 

そ
の
他
の
放
送 

（19） 

（
同
上
） 

五
・
六 

（
略
） 

五
・
六 

（
同
上
） 

６
～
９ 

（
略
） 

６
～
９ 

（
同
上
） 

 
 

（
基
幹
放
送
局
の
事
業
計
画
） 

（
基
幹
放
送
局
の
事
業
計
画
） 

第
六
条 

申
請
者
は
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
に
記
載
す
る

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条 

（
同
上
） 

一
～
五 

（
略
） 

一
～
五 

（
同
上
） 

六 

申
請
者
が
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
又
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
の
免
許
を

申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
者
自
ら
が
議
決
権
を
有
す
る
他
の
基
幹
放
送

事
業
者
（
放
送
法
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、

日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
及
び
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
以
下
「
学
園
」

と
い
う
。）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
事

項 
六 

申
請
者
が
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
又
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
の
免
許
を

申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
者
自
ら
が
議
決
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る
事

項
（
十
分
の
一
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
第

二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
（
以

下
「
協
会
」
と
い
う
。）
及
び
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六

号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
以
下
「
学
園
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

以
下
同
じ
。）
に
関
す
る
事
項
） 

 

イ 

十
分
の
一
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送

法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。） 

 



二
八 

 

ロ 

百
分
の
三
十
三
・
三
三
三
三
三
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
衛
星
基
幹

放
送
事
業
者
（
放
送
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
衛
星
基
幹
放
送

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
他
の
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者

（
同
条
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。） 

 
七
・
八 

（
略
） 

七
・
八 

（
同
上
） 

２
～
７ 

（
略
） 

２
～
７ 

（
同
上
） 

 
 

（
放
送
区
域
） 

（
放
送
区
域
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
同
上
） 

２ 

放
送
区
域
等
を
計
算
に
よ
る
電
界
強
度
に
基
づ
い
て
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該

電
界
強
度
の
算
出
の
方
法
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。 

２ 

放
送
区
域
等
を
計
算
に
よ
る
電
界
強
度
又
は
電
力
束
密
度
（
一
一
・
七
GHz
か
ら
一

二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
若
し
く
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ

ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
及
び
別
表
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電

界
強
度
又
は
電
力
束
密
度
の
算
出
の
方
法
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。 

３ 

（
略
） 
３ 

（
同
上
） 

 
 

（
予
備
免
許
の
付
与
の
際
に
指
定
す
る
周
波
数
等
の
表
示
） 

（
予
備
免
許
の
付
与
の
際
に
指
定
す
る
周
波
数
等
の
表
示
） 

第
十
条
の
二 

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
周
波
数
で
船
舶
局
、
航
空

機
局
、
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
又
は
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
に
係
る
も
の
は
、

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
記
号
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

第
十
条
の
二 
（
同
上
） 

 



二
九 

 

２ 

超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。）
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、

補
完
放
送
を
行
う
も
の
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に

際
し
て
は
、
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
を
併
せ
て
指
定
す
る
。 

 

３ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、

補
完
放
送
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。）
に
関
す
る
送
信

の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
八
号
。
以
下
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
音
声
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十

一
号
。
以
下
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
四

条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
送
信
の
方
式
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う

も
の
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
音
声

チ
ャ
ネ
ル
、
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
、
垂
直
帰
線
消
去
期
間
中
の
水
平
走
査
期
間
番
号
又

は
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
を
併
せ
て
指
定
す
る
。 

 

４ 

テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
に
係
る
法
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
音
声
チ
ャ
ネ
ル
を
併
せ
て
指
定
す

る
。 

 

５ 

テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
垂
直
帰
線
消
去
期
間
中
の
水
平
走
査
期

間
番
号
を
併
せ
て
指
定
す
る
。 

２ 

超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
を
併
せ
て
指
定
す
る
。 

６ 
（
同
上
） 

 

７ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
係
る
法
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
、
垂
直
帰
線
消



三
〇 

去
期
間
中
の
水
平
走
査
期
間
番
号
又
は
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
を
併
せ
て

指
定
す
る
。 

 

８ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
併
せ
行

う
基
幹
放
送
局
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し
て

は
、
垂
直
帰
線
消
去
期
間
中
の
水
平
走
査
期
間
番
号
を
併
せ
て
指
定
す
る
。 

３ 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周

波
数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

９ 

（
同
上
） 

一 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方

式
第
五
章
並
び
に
第
六
章
第
三
節
及
び
第
五
節
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
一
秒
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
数
を
併
せ
て
指
定
す
る
。 

一 

（
同
上
） 

二 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方

式
第
六
章
第
二
節
及
び
第
四
節
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
（
誤
り
訂
正
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
併
せ
て

指
定
す
る
。 

二 

（
同
上
） 

４ 

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
電
波
の
型
式
で
ア
マ
チ
ユ
ア
局
に
係

る
も
の
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
記
号
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

10 

（
同
上
） 

 
 

（
空
中
線
電
力
の
指
定
） 

（
空
中
線
電
力
の
指
定
） 

第
十
条
の
三 

法
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
空
中
線
電
力
の
指
定
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

第
十
条
の
三 

（
同
上
） 

区

分 

空

中

線

電

力 

区

分 

空

中

線

電

力 

一 

基
幹
放
送
局

当
該
無
線
局
が
送
信
に
際
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら



三
一 

一 

基
幹
放
送
局

（
二
の
項
か
ら

四
の
項
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）、
無
線
呼

出
局
（
電
気
通
信

業
務
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
し

て
開
設
す
る
も

の
に
限
る
。）
及

び
無
線
標
識
局 

当
該
無
線
局
が
送
信
に
際
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
単
一
の
値
の
空
中
線
電
力
（
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又

は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て

は
、
実
効
輻ふ

く

射
電
力
を
、
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放
送

以
外
の
無
線
通
信
の
送
信
を
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、

当
該
送
信
を
行
う
に
際
し
て
使
用
す
る
最
大
空
中
線
電
力

を
併
せ
て
指
定
す
る
。） 

     

二 

超
短
波
放
送
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
及
び
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
放
送
を
行

う
基
幹
放
送
局

（
三
の
項
及
び
四

の
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。） 

  

（
略
） 

（
二
の
項
か
ら

六
の
項
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）、
無
線
呼

出
局
（
電
気
通
信

業
務
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
し

て
開
設
す
る
も

の
に
限
る
。）
及

び
無
線
標
識
局 

な
い
単
一
の
値
の
空
中
線
電
力
（
超
短
波
音
声
多
重
放
送

又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
つ

い
て
は
、
実
効
輻ふ

く

射
電
力
を
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重

放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
若
し
く
は
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
又
は
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ

多
重
放
送
を
併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
は
、
実
効

輻ふ
く

射
電
力
又
は
等
価
等
方
輻ふ

く

射
電
力
を
、
基
幹
放
送
に
加

え
て
基
幹
放
送
以
外
の
無
線
通
信
の
送
信
を
す
る
無
線

局
に
つ
い
て
は
、
当
該
送
信
を
行
う
に
際
し
て
使
用
す
る

最
大
空
中
線
電
力
を
併
せ
て
指
定
す
る
。） 

二 

超
短
波
放
送
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
（
デ
ジ
タ
ル
放

送
に
限
る
。）
及
び

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
（
三
の
項

及
び
六
の
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。） 

（
同
上
） 

三 

超
短
波
放
送
を

（
同
上
） 



三
二 

三 

超
短
波
放
送
を

行
う
基
幹
放
送
局

（
四
の
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。）

で
あ
っ
て
、
補
完

放
送
を
行
う
も
の 

（
略
） 

 
                 

行
う
基
幹
放
送
局

（
六
の
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。）

で
あ
っ
て
、
補
完

放
送
を
行
う
も
の 

四 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
（
五
の
項

及
び
六
の
項
に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。） 

当
該
無
線
局
が
映
像
及
び
音
声
の
そ
れ
ぞ
れ
の
送
信
に

際
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
各
単
一
の
値
の
空

中
線
電
力
（
実
効
輻ふ

く

射
電
力
又
は
等
価
等
方
輻ふ

く

射
電
力
を

併
せ
て
指
定
す
る
。
ま
た
、
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放

送
以
外
の
無
線
通
信
の
送
信
を
す
る
無
線
局
に
つ
い
て

は
、
当
該
送
信
を
行
う
に
際
し
て
使
用
す
る
最
大
空
中
線

電
力
を
併
せ
て
指
定
す
る
。） 

五 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
（
六
の
項

に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
補
完
放
送
を

行
う
も
の 

当
該
無
線
局
が
映
像
及
び
音
声
の
そ
れ
ぞ
れ
の
送
信
に

際
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
各
単
一
の
値
の
空

中
線
電
力
並
び
に
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
標
準
方

式
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

音
声
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の

標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
二
号
。
以

下
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
の
標
準
方
式
」

と
い
う
。）
第
三
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
並
び
に
標
準
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準

方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
三
号
。
以
下
「
標



三
三 

            

四
～
六 

（
略
） 

（
略
） 

 

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
標
準
方
式
」
と

い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
か

ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
送
信
の
方
式
に
よ
り
補

完
放
送
を
行
う
に
際
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

電
波
の
型
式
ご
と
の
各
単
一
の
値
の
空
中
線
電
力
（
そ
れ

ぞ
れ
実
効
輻ふ

く

射
電
力
又
は
等
価
等
方
輻ふ

く

射
電
力
を
併
せ

て
指
定
す
る
。
ま
た
、
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放
送
以

外
の
無
線
通
信
の
送
信
を
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
当

該
送
信
を
行
う
に
際
し
て
使
用
す
る
最
大
空
中
線
電
力

を
併
せ
て
指
定
す
る
。） 

六
～
八 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 
 

（
工
事
設
計
等
の
変
更
の
申
請
及
び
届
出
） 

（
工
事
設
計
等
の
変
更
の
申
請
及
び
届
出
） 

第
十
二
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
書
又
は
届
書
に
第
四
条
第
二

項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従
い
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
無
線
局

事
項
書
又
は
工
事
設
計
書
を
添
え
て
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条 

（
同
上
） 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
同
上
） 

２ 

基
幹
放
送
局
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
に
よ
り
当

該
基
幹
放
送
局
の
事
業
計
画
又
は
事
業
収
支
見
積
り
に
重
大
な
変
更
が
あ
る
と
き

は
、
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
に
準
じ
て
記
載
し
た
事
業
計
画
又
は
事
業
収

２ 

基
幹
放
送
局
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
に
よ
り
当

該
基
幹
放
送
局
の
事
業
計
画
又
は
事
業
収
支
見
積
り
に
重
大
な
変
更
が
あ
る
と
き

は
、
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
に
準
じ
て
記
載
し
た
事
業
計
画
又
は
事
業
収



三
四 

支
見
積
り
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
会
及
び
学
園
の
基
幹
放
送
局
の

場
合
は
、
事
業
収
支
見
積
り
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

支
見
積
り
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
会
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、

事
業
収
支
見
積
り
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
同
上
） 

 
 

（
記
載
事
項
の
省
略
） 

（
記
載
事
項
の
省
略
） 

第
十
五
条 

次
に
掲
げ
る
無
線
局
の
免
許
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
六
条

の
規
定
す
る
記
載
事
項
の
う
ち
、
次
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
下
記
の
事
項
の
記

載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
五
条 

（
同
上
） 

一 

基
幹
放
送
局 

一 

（
同
上
） 

 

(１) 

協
会
及
び
学
園
の
基
幹
放

送
局 

無
線
設
備
の
工
事
費
の
支
弁
方
法
、
無
線

局
の
運
用
費
及
び
そ
の
支
弁
方
法
並
び
に

事
業
収
支
見
積
り 

 

(１) 

協
会
の
基
幹
放
送
局 

（
同
上
） 

(２)
～
(３) 

（
略
） 

(２)
～
(３) 

（
同
上
） 

二
～
九 

（
略
） 

二
～
九 

（
同
上
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

３ 

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
、
事
業
収
支
見
積
り
（
協
会
及
び
学
園

の
基
幹
放
送
局
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）、
放
送
区
域

及
び
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
は
、
同
一
人
が
開
設

す
る
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
人
工
衛
星
に
開
設
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
申
請
者
の
住
所
と
す
る
。
）
が
同
一
の
総
合
通
信
局
の
管
轄
区

域
内
に
あ
り
、
か
つ
、
事
業
計
画
、
事
業
収
支
見
積
り
、
放
送
区
域
又
は
基
幹
放
送

の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
が
同
一
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
の
み
全
部
を
記
載
し
、
他
の

３ 

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
、
事
業
収
支
見
積
り
（
協
会
の
基
幹
放

送
局
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
放
送
区
域
は
、
同

一
人
が
開
設
す
る
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
そ
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
人
工
衛

星
に
開
設
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
申
請
者
の
住
所
と
す
る
。）
が
同
一
の
総
合
通
信

局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
り
、
か
つ
、
事
業
計
画
、
事
業
収
支
見
積
り
又
は
放
送
区
域

の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
が
同
一
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
基
幹
放
送
局
に

つ
い
て
の
み
全
部
を
記
載
し
、
他
の
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
の
基
幹
放

送
局
の
記
載
事
項
と
同
一
の
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
そ
の
全
部
又



三
五 

基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
の
基
幹
放
送
局
の
記
載
事
項
と
同
一
の
部
分
に

つ
い
て
、
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

は
一
部
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
送
区
域
は
、
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放

送
局
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
幹
放
送
局
が
無
線
設
備
を
共
用
す
る
超
短
波
放

送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
記
載
事
項
と
同
一
で
あ
る
旨
を
記
載
し
て
、
そ
の
記
載
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
送
区
域
は
、
超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ

ヨ
ン
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
幹
放
送
局
が
無

線
設
備
を
共
用
す
る
超
短
波
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の

記
載
事
項
と
同
一
で
あ
る
旨
を
記
載
し
て
、
そ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
再
免
許
の
申
請
） 

（
再
免
許
の
申
請
） 

第
十
六
条 

再
免
許
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
再
免
許
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
六
条 

（
同
上
） 

一
～
十 

（
略
） 

一
～
十 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
再
免
許
の
申
請
が
基
幹
放
送
局
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
同
項
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

（
略
） 

一 

（
同
上
） 

二 

将
来
の
事
業
収
支
見
積
り
（
協
会
及
び
学
園
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
を
除
く
。） 

二 

将
来
の
事
業
収
支
見
積
り
（
協
会
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
を
除
く
。） 

三
・
四 

（
略
） 
三
・
四 

（
同
上
） 

五 

免
許
の
期
間
に
お
け
る
事
業
並
び
に
資
産
、
負
債
及
び
収
支
の
実
績
（
免
許
の

期
間
に
お
け
る
事
業
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基

幹
放
送
局
の
場
合
を
除
き
、
資
産
、
負
債
及
び
収
支
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
協
会

及
び
学
園
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
を
除
く
。
） 

五 
免
許
の
期
間
に
お
け
る
事
業
並
び
に
資
産
、
負
債
及
び
収
支
の
実
績
（
免
許
の

期
間
に
お
け
る
事
業
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基

幹
放
送
局
の
場
合
を
除
き
、
資
産
、
負
債
及
び
収
支
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
協
会

の
基
幹
放
送
局
の
場
合
を
除
く
。
） 



三
六 

六 

（
略
） 

六 

（
同
上
） 

七 
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要 

 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
将
来
の
事
業
計
画
、
同
項
第

四
号
に
規
定
す
る
放
送
区
域
又
は
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
の
業
務
に
用

い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
の
全
部
又
は
一
部
が
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
当

該
基
幹
放
送
局
の
事
業
計
画
、
放
送
区
域
又
は
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電

気
通
信
設
備
の
概
要
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
そ
の
全
部
又

は
一
部
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
将
来
の
事
業
計
画
又
は
同
項

第
四
号
に
規
定
す
る
放
送
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
当
該

基
幹
放
送
局
の
事
業
計
画
又
は
放
送
区
域
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載

し
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
同
上
） 

 
 

（
様
式
等
） 

（
様
式
等
） 

第
二
十
一
条 

法
第
十
四
条
の
免
許
状
の
様
式
は
、
別
表
第
五
号
か
ら
別
表
第
五
号
の

四
ま
で
で
定
め
る
。 

第
二
十
一
条 

（
同
上
） 

２ 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
船
舶
局
、
航
空
機
局
、
陸
上
移
動
業
務
の
無
線

局
又
は
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
に
係
る
免
許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準

用
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

 

３ 

第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
超
短
波
放
送(

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。)

を
行

う
衛
星
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
補
完
放
送
を
行
う
も
の
に
係
る
免
許
状
に
周
波
数

を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る 

 

４ 
第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。）

を
行
う
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
補
完
放
送
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
標
準
方

式
第
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
の
標
準
方

式
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
送
信
の
方
式
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。）



三
七 

を
行
う
も
の
に
係
る
免
許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

５ 

第
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
を
行
う
衛
星
基

幹
放
送
局
に
係
る
免
許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

６ 

第
十
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放

送
局
に
係
る
免
許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

３ 

第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局

に
係
る
免
許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

７ 

第
十
条
の
二
第
六
項
の
規
定
は
、
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局

に
係
る
免
許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

８ 

第
十
条
の
二
第
七
項
の
規
定
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基

幹
放
送
局
に
係
る
免
許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

９ 

第
十
条
の
二
第
八
項
の
規
定
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
に
係
る
免
許
状
に
周
波
数
を
記
載

す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

４ 

第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
係
る
免

許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

10 

第
十
条
の
二
第
九
項
の
規
定
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
係
る
免

許
状
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

５ 

第
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
ア
マ
チ
ユ
ア
局
に
係
る
免
許
状
に
電
波
の
型
式

を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

11 

第
十
条
の
二
第
十
項
の
規
定
は
、
ア
マ
チ
ユ
ア
局
に
係
る
免
許
状
に
電
波
の
型
式

を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

６ 

総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
小
型
の
免

許
状
に
よ
る
こ
と
が
あ
る
。 

12 

（
同
上
） 

７ 

同
一
人
に
属
す
る
二
以
上
の
簡
易
無
線
局
、
気
象
援
助
局
、
陸
上
移
動
局
、
携
帯

局
、
船
上
通
信
局
、
無
線
標
定
移
動
局
、
携
帯
移
動
地
球
局
、
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局
又

は
実
験
試
験
局
に
つ
い
て
は
、
無
線
設
備
の
常
置
場
所
（
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
地
球
局
に
あ
つ

て
は
Ｖ
Ｓ
Ａ
Ｔ
制
御
地
球
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
と
す
る
。）
を
同
じ
く
す
る
場

合
及
び
同
一
人
に
属
す
る
二
以
上
の
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
、
フ
ェ
ム
ト
セ
ル
基
地
局
又

13 

（
同
上
） 



三
八 

は
特
定
陸
上
移
動
中
継
局
に
つ
い
て
は
そ
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
が
い
ず
れ
も
同

一
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
は
、
一
の
免
許
状
を
交
付
す
る
こ
と
が

あ
る
。 

 
 

別
表
第
二
号
第
１
 
基
幹
放
送
局
（
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
を
除
く
。
）
の
無
線
局
事
項
書
の

様
式
（
第
４
条
、
第

1
2
条
関
係
）
（
総
務
大
臣
が
こ
の
様
式
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
認
め
た
場
合

は
、
そ
れ
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。
）
 

別
表
第
二
号
第
１
 
（
同
左
）
 

１
 
１
枚
目
 

１
 
（
同
左
）
 

短   辺 

 無
線
局
事
項
書
 

 
 

※
整

理
番
号
 

 

（
略

）
 

1
5 

放
送
事
項
 

コ
ー
ド
［
 
 
］
 

コ
ー

ド
［
 

 
］
 

コ
ー

ド
［
 

 
］
 

コ
ー
ド
［
 
 
］
 

コ
ー

ド
［
 

 
］
 

コ
ー

ド
［
 

 
］
 

（
略

）
 

1
8
 

電
波

の
型

式
並

び

に
希

望
す

る
周

波
数

の
範

囲
及

び
空

中
線

電
力
 

 

 
 

 

 
 

長
 

 
 
 

 
辺
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（

日
本
工

業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

 
 

 

２
 
２
枚
目
 

２
 
２
枚
目
 

短   辺 

  
 

 
 

1
9 

無
線
局

の
区
別
 

 
※

整
理

番
号
 

 

（
略

）
 

23
 

基
幹

放
送

の
業

務

に
用

い
ら

れ
る

電
気

通
信

設
備
の
概
要
 

 

24
 

放
送

法
第

２
条

第

2
4
号

の
基
幹
放
送
局

設
備

の
範
囲
 

 

25
 

基
幹

放
送

の
業

務

を
維

持
す

る
に

足
り

る
技

術
的
能
力
 

 

2
6 

事
業
計
画
等
 

 

（
別
紙
）
 

□
(1
) 

経
営
形
態
及
び
資

本
又

は
出
資

の
額
 

□
(2
) 

事
業
開
始
ま
で

に
要
す

る
用
途

別
資

金
及

び
そ
の

調
達
の
方
法
 

□
(3
) 

主
た
る
出
資
者
及

び
そ

の
議
決

権
の

数
 

□
(4
) 

10
分
の

1
を
超
え

る
議

決
権
を

有
す

る
者

に
関
す

る

事
項
 

□
(5
) 

10
分
の

1
を
超

え
る
議

決
権
を

有
す

る
他

の
地
上
基

幹
放
送
事
業
者
又
は

100
分

の
33.33

333
を

超
え

る

議
決
権
を
有
す
る
他

の
衛
星

基
幹
放

送
事

業
者

若
し

く
は
他
の
移
動
受
信

用
地
上

基
幹
放

送
事

業
者

に
関

す
る
事
項
 

□
(6
) 

役
員
に
関
す
る
事

項
 

□
(7
) 

放
送
番
組
の
編
集

の
基

準
 

□
(8
) 

放
送
番
組
の
編

集
に
関

す
る
基

本
計

画
 

□
(9
) 

週
間
放
送
番
組

の
編
集

に
関
す

る
事

項
 

□
(1
0) 

放
送

番
組

の
審
議

機
関
に

関
す

る
事
項
 

□
(1
1) 

放
送

番
組

の
編
集

の
機
構

及
び

考
査
に
関
す
る
事

項
 

□
(1
2) 

災
害

放
送

に
関
す

る
事
項
 

□
(1
3) 

試
験

、
研

究
又
は

調
査
の

方
法

及
び
具
体
的
計
画
 

□
(1
4) 

試
験

の
方

法
及
び

具
体
的

計
画

 

□
(1
5) 

放
送

事
業

と
併
せ

行
う
事

業
及

び
当
該
事
業
の
業

務
の

概
要
 

□
(1
6) 

将
来

の
事

業
予
定
 

□
(1
7) 

事
業

収
支

見
積
り
 

□
(1
8) 

放
送

番
組

の
主
た

る
利
用

見
込

者
 

□
(1
9) 

免
許

の
期

間
に
お

け
る
事

業
並

び
に
資
産
、
負
債

及
び

収
支
の

実
績
 

2
7 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

長
 

 
 
 

 
辺
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（

日
本
工

業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

 
 

短   辺 

  
 

 
 

1
9 

無
線
局
の
区
別
 

 
※
整
理
番
号
 

 

（
略
）
 

23
 

基
幹

放
送

の
業

務

に
用

い
ら

れ
る

電
気

通
信
設
備
の
概
要
 

 

24
 

放
送

法
第

２
条

第

2
4
号
の
基
幹
放
送
局

設
備
の
範
囲
 

 

25
 

基
幹

放
送

の
業

務

を
維

持
す

る
に

足
り

る
技
術
的
能
力
 

 

2
6 

事
業
計
画
等
 

 

（
別
紙
）
 

□
(1
) 

経
営
形
態
及
び
資
本
又
は
出
資
の
額
 

□
(2
) 

事
業
開
始
ま
で
に
要
す
る
用
途
別
資
金
及
び
そ
の

調
達
の
方
法
 

□
(3
) 

主
た
る
出
資
者
及
び
そ
の
議
決
権
の
数
 

□
(4
) 

10
分
の

1
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
に
関
す
る

事
項
 

□
(5
) 

10
分
の

1
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
他
の
基
幹
放

送
事
業
者
に
関
す
る
事
項
 

   □
(6
) 

役
員
に
関
す
る
事
項
 

□
(7
) 

放
送
番
組
の
編
集
の
基
準
 

□
(8
) 

放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
基
本
計
画
 

□
(9
) 

週
間
放
送
番
組
の
編
集
に
関
す
る
事
項
 

□
(1
0) 

放
送
番
組
の
審
議
機
関
に

関
す

る
事

項
 

□
(1
1) 

放
送
番
組
の
編
集
の
機
構

及
び

考
査

に
関

す
る
事

項
 

□
(1
2) 

災
害
放
送
に
関
す
る
事
項
 

□
(1
3) 

試
験
、
研
究
又
は
調
査
の

方
法

及
び

具
体

的
計
画
 

□
(1
4) 

試
験
の
方
法
及
び
具
体
的

計
画

 

□
(1
5) 

放
送
事
業
と
併
せ
行
う
事

業
及

び
当

該
事

業
の
業

務
の
概
要
 

□
(1
6) 

将
来
の
事
業
予
定
 

□
(1
7) 

事
業
収
支
見
積
り
 

□
(1
8) 

放
送
番
組
の
主
た
る
利
用

見
込

者
 

□
(1
9) 

免
許
の
期
間
に
お
け
る
事

業
並

び
に

資
産

、
負
債

及
び
収
支
の
実
績
 

2
7 

備
考
 

 

 
 

 

 
 

長
 
 
 
 
 
辺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

日
本
工

業
規
格

Ａ
列
４

番
）

 
 

 



三
九 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
同
左
）
 

４
 
４
枚
目
 

４
 
（
同
左
）
 

短   辺 

  
 

 
 

3
0 

無
線
局

の
区
別
 

 
※

整
理

番
号
 

 

3
1 

放 送 区 域 

使
用

す
る
無

線
設
備

の
区
分
 

□
 

送
信
所
 

□
 

予
備
送
信
所
 

□
 
送

信
所
 

□
 
予

備
送

信
所
 

□
 
送

信
所
 

□
 

予
備
送
信
所
 

都
道
府

県
-
市

区
町

村
コ

ー
ド

 
全

部
・

一
部

の
別

 
都
道
府
県

-
市
区

町
村
コ

ー
ド

 
全
部
・
一
部
の

別
 

都
道
府
県

-
市
区

町
村
コ

ー
ド

 
全

部
・
一

部
の

別
 

 
□

全
部

 
□

一
部

 
 

□
全
部
 
□
一
部

 
 

□
全

部
 
□

一
部

 

  

（
略

）
 

  

 
 

 

 
 

長
 

 
 
 

 
辺
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（

日
本
工

業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

 
 

 

５
・
６
 
（
略
）
 

５
・
６
 
（
同
左
）
 

注
１
～
1
6
 
（
略
）
 

注
１
～
1
6
 
（
同
左
）
 

1
7
 
1
5
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ
と

。
 

1
7
 
（
同
左
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
同
左
）
 

(
2
)
 
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
 

(
2
)
 
超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合

 
放
送
事
項
を
放
送
番
組
の
実
態
に
合
わ
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
同
左
）
 

(
3
)
～
(
5
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～
(
5
)
 
（
同
左
）
 

1
8
・
1
9
 
（
略
）
 

1
8
・
1
9
 
（
同
左
）
 

2
0
 
1
8
の
欄
の
記
載
は
次
に
よ
る
こ
と
。

 
2
0
 
（
同
左
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
同
左
）
 

(
2
)
 
希
望
す
る
周
波
数
の
範
囲
は
、「

何
k
Ｈ
z
か
ら
何
k
Ｈ
z
ま
で
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。 

(
2
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
、
短
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
又
は
第
２
条
第
５
項
の
告
示
で
定
め
る
基

幹
放
送
局
の
場
合
は
、
希
望
す
る
周
波
数
の
数
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

ア
 
（
同
左
）
 

 
イ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
補
完
放
送
（
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第
1
2
条
に
お
い
て
準
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
の
標

準
方
式
第
４
条
か
ら
第
８
条
ま
で
に
規
定
す
る
送
信
の
方
式
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
も
の
の

場
合
は
、
希
望
す
る
標
本
化
周
波
数
に
よ
る
音
声
チ
ャ
ネ
ル
、
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
、
垂
直
帰
線
消
去
期
間

中
の
水
平
走
査
期
間
番
号
又
は
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
を
「
第
２
音
声
チ
ャ
ネ
ル
（
3
2
k
Ｈ
z
又

は
4
8
k
Ｈ
z
）
」
、「

毎
秒
2
4
0
キ
ロ
ビ
ッ
ト
」
、「

1
6
Ｈ
（
2
7
9
Ｈ
）
又
は
2
1
Ｈ
（
2
8
4
Ｈ
）
」
又
は
「
7
0
.
8
0
4
k
Ｈ
z

又
は
1
1
8
.
0
0
7
k
Ｈ
z
」
の
よ
う
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
 

 
ウ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
希
望
す
る
垂
直
帰
線
消
去
期
間
中
の

水
平
走
査
期
間
番
号
を
「
1
6
Ｈ
（
2
7
9
Ｈ
）
又
は
2
1
Ｈ
（
2
8
4
Ｈ
）
」
の
よ
う
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

イ
 
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
希
望
す
る
デ

ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
を
「
毎
秒

2
4
0

キ
ロ
ビ
ッ
ト
」
の
よ
う
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

エ
 
（
同
左
）
 

 
オ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
希
望
す
る
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
垂

直
帰
線
消
去
期
間
中
の
水
平
走
査
期
間
番
号
又
は
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
を
「
毎
秒
2
4
0
キ
ロ
ビ

ッ
ト
」
、
「
1
0
Ｈ
（
2
7
3
Ｈ
）
又
は
1
4
Ｈ
（
2
7
7
Ｈ
）
」
又
は
「
7
0
.
8
0
4
k
Ｈ
z
又
は
1
1
8
.
0
0
7
k
Ｈ
z
」
の
よ
う
に

併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
カ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
の
場



四
〇 

合
は
、
希
望
す
る
垂
直
帰
線
消
去
期
間
中
の
水
平
走
査
期
間
番
号
を
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
1
6

Ｈ
（
2
7
9
Ｈ
）
又
は
2
1
Ｈ
（
2
8
4
Ｈ
）
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
1
0
Ｈ
（
2
7
3
Ｈ
）
又
は
1
4
Ｈ
（

2
7
7

Ｈ
）
」
の
よ
う
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
空
中
線
電
力
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
電
波
の
型
式
の
別
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

ア
 
（
同
左
）
 

イ
 
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
デ
ー
タ
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放

送
、
超
短
波
文
字
多
重
放
送
又
は
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
最
大
実
効

輻
射
電
力
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

イ
 
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
デ
ー
タ
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放

送
、
超
短
波
文
字
多
重
放
送
、
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
文
字
多
重
放
送
若
し
く
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
又
は
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
最
大

実
効
輻
射
電
力
又
は
最
大
等
価
等
方
輻
射
電
力
（
1
1
.
7
Ｇ
Ｈ
z
か
ら
1
2
.
2
Ｇ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す

る
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
限
る
。
）
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
ウ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
(
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
)
を
行
う
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
補
完
放
送
を
行
う

も
の
に
つ
い
て
は
、
補
完
放
送
を
行
う
に
際
し
て
使
用
す
る
空
中
線
電
力
及
び
最
大
実
効
輻
射
電
力
に
つ

い
て
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放
送
以
外
の
無
線
通
信
の
送
信
を
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
当
該
送
信
を

行
う
に
際
し
て
使
用
す
る
最
大
空
中
線
電
力
に
つ
い
て
も
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

エ
 
（
同
左
）
 

（
記
載
例
）
 
Ｘ
７
Ｗ
 
 
 
 
 
 
1
0
Ｗ
 
最
大
実
効
輻
射
電
力
 
 
3
3
Ｗ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ｆ
３
Ｅ
 
Ｆ
８
Ｅ
 
2
.
5
Ｗ
 
最
大
実
効
輻
射
電
力
 
8
.
3
Ｗ
 

（
記
載
例
）
 
Ｃ
３
Ｆ
 
 
 
 
 
 
1
0
Ｗ
 
最
大
実
効
輻
射
電
力
 
 
3
3
Ｗ
 

 
 
 
 
 
 
Ｃ
９
Ｗ
 
 
 
 
 
 
 
６
Ｗ
 
最
大
実
効
輻
射
電
力
 
 
2
0
Ｗ
 

 
 
 
 
 
 
Ｆ
３
Ｅ
 
Ｆ
８
Ｅ
 
2
.
5
Ｗ
 
最
大
実
効
輻
射
電
力
 
8
.
3
Ｗ
 

(
4
)
 
（
略
）
 

(
4
)
 
同
左
 

2
1
～
2
3
 
（
略
）
 

2
1
～
2
3
 
（
同
左
）
 

2
4
 
2
3
の
欄
は
、
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ

と
。
 

2
4
 
（
同
左
）
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

 
(
1
)
～
(
4
)
 
（
同
左
）
 

(
5
)
 
 
記
載
す
る
内
容
の
全
部
又
は
一

部
が
同
一
人
に
属
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
（
無
線
設
備
の
設
置
場
所
が
申

請
に

係
る

基
幹

放
送

局
の

無
線

設
備

の
設

置
場

所
を

管
轄

す
る

総
合

通
信

局
の

管
轄

区
域

内
に

あ
る

も
の

に
限

る
。
）

の
も
の

と
同
一

で
あ

り
、

か
つ
、

当
該
他

の
基

幹
放

送
局
に

つ
い
て

そ
の

全
部

を
記
載

し
た
場

合
は
、
「
何
基
幹
放
送
局
に
同
じ
」

の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

2
5
 
2
4
の
欄
は
、
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ

と
。
 

2
5
 
2
4
の
欄
は
、
2
3
の
欄
の
設
備
概
要
図
で
示
し
た
設
備
の
う
ち
、
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
基
幹

放
送
局
設
備
に
該
当
す
る
設
備
と
し
て
、
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
及
び
放
送
法
施
行
規
則
第
３
条
第
１
号
に

規
定
す
る
番
組
送
出
設
備
（
中
継
回
線
設
備
を
含
む
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
(
1
)
 
 
2
3
の
欄
の
設
備
概
要
図
で
示
し

た
設
備
の
う
ち
、
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
基
幹
放
送
局

設
備
に
該
当
す
る
設
備
と
し
て
、
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
及
び
放
送
法
施
行
規
則
第
３
条
第
１
号
に
規
定

す
る
番
組
送
出
設
備
（
中
継
回
線

設
備
を
含
む
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

 
(
2
)
 

 
記
載

す
る
内

容
の

全
部

又
は

一
部

が
同
一
人

に
属

す
る

他
の
基

幹
放
送

局
（

無
線

設
備

の
設
置
場

所
が

申
請

に
係

る
基

幹
放

送
局

の
無

線
設

備
の

設
置

場
所

を
管

轄
す

る
総

合
通

信
局

の
管

轄
区

域
内

に
あ

る
も

の
に

限
る
。
）

の
も

の
と
同

一
で

あ
り

、
か
つ

、
当
該

他
の

基
幹

放
送
局

に
つ
い

て
そ

の
全

部
を
記

載
し
た

場
合
は
、
「
何
基
幹
放
送
局
に
同
じ

」
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

2
6
 
 
2
5
の
欄
は
、
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ

と
。
 

2
6
 
 
（
同
左
）
 

 
(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

 
(
1
)
～
(
3
)
 
（
同
左
）
 

 
(
4
)
 
記
載
す
る
内
容
の
全
部
又
は
一

部
が
同
一
人
に
属
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
（
無
線
設
備
の
設
置
場
所
が
申

 



四
一 

請
に

係
る

基
幹

放
送

局
の

無
線

設
備

の
設

置
場

所
を

管
轄

す
る

総
合

通
信

局
の

管
轄

区
域

内
に

あ
る

も
の

に
限

る
。
）

の
も
の

と
同
一

で
あ

り
、

か
つ
、

当
該
他

の
基

幹
放

送
局
に

つ
い
て

そ
の

全
部

を
記
載

し
た
場

合
は
、
「
何
基
幹
放
送
局
に
同
じ
」

の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2
7
 
2
6
の
欄
は
、
事
業
計

画
等
の
欄
の
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
区
別
に
従

い
、「

別
紙
(
1
)
～
(
9
)
、
(
1
3
)
～
(
1
6)

に
記
載
の
と
お
り
」
の
よ
う
に
記
載
し
、
(
別
紙
)
の
該
当
す
る
□
に
レ
印
を
付
け
、
別
紙
を
別
葉
と
し
て
提
出
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
表
の
右
欄
の
注
に
よ
り
当
該
別
紙
の
提
出
を
省
略
す
る
場
合
は
、
「
何
基
幹
放
送
局
に
同

じ
」
、「

別
紙
(
7
)
に
記
載
の
と
お
り
、
別
紙
(
1
)
～
(
6
)
、
(
8
)
～
(
1
0
)
、
(
1
3
)
～
(
1
6
)
に
つ
い
て
は
何
基
幹
放
送
局

に
同
じ
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

2
7
 
（
同
左
）
 

区
別
 

提
出
す
る
別
紙
 

備
考
 

１
 
免
許
の
申

請
の
場
合
 

(
1
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
(
注
９
)
 

(
2
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
 

(
3
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
(
注
９
)
 

(
4
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
5
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
6
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

９
)
 

(
7
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注

５
)
(
注
６
)
(
注
９

)
(
注
1
1
)
 

(
8
)
 
(
注
１
)
(
注
５
)
(
注

６
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
9
)
 
(
注
１
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
1
0
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
５
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
1
)
 
(
注
１
)
(
注
４
)
(
注
６
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
1
2
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
3
)
 
(
注
１
)
(
注
７
)
 

(
1
4
)
 
(
注
１
)
(
注
８
)
 

(
1
5
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
0
)
 

(
1
6
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
0
)
 

(
1
7
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
 

(
1
8
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
1
)
 

(
注
１
)
 
当
該
別
紙
に
記
載
す
る
内
容
の
全
部
が

同
一
人
に
属
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
（
無

線
設
備
の
設
置
場
所
が
申
請
に
係
る
基
幹

放
送
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
を
管
轄

す
る
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
も
の
と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
当

該
他
の
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
そ
の
全
部

を
記
載
し
た
場
合
は
、
提
出
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

(
注
２
)
 
協
会
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
提
出

を
要
し
な
い
。
 

(
注
３
)
 
学
園
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
提
出

を
要
し
な
い
。
 

(
注
４
)
～
(
注
８
)
 
（
略
）
 

(
注
９
)
 
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
の
場
合
は
、
提
出
を
要
し
な
い
。
 

(
注
1
0
)
・
(
注
1
1
)
 
（
略
）
 

２
 
変
更
の
申

請
又
は
届
出

を
行
う
場
合

 

(
1
)
～
(
1
6
)
 
（
略
）
 

(
1
7
)
 
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
６
)
(
注
９
)
 

(
注
1
)
 
協
会
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
提
出
を

要
し
な
い
。
 

(
注
2
)
 
学
園
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
提
出
を

区
別
 

提
出
す
る
別
紙
 

備
考
 

１
 
免
許
の
申

請
の
場
合
 

(
1
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
 

(
2
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
 

(
3
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
 

(
4
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
5
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
6
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
９
)
 

(
7
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
５
)
(
注
６
)
(
注
９

)
(
注
1
1
)
 

(
8
)
 
(
注
１
)
(
注
５
)
(
注
６
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
9
)
 
(
注
１
)
(
注
９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
0
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
５
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
1
)
 
(
注
１
)
(
注
４
)
(
注
６
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
1
2
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
3
)
 
(
注
１
)
(
注
７
)
 

(
1
4
)
 
(
注
１
)
(
注
８
)
 

(
1
5
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
0
)
 

(
1
6
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
0
)
 

(
1
7
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
 

(
1
8
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
1
)
 

(
注
１
)
 
（
同
左
）
 

         (
注
２
)
 
（
同
左
）
 

 (
注
３
)
 
（
同
左
）
 

 (
注
４
)
～
(
注
８
)
 
（
同
左
）
 

(
注
９
)
 
（
同
左
）
 

 (
注
1
0
)
・
(
注
1
1
)
 
（
同
左
）
 

２
 
変
更
の
申

請
又
は
届
出

を
行
う
場
合
 

(
1
)
～
(
1
6
)
 
（
略
）
 

(
1
7
)
 
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
６
)
(
注
９
)
 

(
注
1
)
 
（
同
左
）
 

 (
注
2
)
 
（
同
左
）
 



四
二 

要
し
な
い
。
 

(
注
3
)
～
(
注
5
)
 
（
略
）
 

(
注
6
)
 
当
該
変
更
に
よ
り
事
業
計
画
又
は
事
業

収
支
見
積
り
に
重
大
な
変
更
が
あ
る
と
き

に
限
る
。
 

(
注
7
)
・
(
注
8
)
 
（
略
）
 

(
注
9
)
 
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
の
場
合
は
、
提
出
を
要
し
な
い
。
 

(
注
1
0
)
・
(
注
1
1
)
 
（
略
）
 

３
 
再
免
許
の

申
請
の
場
合
 

(
1
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
(
注
９
)
 

(
3
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
(
注
９
)
 

(
4
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
5
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

３
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
6
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注

９
)
 

(
7
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注

５
)
(
注
６
)
(
注
９

)
(
注
1
1
)
 

(
8
)
 
(
注
１
)
(
注
５
)
(
注

６
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
9
)
 
(
注
１
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
1
0
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
５
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
1
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
2
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
3
)
 
(
注
１
)
(
注
７
)
 

(
1
4
)
 
(
注
１
)
(
注
８
)
 

(
1
5
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注

1
0
)
 

(
1
6
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注

1
0
)
 

(
1
7
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
 

(
1
9
)
 
(
注
１
)
 

(
注
１
)
 
当
該
別
紙
に
記
載
す
る
内
容
の
全
部
が

現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
当
該
基
幹
放
送

局
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
場
合
又
は
同
一

人
に
属
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
の
も
の
と

同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
他
の
基
幹
放

送
局
に
つ
い
て
そ
の
全
部
を
記
載
し
た
場

合
は
、
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
注
２
)
 
協
会
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
提
出

を
要
し
な
い
。
 

(
注
３
)
 
学
園
の
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
提
出

を
要
し
な
い
。
 

(
注
４
)
～
(
注
８
)
 
（
略
）
 

(
注
９
)
 
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
の
場
合
は
、
提
出
を
要
し
な
い
。
 

(
注
1
0
)
・
(
注
1
1
)
 
（
略
）
 

 

 (
注
3
)
～
(
注
5
)
 
（
同
左
）
 

(
注
6
)
 
（
同
左
）
 

  (
注
7
)
・
(
注
8
)
 
（
同
左
）
 

(
注
9
)
 
（
同
左
）
 

 (
注
1
0
)
・
(
注
1
1
)
 
（
同
左
）
 

３
 
再
免
許
の

申
請
の
場
合
 

(
1
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
 

(
3
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
 

(
4
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
5
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
6
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
９
)
 

(
7
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
５
)
(
注
６
)
(
注
９

)
(
注
1
1
)
 

(
8
)
 
(
注
１
)
(
注
５
)
(
注
６
)
(
注
９
)
(
注

1
1
)
 

(
9
)
 
(
注
１
)
(
注
９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
0
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
５
)
(
注
６
)
(
注

９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
1
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
2
)
 
(
注
１
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注
1
1
)
 

(
1
3
)
 
(
注
１
)
(
注
７
)
 

(
1
4
)
 
(
注
１
)
(
注
８
)
 

(
1
5
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注

1
0
)
 

(
1
6
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
(
注

1
0
)
 

(
1
7
)
 
(
注
１
)
(
注
２
)
(
注
３
)
(
注
９
)
 

(
1
9
)
 
(
注
１
)
 

(
注
１
)
 
（
同
左
）
 

      (
注
２
)
 
（
同
左
）
 

 (
注
３
)
 
（
同
左
）
 

 (
注
４
)
～
(
注
８
)
 
（
同
左
）
 

(
注
９
)
 
（
同
左
）
 

 (
注
1
0
)
・
(
注
1
1
)
 
（
同
左
）
 

 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
同
左
）
 

(
3
)
 
別
紙
(
3
)
は
、
次
の
ア
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
外
国
人
等
の
占
め
る
議
決
権
（
間
接
に
占

め
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
る
場
合

に
は
、
イ
の
様
式
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
主
た
る
出
資
者
及
び
議
決
権
の
数
 

 
（
様
式
略
）
 

ア
 
（
同
左
）
 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
が

1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
（
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
出
資
者
、

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
特
定
非

営
利
活
動
促
進
法
（
平
成

1
0
年
法
律
第
７
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
が

1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 



四
三 

す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
い

う
。
以
下
同
じ
）
、
一
般
社
団
法
人
及
び
公
益
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
社

員
、
一
般

財
団

法
人
及

び
公
益
財

団
法
人

に
あ
つ

て
は
評
議
員

）
に

つ
い
て

記
載
す
る
こ

と
。

た
だ
し
、

定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
定
め
に
よ
る
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
２
）
～
（
注
７
）
 
（
略
）
 

（
注
２
）
～
（
注
７
）
 
（
同
左
）
 

イ
 
外
国
人
等
の
占
め
る
議
決
件
の
数
 

 
（
様
式
略
）
 

イ
 
（
同
左
）
 

（
注
１
）
～
（
注
６
）
 
（
略
）
 

（
注
１
）
～
（
注
６
）
 
（
略
）
 

（
注
７
）
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
一
般

社
団
法
人
及
び
公
益
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
社
員
の
総
数
に
対
し
外
国

籍
の
社
員
が
有
す
る
議
決
権
の

比
率
、
一
般
財
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
に
あ
つ
て
は
評
議
員
の
総
数

に
対
し
外
国
籍
の
評
議
員
が
有

す
る
議
決
権
の
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
定
款
で
別
段
の
定
め

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
定
め
に

従
っ
た
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

(
4
)
 
別
紙
(
4
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り

記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 

氏
名

又

は
名
称
 

総
議

決
権

に

対
す
る
比
率
 

(
A
)
が

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
の

10
分

の
１

を
超

え
る

議
決

権
又

は
衛

星
基

幹
放

送
事

業

者
若

し
く

は
移

動
受

信
用

地
上

基
幹

放
送

事

業
者

の
1
0
0
分

の
3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決

権
を
有
す
る
場
合
、
当
該
事
業
者
の
名
称
 

備
考
 

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議

決
権
を
有
す
る
者
 

(
A
)
 

 
 

％
 
 
 

 
 

 
 

う
ち

(
A
)
の

有
す

る
議

決
権

と
計

算

さ
れ

る
議

決
権

を

有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
 

％
 
 
 

 
 

 

(
4
)
 
（
同
左
）
 
 

 
 

氏
名

又

は
名
称
 

総
議

決
権

に

対
す
る
比
率
 

(
A
)
が

基
幹

放
送

事
業

者
の

1
0
分

の
１

を
超

え

る
議
決

権
を

有
す

る
場
合

、
当
該

事
業

者
の
名

称
 

  

備
考
 

1
0
分

の
１

を
超

え
る

議

決
権
を
有
す
る
者
 

(
A
)
 

 
 

％
 
 
 

 
 

 
 

う
ち

(
A
)
の

有
す

る
議

決
権

と
計

算

さ
れ

る
議

決
権

を

有
す
る
者
 

(
B
)
 

 
 

％
 
 
 

 
 

 

 
(
注
１
)
 
基
幹
放
送
事
業
者
と
は
、
放
送
法
第
２
条
第
2
3
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
う
。
 

(
注
１
)
 

 議
決
権
の
取

扱
い
は
、
次

の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
、
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
注
２
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
（
略
）
 

ア
 
（
同
左
）
 

イ
 
一
の
者
が
議
決
権
の
２
分
の
１

を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
が
、
基
幹
放
送
局
を
開
設
し

よ
う
と
す
る
者
の
議
決
権
を
有
す

る
場
合
、
そ
の
議
決
権
は
、
当
該
一
の
者
の
有
す
る
議
決
権
と
み
な
す
。

た
だ
し
、
一
般
社
団
法
人
等
（
一

般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
私
立
学
校
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
2
7
0

号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
4
5
号
）
第
2
2
条
に
規
定
す
る
社
会

福
祉
法
人
、
宗
教
法
人
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
1
2
6
号
）
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
宗
教
法
人
及
び
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
基
幹
放
送
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
の
議
決
権
を
有
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
者
の
役
員

が
当
該
一
般
社
団
法
人
等
の
過
半
数
の
理
事
又
は
責
任
役
員
（
以
下
「
理

事
等
」
と
い
う
。
）
を
兼
ね
て
い
る

と
き
に
、
そ
の
議
決
権
は
当
該
一
の
者
の
有
す
る
議
決
権
と
み
な
し
て

計
算
す
る
こ
と
。
 

イ
 
一
の
者
が
議
決
権
の
２
分
の
１
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
が
、
基
幹
放
送
局
を
開
設
し

よ
う
と
す
る
者
の
議
決
権
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
議
決
権
は
、
当
該
一
の
者
の
有
す
る
議
決
権
と
み
な
す
。

た
だ
し
、
一
般
社
団
法
人
等
（
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
私
立
学
校
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
2
7
0

号
）
第
３
条
に
規
定
す
る

学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
4
5
号

）
第

2
2
条
に
規
定
す
る
社
会

福
祉
法
人
、
宗
教
法
人
法
（
昭
和
2
6
年
法
律
第
1
2
6
号
）
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
宗
教
法
人
及
び
特
定

非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
1
0
年
法
律
第
７
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
基
幹
放
送
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
の
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一

の
者
の
役
員
が
当
該
一
般
社
団
法
人
等
の
過
半
数
の
理
事
又
は
責
任
役
員
（
以
下
「
理
事
等
」
と
い
う
。
）

を
兼
ね
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
議
決
権
は
当
該
一
の
者
の
有
す
る
議
決
権
と
み
な
し
て
計
算
す
る
こ
と
。
 

ウ
・
エ
 
（
略
）
 

ウ
・
エ
 
（
同
左
）
 

(
注
２
)
・
 
(
注
３
)
 
（
略
）
 

(
注
３
)
・
 
(
注
４
)
 
（
同
左
）
 



四
四 

(
5
)
 
別
紙
(
5
)
は
、
次
の
様
式
に
よ
り

記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 

氏
名

又

は
名

称
 

他
の
基
幹
放
送
事
業
者
の
総
議
決
権
に
対
す
る
比

率
 

備
考
 

自
ら

が
1
0
分

の
１

を
超

え
る

議

決
権

を
有

す
る

他
の

地
上

基
幹

放
送

事
業

者
又

は
1
0
0
分

の

3
3
.
3
3
3
3
3
を

超
え

る
議

決
権

を

有
す

る
他

の
衛

星
基

幹
放

送
事

業
者

若
し

く
は

他
の

移
動

受
信

用
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
 

(
A
)
 

 
 

％
 
 
 

 
 
う

ち
自

ら
の

有
す

る
議

決

権
と

計
算

さ
れ

る
議

決
権

を
有
す
る
者
 (
B
)
 

 
 

％
 
 
 

 

(
5
)
 
（
同
左
）
 
 

 
 

氏
名
又

は
名
称
 

他
の
基
幹
放
送
事
業
者
の
総
議
決
権
に
対
す

る
比

率
 

備
考
 

自
ら

が
1
0
分

の
１

を
超

え
る

議

決
権

を
有

す
る

他
の

基
幹

放
送

事
業
者
 

    

(
A
)
 

 
 

％
 
 
 

 
 
う

ち
自

ら
の

有
す

る
議

決

権
と

計
算

さ
れ

る
議

決
権

を
有
す
る
者
 (
B
)
 

 
 

％
 
 
 

 

(
注
)
 
（
略
）
 

(
注
)
 
（
同
左
）
 

(
6
)
～
(
8
)
 
（
略
）
 

(
6
) ～

(
8
)
 
（
同
左
）

 

(
9
)
 
別
紙
(
9
)
は
、
放
送
番
組
表
、
放
送

の
目
的
別
種
類
に
よ
る
放
送
時
間
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
特
定

地
上
基
幹
放
送
局
等
（
学
園
が
開
設

す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
中
波
放
送
若
し
く
は
超
短
波
放
送
を
行
う
特

定
地
上
基
幹
放
送
局
等
（
協
会
が
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

他
か
ら
供
給
を
受
け
る
放
送
番
組
の

放
送
時
間
（
協
会
及
び
学
園
の
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
並
び
に
臨
時
目

的
放
送
を
専
ら
行
う
特
定
地
上
基
幹

放
送
局
等
の
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
ア
、
イ
及
び
ウ
の
様
式

に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
9
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
放
送
番
組
表
 

ア
 
（
同
左
）
 

(
ｱ
)
 
超
短
波
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
の
場
合
 

(
ｱ
)
 
（
同
左
）
 

（
略
）
 

 

(
ｲ
)
 
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
の
場
合
 

(
ｲ
)
 
超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
の
場
合
 

（
様
式
略
）
 

（
同
左
）
 

（
注
１
）
～
（
注
４
）
 
（
略

）
 

 
 
 
 
 
（
注
１
）
～
（
注
４
）
 
（
同
左
）
 

(
ｳ
)
 
（
略
）
 

(
ｳ
)
 
（
同
左
）
 

イ
 
（
略
）
 

イ
 
（
同
左
）
 

ウ
 
他
か
ら
供
給
を
受
け
る
放
送
番

組
の
時
間
帯
 

ウ
 
（
同
左
）
 

(
ｱ
)
 
（
略
）
 
 

(
ｱ
)
 
（
同
左
）
 

(
ｲ
)
 
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
の
場
合
 

(
ｲ
)
 
超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
の
場
合
 

(
様
式
略
)
 

(
同
左
)
 

(
1
0
)
～
(
1
4
)
 
（
略
）
 

(
1
0
) ～

(
1
4
)
 
（
同
左

）
 

(
1
5
)
 
 
別
紙
(
1
7
)
は
、
見
積
表
及
び
見

積
り
の
根
拠
に
つ
い
て
、
次
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
 

(
1
5
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
見
積
表
 

ア
 
（
同
左
）
 

科
目
 

第
1
年
目
 

第
2
年
目
 

第
3
年
目
 

第
4
年
目
 

第
5
年
目
 

事
業

基
幹

事
業

基
幹

事
業

基
幹

事
業

基
幹

事
業

基
幹

 



四
五 

収
支
 
放

送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

支
 

収
支
 
放

送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

支
 

収
支
 
放

送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

支
 

収
支
 

放
送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

支
 

収
支

 
放

送

の
業

務
を

行
う

事
業

の
収

支
 

 １
 
売
上
高
 

 
放
送
料
 

 
有
料
放
送
料
 

 
放
送
番
組
制
作
料
 

 
放
送
番
組
売
上
料
 

 
放
送
受
託
費
（
放
送
局
設
備

供
給
役
務
料
）
 

 
そ
の
他
 

２
 
売
上
原
価
 

 
放
送
費
 

 
技
術
費
 

 
人
件
費
 

 
減
価
償
却
費
 

 
そ
の
他
 

３
 
売
上
総
利
益
（
１
－
２
）
 

４
 

販
売

費
及

び
一

般
管

理

費
 

 
販
売
費
 

 
一
般
管
理
費
 

 
人
件
費
 

 
減
価
償
却
費
 

 
そ
の
他
 

５
 
営
業
利
益
（
３
－
４
）
 

６
 
営
業
外
収
益
 

７
 
営
業
外
費
用
 

８
 
経
常
利
益
（
５
＋
（
６
－

７
）
）
 

千
円
 
千
円
 
千
円
 
千
円
 
千
円
 
千
円
 

千
円
 

千
円
 
千
円
 
千
円
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
注
１
）
～
（
注
７
）
 
（
略
）

 
（
注
１
）
～
（
注
７
）
 
（
同
左
）
 

（
注
８
）
 
受
信
障
害
対

策
中
継

放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
の
場
合
は
、
当
該

基
幹
放
送
局
の
運
営
に
係

る
収
支
に
つ
い
て
、
適

宜
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る

こ
と
。
ま
た
、
再
免
許
の

申
請
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
直
前
の
決

算
期
に
係
る
計
算
書
類
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 



四
六 

イ
 
見
積
り
の
根
拠
（
臨
時
目
的
放
送
を
専
ら
行
う
基
幹
放
送
局
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
行
う
基
幹
放

送
局
を
除
く
。
）
 

イ
 
（
同
左
）
 

(
ア
)
 
収
益
 

 
 
（
表
略
）
 

(
ア
)
 
（
同
左
）
 

（
注
１
）
 
ア
の
表
の
１
の
項
の
収
益
の
科
目
ご
と
に
、
第
１
年
目
、
第
２
年
目
、
第
３

年
目
、
第
４
年

目
及
び
第
５
年
目
の

別
に
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
売
上
高
の
そ
の
他
及
び

営
業
外
収
益
の

科
目
に
つ
い
て
は
適

宜
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
１
）
 
ア
の
表
の
１
の
項
の
収
益
の
科
目
ご
と
に
、
第
１
年
目
、
第
２
年
目

、
第
３
年
目
、
第
４
年

目
及
び
第
５
年
目
の
別
に
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
営
業
収
益
の
そ

の
他
及

び
営
業
外
収
益

の
科
目
に
つ
い
て
は
適
宜
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
２
）
・
（
注
３
）
 
 
（
略

）
 

（
注
２
）
・
（
注
３
）
 
 
（
同
左
）
 

(
イ
)
 
（
略
）
 

(
イ
)
 
（
同
左
）
 

(
1
6
)
～
(
1
8
)
 
（
略
）
 

(
1
6
)
～
(
1
8
)
 
（
同
左
）
 

2
8
 
2
7
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ
と

。
 

2
8
 
（
同
左
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
同
左
）
 

(
3
)
 
申

請
に
係

る
基
幹

放
送
局
が

超
短

波
音
声

多
重
放
送
、

超
短

波
文
字

多
重
放
送
又

は
超

短
波
デ

ー
タ
多
重

放
送
を

行
う
基

幹
放
送

局
の
場
合

は
、
共

用
を
予

定
し
て
い

る
無
線

設
備
に

係
る
超
短

波
放
送

を
行
う

基
幹

放
送
事

業
者
名

を
記
載

す
る
こ
と

。
た
だ

し
、
超

短
波
放
送

を
行
う

基
幹
放

送
事
業
者

が
そ
の

放
送
設

備
を

共
用
し
て
開
設
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

(
3
)
 
申

請
に
係

る
基
幹

放
送
局
が

超
短

波
音
声

多
重
放
送
、

超
短

波
文
字

多
重
放
送
、

超
短

波
デ
ー

タ
多
重
放

送
、
テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン
音

声
多
重
放
送

(
衛

星
基
幹

放
送
局
に
限

る
。

)
、
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン

文
字

多
重
放

送
若
し

く
は
テ

レ
ビ
ジ

ョ
ン
・

デ
ー
タ
多

重
放
送

を
行
う

基
幹
放
送

局
又
は

テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
文

字
多
重

放
送
と

テ
レ

ビ
ジ
ョ

ン
・
デ

ー
タ
多

重
放
送
を

併
せ
行

う
基
幹

放
送
局
の

場
合
は

、
共
用

を
予
定
し

て
い
る

無
線
設

備
に

係
る
超

短
波
放

送
又
は

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放

送
を
行

う
基
幹
放

送
事
業

者
名
を

記
載
す
る

こ
と
。

た
だ
し

、
超

短
波
放

送
又
は

テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放

送
を
行

う
基
幹

放
送
事
業

者
が
そ

の
放
送

設
備
を
共

用
し
て

開
設
す

る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
4
)
～
(
9
)
 
（
略
）
 

(
4
)
～
(
9
)
 
（
同
左
）
 

2
9
 
（
略
）
 

2
9
 
（
同
左
）
 

3
0
 
3
1
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ
と

。
 

3
0
 
（
同
左
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
同
左
）
 

(
3
)
 
第

７
条
第

１
項
の

規
定
に
基

づ
き

提
出
す

る
書
類
に
記

載
す

る
放
送

区
域
は
、
次

に
掲

げ
る
区

分
に
従
つ

て
表
示

し
た
も

の
を
提

出
す
る
も

の
と
す

る
。
た

だ
し
、
超

短
波
多

重
放
送

を
行
う
基

幹
放
送

局
の
場

合
で

あ
つ
て

、
別
紙

に
記
載

す
る
内
容

の
全
部

が
同
一

人
に
属
す

る
他
の

基
幹
放

送
局
（
無

線
設
備

の
設
置

場
所

が
申
請

に
係
る

基
幹
放

送
局
の
無

線
設
備

の
設
置

場
所
を
管

轄
す
る

総
合
通

信
局
の
管

轄
区
域

内
に
あ

る
も

の
に
限
る
。
）
の
も
の
と
同
一
で
あ

り
、
か
つ
、
当

該
他
の
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
そ
の
全
部
を
記
載
し
た
と

き
は
そ

の
旨
を

記
載
し

、
超
短
波

多
重
放

送
を
行

う
基
幹
放

送
局
の

場
合
は

、
そ
の
基

幹
放
送

局
が
無

線
設

備
を
共

用
す
る

超
短
波

放
送
を
行

う
基
幹

放
送
局

の
も
の
と

同
一
で

あ
る
旨

を
記
載
し

、
ま
た

、
再
免

許
の

申
請
の

場
合
で

あ
つ
て

、
当
該
別

紙
に
記

載
す
る

内
容
が
現

に
免
許

を
受
け

て
い
る
当

該
基
幹

放
送
局

の
も

の
と
同

一
で
あ

る
と
き

は
そ
の
旨

を
記
載

し
、
提

出
を
省
略

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
ま

た
、
短

波
放
送

を
行

う
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
中
継
国
際
放
送
を
行
う
も
の
の
場
合
は
、「

何
区
域
」
の
よ
う
に
記

載
す
る
こ
と
。 

(
3
)
 
第

７
条
第

１
項
の

規
定
に
基

づ
き

提
出
す

る
書
類
に
記

載
す

る
放
送

区
域
は
、
次

に
掲

げ
る
区

分
に
従
つ

て
表
示

し
た
も

の
を
提

出
す
る
も

の
と
す

る
。
た

だ
し
、
超

短
波
多

重
放
送

又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ

ン
多
重

放
送

を
行
う

基
幹
放

送
局
の

場
合
で
あ

つ
て
、

別
紙
に

記
載
す
る

内
容
の

全
部
が

同
一
人
に

属
す
る

他
の
基

幹
放

送
局
（

無
線
設

備
の
設

置
場
所
が

申
請
に

係
る
基

幹
放
送
局

の
無
線

設
備
の

設
置
場
所

を
管
轄

す
る
総

合
通

信
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
も
の
と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
他
の
基
幹
放
送
局
に
つ

い
て
そ

の
全
部

を
記
載

し
た
と
き

は
そ
の

旨
を
記

載
し
、
超

短
波
多

重
放
送

又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ

ン
多
重

放
送

を
行
う

基
幹
放

送
局
の

場
合
は
、

そ
の
基

幹
放
送

局
が
無
線

設
備
を

共
用
す

る
超
短
波

放
送
又

は
テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン
放

送
を
行

う
基
幹

放
送
局
の

も
の
と

同
一
で

あ
る
旨
を

記
載
し

、
ま
た

、
再
免
許

の
申
請

の
場
合

で
あ

つ
て
、

当
該
別

紙
に
記

載
す
る
内

容
が
現

に
免
許

を
受
け
て

い
る
当

該
基
幹

放
送
局
の

も
の
と

同
一
で

あ
る

と
き
は

そ
の
旨

を
記
載

し
、
提
出

を
省
略

す
る
こ

と
が
で
き

る
。
ま

た
、
短

波
放
送
を

行
う
基

幹
放
送

局
で

あ
つ
て
、
中
継
国
際
放
送
を
行
う
も
の
の
場
合
は
、
「
何
区
域
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

ア
 
中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放

送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
 

ア
 
中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超

短
波
文
字
多
重
放
送

、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
若
し
く
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
 

(
ｱ
)
 
希
望
す
る
空
中
線
電
力
が

1
0
0
ワ
ッ
ト
以
上
（
た
だ
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行

う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は

1
0
ワ
ッ
ト
以
上
。
）
で
あ
る
と
き
は

2
0
万
分
の

1
以
上
の
精
密
度
を
有
す
る

地
図
に

、
1
0
0

ワ
ッ

ト
未

満
で
あ

る
と

き
は

５
万

分
の
１
以

上
の

精
密

度
を

有
す
る
地

図
に

基
幹

放
送

(
ｱ
)
 
希
望
す
る
空
中
線
電
力
が

1
0
0
ワ
ッ
ト
以
上
（
た
だ
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行

う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は

1
0
ワ
ッ
ト
以
上
。
）
で
あ
る
と
き
は

2
0
万
分
の

1
以
上
の
精
密
度
を
有
す
る

地
図
に

、
1
0
0

ワ
ッ

ト
未

満
で
あ

る
と

き
は

５
万

分
の
１
以

上
の

精
密

度
を

有
す
る
地

図
に

基
幹

放
送



四
七 

局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
（
昭
和

2
5
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第

2
1
号
）
第
２
条
第

1
5
号
の
規
定
に

よ
る
放

送
区

域
を

表
示

し
、
か
つ

、
同

号
の

規
定

に
よ
り
放

送
区

域
と

な
る

地
域
に
指

定
さ

れ
た

電
界

強
度
に

よ
る

等
電

界
強

度
線
及
び

送
信

空
中

線
の

位
置
を
表

示
す

る
こ

と
。

こ
の
場
合

に
お

い
て

、
こ

の
図
面
の
大
き
さ
が
１
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
と
き
は
、
5
0
万
分
の
１
又
は

2
0
万
分
の
１
の
精

密
度
を
有
す
る
地
図
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
（
昭
和

2
5
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第

2
1
号
）
第
２
条
第

1
5
号
の
規
定
に

よ
る
放

送
区

域
を

表
示

し
、
か
つ

、
同

号
の

規
定

に
よ
り
放

送
区

域
と

な
る

地
域
に
指

定
さ

れ
た

電
界

強
度
又

は
電

力
束

密
度

に
よ
る
等

電
界

強
度

線
又

は
等
電
力

束
密

度
線

及
び

送
信
空
中

線
の

位
置

を
表

示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
図
面
の
大
き
さ
が
１
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
と
き
は
、

5
0
万
分
の
１
又
は

2
0
万
分
の
１
の
精
密
度
を
有
す
る
地
図
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
ｲ
)
 
放

送
区

域
及
び

等
電
界
強

度
線

を
表

示
す
る

に
当
た

つ
て

は
、

次
に
掲

げ
る
基

幹
放

送
局

の
区
別

に

従
い
、

そ
れ

ぞ
れ

に
該

当
す
る
周

波
数

に
よ

る
こ

と
（
こ
れ

ら
の

周
波

数
以

外
の
周
波

数
に

よ
る

こ
と

が
適
当

と
認

め
る

と
き

は
当
該
周

波
数

に
よ

る
も

の
と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て
は

、
当

該
周

波
数

を
図
面
に
付
記
す
る
こ
と
。
）
 

(
ｲ
)
 
放

送
区

域
、
等

電
界
強
度

線
及

び
等

電
力
束

密
度
線

を
表

示
す

る
に
当

た
つ
て

は
、

次
に

掲
げ
る

基

幹
放
送

局
の

区
別

に
従

い
、
そ
れ

ぞ
れ

に
該

当
す

る
周
波
数

に
よ

る
こ

と
（

こ
れ
ら
の

周
波

数
以

外
の

周
波
数

に
よ

る
こ

と
が

適
当
と
認

め
る

と
き

は
当

該
周
波
数

に
よ

る
も

の
と

す
る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は
、
当
該
周
波
数
を
図
面
に
付
記
す
る
こ
と
。
）
 

Ａ
・
Ｂ
 
（
略
）
 

Ａ
・
Ｂ
 
（
同
左
）
 

Ｃ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行

う
基
幹
放
送
局
の
場
合
 

Ｃ
 
テ

レ
ビ
ジ

ョ
ン

放
送

、
テ
レ

ビ
ジ
ョ

ン
音

声
多

重
放
送

若
し
く

は
テ

レ
ビ

ジ
ョ
ン

文
字
多

重
放
送

を
行
う

基
幹
放

送
局

又
は

テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン

文
字

多
重

放
送
と

テ
レ
ビ

ジ
ョ

ン
・

デ
ー
タ

多
重
放

送
を

併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
 

6
0
0
Ｍ
Ｈ
z
 

1
0
0
Ｍ
Ｈ
z
、
6
0
0
Ｍ
Ｈ
z
又
は

1
2
Ｇ
Ｈ
z
 

(
ｳ
)
 
放

送
区

域
、
等

電
界
強
度

線
又

は
送

信
空
中

線
の
位

置
が

送
信

装
置
ご

と
に
異

な
る

と
き

は
、
そ

の

別
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
ｳ
)
 
放

送
区

域
、
等

電
界
強
度

線
、

等
電

力
束
密

度
線
又

は
送

信
空

中
線
の

位
置
が

送
信

装
置

ご
と
に

異

な
る
と
き
は
、
そ
の
別
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

イ
 
（
略
）
 

イ
 
（
同
左
）
 

3
1
～
3
6
 
（
略
）
 

3
1
～
3
6
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
二
号
第
５
 
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び

衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
の
無
線
局
事
項
書
の
様
式
（
第

４
条
、
第

1
2
条

関
係
）
 

別
表
第
二
号
第
５
 
（
同
左
）
 

１
～
３
 
（
略
）
 

１
～
３
 
（
同
左
）
 

注
１
～
1
8
 
（
略
）
 

注
１
～
1
8
 
（
同
左
）
 

1
9
 
1
7
の
欄
の
記
載
は
次
に
よ
る
こ
と

。
 

1
9
 
（
同
左
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
同
左
）
 

(
2
)
 
希
望
す
る
周
波
数
の
範
囲
は
、
「
何
Ｇ
Ｈ
z
か
ら
何
Ｇ
Ｈ
z
ま
で
」
の
よ
う
に
記
載
す
る
ほ
か
、
次
に
よ

る
こ
と
。
 

(
2
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
衛
星
基
幹
放
送
又
は

内
外
放

送
を
行
う
基
幹
放

送
局
の
場
合
は
、
希
望
す

る
周
波
数
の
数
を
併
せ
て

記
載
す
る
こ
と
。
 

ア
 
（
同
左
）
 

 
イ
 
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
補

完
放
送
を
行
う
も
の
の

場
合
は
、
希
望
す
る
デ
ー

タ
チ
ャ
ネ
ル
を
「
毎
秒
2
4
0
キ
ロ
ビ
ッ
ト
」
の
よ
う
に

伴
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。 

 
ウ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
補
完
放
送
（
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の

標
準
方
式
第
1
2
条
に
お
い

て
準
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送

の
標
準
方
式
第
４
条
か
ら

第
8
条
ま
で
に
規
定
す
る

送
信
の
方
式
に
よ
り
行
う

も
の
を
除
く
。
）
を
行
う

も
の
の
場
合
は
、
希
望
す

る
標
本
化
周
波
数
に
よ
る

音
声
チ
ャ
ネ
ル
、
デ
ー
タ

チ
ャ
ネ
ル
、
垂
直
帰
線

消
去

期
間

中
の

水
平

走
査

期
間

番
号

又
は

デ
ー

タ
信

号
副

搬
送

波
の

周
波

数
を

「
第

2
音

声
チ

ャ
ネ

ル

（
3
2
k
Ｈ
z
又
は
4
8
k
Ｈ
z
）
」
、「

毎
秒
2
4
0
キ
ロ
ビ
ッ
ト
」
、「

1
6
Ｈ
（

2
7
9
Ｈ
）
又
は
2
1
Ｈ
（
2
8
4
Ｈ
）
」
又
は

「
7
0
.
8
0
4
k
Ｈ
z
又
は
1
1
8
.
0
0
7
k
Ｈ
z
」
の
よ
う
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
エ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声

多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放

送
局
の
場
合
は
、
希
望
す

る
標
本
化
周
波
数
に
よ
る



四
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音
声
チ
ャ
ネ
ル
を
「
第
2
音
声
チ
ャ
ネ
ル
（
3
2
k
Ｈ
z
又
は
4
8
k
Ｈ
z
）
」
又
は
「

第
３
及
び
第
４
音
声
チ
ャ

ネ
ル
（
3
2
k
Ｈ
z
）
並
び
に
第
２
音
声
チ
ャ
ネ
ル
（
4
8
k
Ｈ
z
）
」
の
よ
う
に
併
せ
て

記
載
す
る
こ
と
。
 

 
オ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字

多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放

送
局
の
場
合
は
、
希
望
す

る
垂
直
帰
線
消
去
期
間
中

の
水
平
走
査
期
間
番
号
を
「
1
6
Ｈ
（

2
7
9
Ｈ

）
又
は
2
1
Ｈ
（
2
8
4
Ｈ
）
」
の
よ
う
に

併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。 

 
カ
 
超
短
波
デ
ー
タ
多
重

放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局

の
場
合
は
、
希
望
す
る
デ

ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
を
「
毎
秒

2
4
0
キ
ロ
ビ
ッ
ト
」
の
よ
う
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
キ
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
希
望
す

る
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
、

垂
直

帰
線

消
去

期
間

中
の

水
平

走
査

期
間

番
号

又
は

デ
ー

タ
信

号
副

搬
送

波
の

周
波

数
を

「
毎

秒
2
4
0

キ
ロ
ビ
ッ
ト
」
、
「
1
0
Ｈ
（

2
7
3
Ｈ
）
又
は
1
4
Ｈ
（
2
7
7
Ｈ
）
」
又
は
「
7
0
.
8
0
4
k
Ｈ

z
又
は
1
1
8
.
0
0
7
k
Ｈ
z」

の
よ
う
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
ク
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字

多
重
放
送
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を

併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
の

場
合
は
、
希
望
す
る
垂
直

帰
線
消
去
期
間
中
の
水
平

走
査
期
間
番
号
を
「
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放

送
1
6
Ｈ
（
2
7
9
Ｈ
）
又
は
2
1
Ｈ
（
2
8
4
Ｈ
）
、
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放

送
1
0
Ｈ
（
2
7
3
Ｈ
）
又
は

1
4
Ｈ
（
2
7
7
Ｈ
）
」
の
よ
う
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

イ
 
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
の
場
合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

ケ
 
（
同
左
）
 

(
ｱ
)
～
(
ｴ
)
 
（
略
）
 
 

(
ｱ
)
～
(
ｴ
)
 
（
同
左
）
 
 

(
3
)
 
空
中
線
電
力
の
記
載
は
、
次
に

よ
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
電
波
の
型
式
の
別
に
記
載
す

る
こ
と
。
 

ア
 
（
同
左
）
 

イ
 
超
短
波
放
送
、
テ
レ

ビ
ジ
ョ

ン
放
送
又
は
デ
ー

タ
放
送
を
行
う
基
幹
放
送

局
の
場
合
は
、
最
大
実
効

輻
射
電
力
又
は
最
大
等
価
等
方

輻
射
電
力
（
1
1
.
7
Ｇ

Ｈ
z
か
ら
1
2
.
7
5
Ｇ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

イ
 
超
短
波
放
送
、
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
デ
ー
タ

放
送
、
超
短
波
音
声
多
重

放
送
、
超
短
波
文
字
多
重

放
送
、
超
短
波
デ
ー
タ
多

重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送

若
し
く
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行

う
基
幹
放
送
局
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放

送
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ

ー
タ
多
重
放
送
を
併
せ
行

う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は

、
最
大
実
効
輻
射
電
力

又
は
最
大
等
価
等
方
輻
射
電
力
（
1
1
.
7
Ｇ
Ｈ
z
か
ら
1
2
.
7
5
Ｇ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
に
限
る
。
）
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

ウ
・
エ
 
（
略
）
 

ウ
・
エ
 
（
同
左
）
 

2
0
～
3
8
 
（
略
）
 

2
0
～
3
8
 
（
同
左
）
 

3
9
 
「
3
6
 
事
業
計
画
等
」
の
（
別
紙

）
の
記
載
は
次
に
よ
る
こ
と
。
 

3
9
 
（
同
左
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
同
左
）
 

(
3
)
 
別
紙
(
3
)
は
次
の
様
式
に
よ
り

記
載
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
（
同
左
）
 

 
 
 
（
様
式
略
）
 

 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す

る
議
決
権
の
比
率
が
1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
（
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は

出
資
者
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
、
一
般
社
団
法
人
及
び
公
益
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
社
員
、

一
般
財
団
法
人
及
び
公

益
財
団
法
人
に
あ
つ
て
は
評
議
員
）
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
定
款
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
定
め
に
よ
る
比
率
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
１
）
 
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
議
決
権
の
比
率
が
1
0
0
分
の
１
以
上
の
者
に
つ

い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
注
２
）
～
（
注
７
）
 
（
略
）
 

（
注
２
）
～
（
注
７
）
 
（
同
左
）
 

(
4
)
～
(
9
)
 
（
略
）
 

(
4
)
～
(
9
)
 
（
同
左
）
 

4
0
 
3
7
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ
る
こ

と
。
 

4
0
 
（
同
左
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
同
左
）
 



四
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(
2
)
 

申
請
に

係
る

衛
星
基

幹
放

送
局

が
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
音

声
多

重
放

送
、

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

文
字

多

重
放

送
又

は
標

準
テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

・
デ
ー

タ
多
重

放
送

を
行

う
衛
星

基
幹
放

送
局

の
場

合
は
、

共
用
を

予

定
し

て
い

る
無

線
設

備
に

係
る

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
基

幹
放

送
事

業
者

名
を

記
載

す
る

こ

と
。

た
だ

し
、

標
準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放
送

を
行
う

基
幹

放
送

事
業
者

が
そ
の

放
送

設
備

を
共
用

し
て
開

設

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
2
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
3
)
～
(
5
)
 
（
同
左
）
 

4
1
～
4
6
 
（
略
）
 

4
1
～
4
6
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
二
号
の
二
第
１
 
基
幹
放
送
局
（
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
を
除
く
。
）
の
工
事
設
計
書

の
様
式
（
第
４
条
、

第
1
2
条
関
係
）
（
総
務
大
臣
が
こ
の
様
式
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
認
め

た
場
合
は
、
そ
れ
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
 

別
表
第
二
号
の
二
第
１
 
（
同
左
）
 

１
～
４
 
（
略
）
 

１
～
４
 
（
同
左
）
 

注
１
～
３
 
（
略
）
 

注
１
～
３
 
（
同
左
）
 

４
 
３
の
欄
は
、
中
波
放
送
、
超
短
波
放

送
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
デ

ー
タ
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送

、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超
短
波
文
字
多
重
放
送
又
は
超
短
波
デ
ー
タ

多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場

合
に
限
り
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
コ
ー
ド
表
に
よ
り
該
当
す
る
コ

ー
ド
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 
３
の
欄
は
、
中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
デ

ー
タ
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超
短
波
文
字
多
重
放

送
、
超
短
波
デ
ー
タ
多

重
放
送
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・

デ
ー
タ
多
重
放
送
、
高
精

細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
若
し
く
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ

ー
タ

多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
又
は
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
と
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー

タ
多

重
放
送
を
併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
限
り
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
コ
ー

ド
表
に
よ
り
該
当
す
る

コ
ー
ド
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

５
 
４
の
欄
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

５
 
（
同
左
）
 

(
1
)
～
(
5
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
5
)
 
（
同
左
）
 

(
6
)
 
発
振
コ
ー
ド
の
欄
は
、
コ
ー
ド

表
に
よ
り
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
6
)
 

発
振
コ

ー
ド

の
欄
は

、
コ

ー
ド

表
に

よ
り

該
当

す
る

コ
ー

ド
を

記
載

す
る

こ
と

。
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン

放
送
（
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
基
幹
放
送
で
あ
つ
て
、
基
幹

放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
（
昭
和

6
3
年
郵
政
省
告
示
第

6
6
1
号
）
第
１
の

14
(
6
)
に
規
定
す
る
オ
フ
セ
ッ

ト
キ

ャ
リ

ア
方

式
、
精

密
オ

フ
セ

ッ
ト
キ

ャ
リ
ア

方
式

又
は

超
精
密

オ
フ
セ

ッ
ト

キ
ャ

リ
ア
方

式
を
使

用

す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を

1
7
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

(
7
)
～
(
1
0
)
 
（
略
）
 

(
7
)
～
(
1
0
)
 
（
同
左
）
 

６
～
８
 
（
略
）
 

６
～
８
 
（
同
左
）
 

９
 
８
の
欄
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

 
９
 
（
同
左
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
同
左
）
 

(
3
)
 
海
抜
高
及
び
地
上
高
の
欄
は
、

次
に
よ
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
送
信
空
中
線
の
場
合
 

ア
 
（
同
左
）
 

超
短

波
放

送
、

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

、
マ

ル
チ

メ
デ

ィ
ア

放
送

、
超

短
波

音
声

多
重

放
送

又
は

超
短

波
文

字
多

重
放

送
を

行
う

基
幹

放
送

局
の

も
の

に
あ

つ
て

は
海

抜
高

（
空

中
線

の
輻

射
体

の
中

心
ま

で

の
高
さ
と
す
る
。
）
及
び
地
上
高
（
主
た
る
放
送
区
域
の
平
均
地
面
か
ら
空
中
線
の
輻
射
体
の
中
心
ま
で

の
高
さ
と
す
る
。
）
を
、
こ
れ
ら
の
基
幹
放
送
局
以
外
の
基
幹
放
送
局
の
も
の
に
あ
つ
て
は
地
上
高
（
空

中
線
の
最
高
部
ま
で
の
高
さ
と
す
る
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

超
短

波
放

送
、

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

、
マ

ル
チ

メ
デ

ィ
ア

放
送

、
超

短
波

音
声

多
重

放
送

、
超

短
波

文
字

多
重

放
送

、
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
音

声
多

重
放

送
、

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

文
字

多
重

放
送

若
し

く
は

テ
レ

ビ

ジ
ョ

ン
・

デ
ー

タ
多

重
放

送
を

行
う

基
幹

放
送

局
又

は
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
文

字
多

重
放

送
と

テ
レ

ビ
ジ

ョ

ン
・

デ
ー

タ
多

重
放

送
を

併
せ

行
う

基
幹

放
送

局
の

も
の

に
あ

つ
て

は
海

抜
高

（
空

中
線

の
輻

射
体

の

中
心
ま
で
の
高
さ
と
す
る
。
）
及
び
地
上
高
（
主
た

る
放
送
区
域
の
平
均
地
面
か
ら
空
中
線
の
輻
射
体
の

中
心
ま
で
の
高
さ
と
す
る
。
）
を
、
こ
れ
ら
の
基
幹

放
送
局
以
外
の
基
幹
放
送
局
の
も
の
に
あ
つ
て
は
地
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上
高
（
空
中
線
の
最
高
部
ま
で
の
高
さ
と
す
る
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

イ
 
（
略
）
 

イ
 
（
同
左
）
 

(
4
)
 
利
得
の
欄
の
記
載
は
、
次
に
よ

る
こ
と
。
 

(
4
)
 
（
同
左
）
 

ア
 
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短

波
文
字
多
重
放
送
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
又
は
受
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最
大
の
指
向
方
向
（
真

北
を
基
準
と
す
る
時
計
回
り
の
角
度
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
。
以
下
ウ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
相
対
利

得
（
d
Ｂ
d
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ア
 
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超
短
波

文
字
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
又
は
受
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
最
大
の
指
向
方
向

（
真
北
を
基
準
と
す
る
時
計
回
り
の
角
度
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
。
以
下
ウ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
相

対
利
得
（
d
Ｂ
d
）
又
は
絶
対
利
得
(
1
1
.
7
Ｇ
Ｈ
z
か
ら
1
2
.
2
Ｇ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
に
限
る
。
)
（
d
Ｂ
i
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

イ
・
ウ
 
（
略
）
 

イ
・
ウ
 
（
同
左
）
 

(
5
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
（
同
左
）
 

1
0
～
1
2
 
（
略
）
 

1
0
～
1
2
 
（
同
左
）
 

1
3
 
1
2
の
欄
は
、
空
中
線
系
番
号
の
別

に
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

1
3
 
（
同
左
）
 

 
(
1
)
 

超
短

波
放

送
、
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
、

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
放

送
、

超
短

波
音

声
多

重
放

送
又

は
超

短

波
文

字
多

重
放

送
を
行

う
基

幹
放

送
局
の

場
合
は

型
式

、
構

成
(
偏

波
面
を

含
む

。
)
及

び
水

平
面
に

対

す
る
主
輻
射
の
角
度
を
記
載
す

る
こ
と
。
 

 
(
1
)
 

超
短

波
放

送
、
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
、

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
放

送
、

超
短

波
音

声
多

重
放

送
、

超
短

波

文
字

多
重

放
送

、
テ

レ
ビ
ジ

ョ
ン

音
声
多

重
放

送
、
テ

レ
ビ

ジ
ョ
ン

文
字

多
重

放
送

、
若

し
く

は
テ

レ

ビ
ジ

ョ
ン

・
デ

ー
タ

多
重
放

送
を

行
う
基

幹
放

送
局

又
は

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

文
字
多

重
放

送
と
テ

レ
ビ

ジ

ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
併
せ
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
型
式
、
構
成
（

偏
波
面
を
含
む
。
）
及
び

水
平
面
に
対
す
る
主
輻
射
の
角
度
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
記
載
例
）
 
（
略
）
 

（
記
載
例
）
 
（
同
左
）
 

(
2
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
2
)
～
(
4
)
 
（
同
左
）
 

1
4
～
1
8
 
（
略
）
 

1
4
～
1
8
 
（
同
左
）
 

1
9
 
1
9
及

び
2
1
の
欄
は
、
送
信
空
中
線
に
限
り
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

1
9
 
（
同
左
）
 

ア
 
マ

ル
チ

メ
デ

ィ
ア
放

送
、
超

短
波

放
送

又
は
中

波
放
送

を
行

う
基

幹
放
送

局
の
場

合
は

、
次

に
よ
り

1
9
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

ア
 
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
も
の

を
除
く
。
）
、
マ
ル
チ

メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
放
送
又
は
中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
次
に
よ
り

1
9
の
欄

に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
(
ｱ
)
～
(
ｳ
)
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
(
ｱ
)
～
(
ｳ
)
 
（
同
左
）
 

イ
 
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

イ
 
（
同
左
）
 

 
(
ｱ
)
 
（
略
）
 

 
(
ｱ
)
 
（
同
左
）
 

 
(
ｲ
)
 
2
1
の
欄
は
、
空
中
線
の

指
向
特
性
が
複
雑
な
場
合
に
限
り
、
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
(
ｲ
)
 
（
同
左
）
 

Ａ
 
空
中
線
の
水
平
面
の
指

向
特
性
に
つ
い
て
、
最
大
空
中
線
利
得
か
ら
の
減
衰
量
を
、
次
の
表
の

放
送

区
分

ご
と

に
示

さ
れ

た
方

位
角

の
範

囲
及

び
方

位
角

の
幅

以
下

の
間

隔
に

お
い

て
適

当
な

俯
角
ご
と
に
記
載
し
、
俯
角
及
び
方
位
角
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

Ａ
 
（
同
左
）
 

 

放
送
の

区
分
 

俯
角
の
範
囲
 

俯
角
の
幅
 

方
位
角
の
範
囲
 

方
位
角
の
幅
 

地
上

デ
ジ

タ
ル

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン
放
送
 

０
～
3
0
°
 

１
°
 

０
～
3
6
0
°
 

２
°
 

超
短
波
放
送
 

０
～
3
0
°
 

１
°
 

０
～
3
6
0
°
 

２
°
 

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
 

０
～
3
0
°
 

１
°
 

０
～
3
6
0
°
 

２
°
 

中
波
放
送
 

０
～
9
0
°
 

５
°
 

０
～
3
6
0
°
 

５
°
 

 

放
送
の
区
分
 

俯
角
の
範
囲
 

俯
角
の
幅
 

方
位
角
の
範
囲
 

方
位
角
の
幅
 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
 

 
０
～
3
0
°
 

１
°
 

０
～
3
6
0
°
 

２
°
 

超
短
波
放
送
 

０
～
3
0
°
 

１
°
 

０
～
3
6
0
°
 

２
°
 

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
 

０
～
3
0
°
 

１
°
 

０
～
3
6
0
°
 

２
°
 

中
波
放
送
 

０
～
9
0
°
 

５
°
 

０
～
3
6
0
°
 

５
°
 



五
一 

Ｂ
 
（
略
）
 

Ｂ
 
（
同
左
）
 

ウ
 
（
略
）
 

ウ
 
（
同
左
）
 

2
0
～
2
6
 
（

略
）
 

2
0
～
2
6
 
（
同
左
）
 

 
 

 



五
二 

○
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

 
 

目
次 

目
次 

第
一
章
～
第
三
章 
（
略
） 

第
一
章
～
第
三
章 

（
同
上
） 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件 

第
四
章 

（
同
上
） 

第
一
節
～
第
二
節 

（
略
） 

第
一
節
～
第
二
節 

（
同
上
） 

第
二
節
の
二 

削
除 

第
二
節
の
二 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。）
を
行
う
地

上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
の
二
―
第
三
十

七
条
の
七
の
二
） 

第
二
節
の
二
の
二 

超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う

地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
七
の
三
―

第
三
十
七
条
の
七
の
七
） 

第
二
節
の
二
の
二 

（
同
上
） 

第
二
節
の
三
か
ら
第
二
節
の
六
ま
で 

削
除 

第
二
節
の
三 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の

無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
八
―
第
三
十
七
条
の
十
五
） 

 

第
二
節
の
四 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の

無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
十
六
―
第
三
十
七
条
の
二
十
） 

 

第
二
節
の
四
の
二 

垂
直
帰
線
消
去
期
間
を
使
用
す
る
伝
送
方
式
に
よ
る
標
準
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
の
二
―
第
三
十
七
条
の

二
十
の
六
） 

 

第
二
節
の
四
の
三 

音
声
信
号
副
搬
送
波
を
使
用
す
る
伝
送
方
式
に
よ
る
標
準
テ



五
三 

レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
の
七
―
第
三
十
七
条
の

二
十
の
十
） 

 

第
二
節
の
五 

一
一
・
七
GHz
を
超
え
一
二
・
二
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）、
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多

重
放
送
又
は
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
衛

星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球

局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
一
―
第
三
十
七
条
の
二
十

六
の
二
） 

第
二
節
の
六 

削
除 

第
二
節
の
七 

超
短
波
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の

無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
二
十
七
条
の
七
・
第
三
十
七
条
の
二
十

七
の
八
） 

第
二
節
の
七 

（
同
上
） 

第
二
節
の
八 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を

行
う
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九
―
第
三

十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
） 

第
二
節
の
八 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
高
精
細
度

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条

の
二
十
七
の
九
―
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
） 

第
二
節
の
九 

削
除 

第
二
節
の
九 

（
同
上
） 

第
二
節
の
十 

Ｇ
七
Ｗ
電
波
一
一
・
七
GHz
を
超
え
一
二
・
二
GHz
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
、
超
短
波
放
送
又
は
デ
ー
タ
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹

放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
無

線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
五
―
第
三
十
七
条
の
二
十

第
二
節
の
十 

（
同
上
） 



五
四 

七
の
十
七
） 

第
二
節
の
十
一
～
第
九
節 

（
略
） 

第
二
節
の
十
一
～
第
九
節 

（
同
上
） 

第
五
章 
（
略
） 

第
五
章 

（
同
上
） 

附
則 

（
略
） 

附
則 

（
同
上
） 

 
 

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
） 

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
） 

第
十
四
条 

空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
区

別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
四
条 

（
同
上
） 

送

信

設

備 

許

容

偏

差 

上
限
（
パ
ー

セ
ン
ト
） 

下
限
（
パ
ー

セ
ン
ト
） 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

短
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送

に
限
る
。）
又
は
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹

放
送
局
（
短
波
放
送
を
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
Ａ
三
Ｅ

電
波
を
使
用
す
る
も
の
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う

も
の
に
あ
つ
て
は
二
の
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）
の
送
信
設
備 

一
〇 

二
〇 

二
の
二 

四
七
〇
MHz
を
超
え
七
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地

上
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
五
ワ

ッ
ト
以
下
の
送
信
設
備
（
複
数
波
同
時
増
幅
器
を
使
用

二
〇 

二
〇 

送

信

設

備 

許

容

偏

差 

上
限
（
パ
ー

セ
ン
ト
） 

下
限
（
パ
ー

セ
ン
ト
） 

一 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

二 

短
波
放
送
（
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除

く
。）
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
二
の

二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
限
る
。）
、

超
短
波
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を

行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備 

 

一
〇 

二
〇 

二
の
二 
四
七
〇
MHz
を
超
え
七
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
デ

ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
空

中
線
電
力
が
〇
・
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
送
信
設
備
（
複
数

二
〇 

二
〇 



五
五 

す
る
も
の
に
限
る
。
） 

二
の
三
～
十
九 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

波
同
時
増
幅
器
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

二
の
三
～
十
九 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

２ 

テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
、
四
七
〇
MHz

を
超
え
七
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規

定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
た
め
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の

送
信
設
備
の
う
ち
、
四
七
〇
MHz
を
超
え
七
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
も
の
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
た

め
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
告
示

す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
同
上
） 

 
 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条

件 

第
四
章 

（
同
上
） 

 
 

第
一
節
～
第
二
節 

（
略
） 

第
一
節
～
第
二
節 

（
同
上
） 

 
 

第
二
節
の
二 

削
除 

第
二
節
の
二 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行

う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備 

 
 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
七
条
の
二
の
二
か
ら
第
三
十
七
条
の
七
の
二
ま
で 

削
除 

第
三
十
七
条
の
二
の
二 

こ
の
節
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル

放
送
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）
を
行
な
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
テ
レ

ビ
ジ
ヨ
ン
・
カ
メ
ラ
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連

絡
線
を
除
く
。
）
の
映
像
送
信
設
備
及
び
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置

の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。）
の
音



五
六 

声
送
信
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
許
容
偏
差
等
） 

 

第
三
十
七
条
の
三 

映
像
信
号
搬
送
波
と
音
声
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
間
隔
は
、
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。）
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平

成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
八
号
。
以
下
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
標
準
方

式
」
と
い
う
。)

に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
値
（
四
・
五
MHz)

か
ら
（±

)

一
kHz
を
超
え

る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

２ 

輝
度
信
号
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

輝
度
信
号
を
い
う
。)

及
び
色
信
号
副
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
は
、
指
針
と
し
て
、

〇
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内
の
差
で
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
こ

れ
ら
の
信
号
の
そ
れ
ぞ
れ
の
成
分
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
十
七
条
の
三
の
二 

色
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送

の
標
準
方
式
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
値
（
三
・
五
七
九
五
四
五
MHz)

か
ら
（±

)

一
〇

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
毎
秒
（±

)

〇
・

一
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
変
動
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
２ 

同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
三
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

 
 

 

（
音
声
送
信
設
備
の
実
効
輻ふ

く

射
電
力
） 

 

第
三
十
七
条
の
四 
音
声
送
信
設
備
の
実
効
輻ふ

く

射
電
力
は
、
映
像
送
信
設
備
の
実
効
輻ふ

く



五
七 

射
電
力
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
音
声
送
信
設
備
の
等
価
等
方
輻ふ

く

射
電
力
） 

 

第
三
十
七
条
の
四
の
二 

一
一
・
七
GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
音
声
送
信
設
備
の
等
価
等
方
輻ふ

く

射
電
力
は
、
映
像
送
信
設
備
の
等
価
等
方
輻ふ

く

射
電
力
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
電
波
の
偏
波
面
） 

 

第
三
十
七
条
の
五 

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
な
う
地

上
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
に
準
用
す
る
。 

 
 

 

（
映
像
送
信
装
置
の
特
性
） 

 

第
三
十
七
条
の
六 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
映
像
送
信

装
置
は
、
次
の
各
号
の
特
性
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
は
、
搬
送
波
の
最
高
レ
ベ
ル
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
許
容
偏
差
は
、
搬
送
波
の
最
高
レ
ベ
ル
の
（±

)

二
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

二 

白
レ
ベ
ル
は
、
搬
送
波
の
最
高
レ
ベ
ル
の
一
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
許
容
偏
差
は
、
搬
送
波
の
最
高
レ
ベ
ル
の
（±

)

二
・
五
パ



五
八 

ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

三 

黒
レ
ベ
ル
は
、
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
と
同
じ
値
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
許
容
偏
差
は
、
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
と
白
レ
ベ
ル
と
の
差
の
値
の
（
－)

一

〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

 

四 

連
続
し
た
二
の
フ
イ
ー
ル
ド
を
送
る
時
間
中
に
お
け
る
同
期
信
号
の
尖せ

ん

頭
値
の

変
動
は
、
そ
の
間
の
尖せ

ん

頭
値
の
平
均
値
に
対
し
で
き
る
限
り
（±

)

二
・
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。 

 

五 

一
、
二
五
〇
kHz
以
上
の
単
一
の
周
波
数
で
変
調
し
た
と
き
の
下
側
波
帯
の
強
度

は
、
二
〇
〇
kHz
の
周
波
数
で
変
調
し
た
と
き
の
下
側
波
帯
の
強
度
に
比
し
て
（
－)

二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

六 

色
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
で
変
調
し
た
と
き
の
下
側
波
帯
の
強
度
が
、
二
〇

〇
kHz
の
周
波
数
で
変
調
し
た
と
き
の
下
側
波
帯
の
強
度
に
比
し
て
、（
－)

四
二
デ

シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
四
・
七
五
MHz
の
周
波
数
で
変
調
し
た
と
き
の
上
側

波
帯
の
強
度
が
、
二
〇
〇
kHz
の
周
波
数
で
変
調
し
た
と
き
の
上
側
波
帯
の
強
度
に

比
し
て
、（
－)

二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

七 

総
合
周
波
数
特
性
は
、
別
図
第
四
号
に
示
す
理
想
的
特
性
曲
線
の
示
す
値
か
ら

次
の
値
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。 

 

変
調
周
波
数 

 
 

五
〇
〇
kHz
に
お
い
て
（
－)

二
デ
シ
ベ
ル 

 
変
調
周
波
数 

一
、
二
五
〇
kHz
に
お
い
て
（
－)

二
デ
シ
ベ
ル 

 

変
調
周
波
数 

二
、
〇
〇
〇
kHz
に
お
い
て
（
－)

三
デ
シ
ベ
ル 

 

変
調
周
波
数 

三
、
〇
〇
〇
kHz
に
お
い
て
（
－)

四
デ
シ
ベ
ル 

 

変
調
周
波
数 
四
、
〇
〇
〇
kHz
に
お
い
て
（
－)

六
デ
シ
ベ
ル 



五
九 

 

八 

前
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
色
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
で
変
調
し
た
と
き
の

出
力
は
、
二
〇
〇
kHz
の
周
波
数
で
変
調
し
た
と
き
の
出
力
に
対
し
て
六
（±

)

二
デ

シ
ベ
ル
低
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
変
調
周
波
数
の
二
、
一
〇
〇
kHz
か
ら
四
、
一
八

〇
kHz
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
出
力
は
、
（±

)

二
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
て
変
化
し
て

は
な
ら
な
い
。 

 

九 

包
絡
線
波
形
の
遅
延
時
間
特
性
は
、
変
調
周
波
数
五
〇
kHz
か
ら
二
〇
〇
kHz
ま
で

の
間
の
遅
延
時
間
の
平
均
値
を
基
準
と
し
て
、
変
調
周
波
数
三
、
〇
〇
〇
kHz
ま
で

は
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
、
三
、
〇
〇
〇
kHz
か
ら
四
、
一
八
〇
kHz
ま
で
の
間
は
三
、
五
八

〇
kHz
に
お
い
て
（
－)

〇
・
一
七
マ
イ
ク
ロ
秒
と
な
る
よ
う
に
直
線
的
に
変
化
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
許
容
偏
差
は
、
指
針
と
し
て
、
変
調
周
波

数
三
、
五
八
〇
kHz
か
ら
二
、
一
〇
〇
kHz
ま
で
の
間
は
三
、
五
八
〇
kHz
に
お
い
て

（±
)

〇
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
秒
、
二
、
一
〇
〇
kHz
に
お
い
て
（±

)

〇
・
一
マ
イ
ク

ロ
秒
と
な
る
よ
う
に
直
線
的
に
増
大
す
る
も
の
と
し
、
二
、
一
〇
〇
kHz
か
ら
二
〇

〇
kHz
ま
で
の
間
は
（±

)

〇
・
一
マ
イ
ク
ロ
秒
と
し
、
変
調
周
波
数
三
、
五
八
〇
kHz

か
ら
四
、
一
八
〇
kHz
ま
で
の
間
は
四
、
一
八
〇
kHz
に
お
い
て
（±

)

〇
・
一
マ
イ

ク
ロ
秒
と
な
る
よ
う
に
直
線
的
に
増
大
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
第
三
十
七
条
の
六
の
二 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
定
輝
度
化
信
号
処
理
回
路
及
び
適
応
的
エ
ン
フ
ア
シ
ス
回
路
は
、
次
の
各
号

の
特
性
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

定
輝
度
化
信
号
処
理
回
路
の
補
償
量
は
、
赤
信
号
の
飽
和
度
が
五
〇
パ
ー
セ
ン

ト
の
場
合
、
〇
デ
シ
ベ
ル
か
ら
（
＋)

四
デ
シ
ベ
ル
、
赤
信
号
の
飽
和
度
が
一
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
、（
＋)

五
デ
シ
ベ
ル
か
ら
（
＋)

十
五
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲



六
〇 

内
に
あ
る
こ
と
。 

 

二 

適
応
的
エ
ン
フ
ア
シ
ス
回
路
の
補
償
量
は
、
輝
度
信
号
の
低
域
成
分
が
〇
パ
ー

セ
ン
ト
の
場
合
、
四
MHz
に
お
い
て
（
＋)

二
デ
シ
ベ
ル
か
ら
（
＋)

三
デ
シ
ベ
ル
、

二
MHz
に
お
い
て
（
＋)

一
デ
シ
ベ
ル
か
ら
（
＋)

二
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ

る
こ
と
。 

 
 

 

（
ゴ
ー
ス
ト
除
去
基
準
信
号
発
生
装
置
の
特
性
） 

 

第
三
十
七
条
の
六
の
三 

ゴ
ー
ス
ト
除
去
基
準
信
号
を
重
畳
す
る
場
合
、
ゴ
ー
ス
ト
除

去
基
準
信
号
発
生
装
置
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第
十
条
第
六
項

に
規
定
す
る
値
を
基
準
と
し
、
次
の
各
号
の
特
性
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

ゴ
ー
ス
ト
除
去
基
準
波
形
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
波
形
の
〇
レ
ベ
ル
の
許
容
偏
差

は
、（±

)

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

ゴ
ー
ス
ト
除
去
基
準
波
形
の
振
幅
値
の
許
容
偏
差
は
、（±

)

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

内
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

ゴ
ー
ス
ト
除
去
基
準
波
形
の
幅
の
許
容
偏
差
は
、（±

)

一
・
〇
s

c
（
〇
・
二

八
マ
イ
ク
ロ
秒)

以
内
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

ゴ
ー
ス
ト
除
去
基
準
波
形
の
立
ち
上
が
り
に
お
け
る
振
幅
値
の
五
〇
パ
ー
セ
ン

ト
点
の
位
置
の
許
容
偏
差
は
、（±

)

一
・
五
s

c
（
〇
・
四
二
マ
イ
ク
ロ
秒)

以

内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
値
は
、
長
時
間
の
変
動
に
対
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
次
の
フ
イ
ー
ル
ド
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

五 

ゴ
ー
ス
ト
除
去
基
準
波
形
の
立
ち
上
が
り
特
性
は
、
別
図
第
四
号
の
一
の
二
に

示
す
許
容
限
界
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



六
一 

 

六 

ゴ
ー
ス
ト
除
去
基
準
波
形
の
立
ち
下
が
り
時
間
の
変
動
は
、（±

)

〇
・
〇
五
マ

イ
ク
ロ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。 

 

七 

カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
の
同
期
し
た
色
信
号
副
搬
送
波
に
対
す
る
ゴ
ー
ス
ト
除
去
基

準
波
形
の
立
ち
上
が
り
に
お
け
る
振
幅
値
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
点
の
位
置
の
相
対

変
動
は
、
定
常
の
値
か
ら
（±

)

四
〇
度
（
三
一
ナ
ノ
秒)

以
内
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

（
識
別
制
御
信
号
発
生
装
置
の
特
性
） 

 

第
三
十
七
条
の
六
の
四 

識
別
制
御
信
号
を
重
畳
す
る
場
合
、
識
別
制
御
信
号
発
生
装

置
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
値
を
基

準
と
し
、
次
の
各
号
の
特
性
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

識
別
制
御
信
号
波
形
の
振
幅
値
の
許
容
偏
差
は
、
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
を
〇
、

映
像
信
号
の
白
レ
ベ
ル
を
（
＋)

一
〇
〇
と
す
る
と
き
、（±

)

二
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

識
別
制
御
信
号
波
形
の
Ｂ
一
後
縁
の
振
幅
値
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
点
の
位
置
の

許
容
偏
差
は
、
（±

)

七
一
〇
ナ
ノ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

識
別
制
御
信
号
波
形
の
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
許
容
偏
差
は
、
ペ
デ
ス
タ
ル

レ
ベ
ル
を
〇
、
映
像
信
号
の
白
レ
ベ
ル
を
（
＋)

一
〇
〇
と
す
る
と
き
、（±

)

二
で

あ
る
こ
と
。 

 
 

 
（
音
声
送
信
装
置
の
特
性
） 

 

第
三
十
七
条
の
七 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
音
声
送
信

装
置
は
、
次
の
各
号
の
特
性
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

総
合
周
波
数
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
場
合
を
除
き
、
変
調
周
波

数
一
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
プ
レ
エ
ン
フ



六
二 

ア
シ
ス
を
行
う
場
合
の
七
五
マ
イ
ク
ロ
秒
の
時
定
数
を
有
す
る
理
想
的
イ
ン
ピ
ー

ダ
ン
ス
周
波
数
特
性
曲
線
か
ら
（
－)

三
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。 

 

二 

総
合

歪
ひ
ず
み

率
は
、
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
及
び
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル

ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て
（±

)

二
五
kHz
の
周
波
数
偏
移
を
行
つ
た
場
合
、
五
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
七
五
マ
イ
ク
ロ
秒
の
時

定
数
を
有
す
る
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
周
波
数
特
性
の
回
路
に
よ
り
デ
イ
エ
ン
フ
ア
シ

ス
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

三 

信
号
対
雑
音
比
は
、
変
調
周
波
数
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
に
よ
つ
て
（±

)

二
五
kHz

の
周
波
数
偏
移
を
行
つ
た
場
合
、
（
－)

五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
前
号
後
段
の
規
定
に
従
い
デ
イ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 
 

 

（
補
完
放
送
の
無
線
設
備
） 

 

第
三
十
七
条
の
七
の
二 

音
声
信
号
に
よ
る
補
完
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
は
、

音
声
信
号
副
搬
送
波
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
十
七
条
の
九
か
ら
第
三
十

七
条
の
十
五
ま
で
、
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
十

七
条
の
二
十
の
八
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
の
十
ま
で
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 
映
像
信
号
に
よ
る
補
完
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
は
、
垂
直
帰
線
消
去
期
間

に
お
け
る
第
一
四
Ｈ
か
ら
第
一
六
Ｈ
ま
で
、
第
二
一
Ｈ
、
第
二
七
七
Ｈ
か
ら
第
二
七

九
Ｈ
ま
で
又
は
第
二
八
四
Ｈ
の
水
平
走
査
期
間
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三

十
七
条
の
十
七
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
ま
で
、
垂
直
帰
線
消
去
期
間
に
お
け
る
第

一
〇
Ｈ
か
ら
第
一
三
Ｈ
ま
で
、
第
二
七
三
Ｈ
か
ら
第
二
七
五
Ｈ
ま
で
又
は
第
二
七
六



六
三 

Ｈ
の
水
平
走
査
期
間
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
十
七
条
の
二
十
の
三
か
ら

第
三
十
七
条
の
二
十
の
六
ま
で
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
 

第
二
節
の
三
か
ら
第
二
節
の
六
ま
で 

削
除 

第
二
節
の
三 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送

局
の
無
線
設
備 

 
 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
七
条
の
八
か
ら
第
三
十
七
の
二
十
七
の
六
ま
で 

削
除 

第
三
十
七
条
の
八 

こ
の
節
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
を
行
う

地
上
基
幹
放
送
局
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら

送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。)

の
無
線
設
備
に
適
用
が

あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
許
容
偏
差
） 

 

第
三
十
七
条
の
九 

制
御
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多

重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
一
号
。
以

下
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。)

第
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

)

一
〇
〇
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
２ 
制
御
信
号
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
第
二
項
の

制
御
信
号
を
い
う
。)

の
周
波
数
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
の
標
準
方

式
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

)

〇
・
二
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ

て
は
な
ら
な
い
。 

 
 



六
四 

 

（
変
調
度
等
） 

 

第
三
十
七
条
の
十 

送
信
装
置
は
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
直
線
的
に
変
調
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

副
チ
ヤ
ネ
ル
信
号
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
第

二
項
の
副
チ
ヤ
ネ
ル
信
号
を
い
う
。)

に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は
、
同
条
第

四
項
に
規
定
す
る
最
大
周
波
数
偏
移
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

 

３ 

制
御
チ
ヤ
ネ
ル
信
号
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条

第
二
項
の
制
御
チ
ヤ
ネ
ル
信
号
を
い
う
。)

に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は
、
同

条
第
五
項
に
規
定
す
る
最
大
周
波
数
偏
移
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。 

 

４ 

制
御
チ
ヤ
ネ
ル
信
号
の
変
調
度
は
、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま

で
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
総
合
周
波
数
特
性
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
一 

送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
は
、
変
調
周
波
数
一
〇
〇
ヘ
ル

ツ
か
ら
七
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
プ
レ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
を
行
う
場

合
の
七
五
マ
イ
ク
ロ
秒
の
時
定
数
を
有
す
る
理
想
的
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
周
波
数
特
性

曲
線
か
ら
（
－)

三
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
２ 
送
信
装
置
の
左
側
信
号
及
び
右
側
信
号
の
入
力
端
子
に
同
一
の
信
号
を
加
え
た
場

合
の
当
該
装
置
の
出
力
端
子
に
お
け
る
左
側
信
号
と
右
側
信
号
と
の
レ
ベ
ル
の
差

は
、
一
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
変
調
周
波
数

に
お
い
て
も
一
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 



六
五 

 

（
総
合

歪
ひ
ず
み

率
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
二 

送
信
装
置
の
総
合

歪
ひ
ず
み

率
は
、
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ

ル
ツ
及
び
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
り
音
声
信
号
副
搬
送
波
に
（±

)

一
〇
kHz
の
周
波
数
偏
移
を
与
え
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
信
号
対
雑
音
比
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
三 

送
信
装
置
の
信
号
対
雑
音
比
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調

周
波
数
に
よ
り
音
声
信
号
副
搬
送
波
に
（±

)

一
〇
kHz
の
周
波
数
偏
移
を
与
え
た
場

合
、
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
総
合

歪
ひ
ず
み

率
等
に
関
す
る
規
定
の
補
則
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
四 

前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
は
、
七
五
マ
イ
ク
ロ
秒
の
時

定
数
を
有
す
る
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
周
波
数
特
性
の
回
路
に
よ
り
デ
イ
エ
ン
フ
ア
シ
ス

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
左
右
分
離
度
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
五 

送
信
装
置
の
左
右
分
離
度
は
、
左
側
信
号
又
は
右
側
信
号
に
よ

り
主
搬
送
波
に
あ
つ
て
は
（±

)

一
二
・
五
kHz
、
音
声
信
号
副
搬
送
波
に
あ
つ
て
は
（±

)

五
kHz
の
周
波
数
偏
移
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
、

五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
も
別
図
第
四
号
の
二

の
三
に
示
す
特
性
曲
線
の
示
す
値
以
上
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



六
六 

 
 

 

第
二
節
の
四 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送

局
の
無
線
設
備 

 
 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
六 

こ
の
節
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行

う
地
上
基
幹
放
送
局
の
文
字
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継

線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。)

の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
許
容
偏
差
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
七 

ク
ロ
ツ
ク
周
波
数
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
に

関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
二
号
。
以
下
「
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。)

第
六
条
第
四
項
に
規
定
す

る
値
か
ら
（±

)

一
六
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

２ 

文
字
信
号
の
ビ
ツ
ト
同
期
符
号
及
び
バ
イ
ト
同
期
符
号
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
九
条
に
規
定
す
る
時
間
か
ら
（±

)

三

一
ナ
ノ
秒
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 
（
デ
ー
タ
ラ
イ
ン
の
重
畳
位
置
等
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
八 

水
平
走
査
期
間
に
お
け
る
デ
ー
タ
ラ
イ
ン
の
重
畳
位
置
及
び
文

字
信
号
の
振
幅
の
定
常
値
は
、
別
図
第
四
号
の
三
に
示
す
許
容
値
の
範
囲
内
に
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 



六
七 

 

（
ス
ペ
ク
ト
ル
） 

 

第
三
十
七
条
の
十
九 

文
字
信
号
の
単
一
パ
ル
ス
の
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
そ
の
特
性
曲
線

が
、
別
図
第
四
号
の
四
に
示
す
許
容
限
界
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

 

（
ア
イ
開
口
率
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十 

送
信
装
置
の
ア
イ
開
口
率
（
ク
ロ
ツ
ク
周
波
数
に
同
期
さ
せ
て

文
字
信
号
の
パ
ル
ス
の
波
形
を
数
多
く
重
ね
た
と
き
に
お
け
る
「
１
」
レ
ベ
ル
の
定

常
値
と
「
０
」
レ
ベ
ル
の
定
常
値
と
の
レ
ベ
ル
差
に
対
す
る
「
１
」
レ
ベ
ル
の
最
小

値
の
波
形
と
「
０
」
レ
ベ
ル
の
最
大
値
の
波
形
と
で
囲
ま
れ
る
部
分
の
振
幅
方
向
の

最
大
値
の
割
合
を
い
う
。)

は
、
当
該
送
信
装
置
の
出
力
端
子
に
お
い
て
七
〇
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
節
の
四
の
二 

垂
直
帰
線
消
去
期
間
を
使
用
す
る
伝
送
方
式
に
よ
る
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基

幹
放
送
局
の
無
線
設
備 

 
 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

 
第
三
十
七
条
の
二
十
の
二 

こ
の
節
の
規
定
は
、
垂
直
帰
線
消
去
期
間
を
使
用
す
る
伝

送
方
式
に
よ
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

の
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を

除
く
。)

の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 



六
八 

 

（
許
容
偏
差
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
の
三 

ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多

重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
三
号
。
以

下
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。)

第
八
条
第

四
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

)

十
六
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な

い
。 

 

２ 

デ
ー
タ
信
号
の
ビ
ッ
ト
同
期
符
号
及
び
バ
イ
ト
同
期
符
号
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
十
一
条
に
規
定
す
る
時
間
か

ら
（±

)

三
一
ナ
ノ
秒
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
デ
ー
タ
ラ
イ
ン
の
重
畳
位
置
等
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
の
四 

水
平
走
査
期
間
に
お
け
る
デ
ー
タ
ラ
イ
ン
の
重
畳
位
置
及

び
デ
ー
タ
信
号
の
振
幅
の
定
常
値
は
、
別
図
第
四
号
の
三
に
示
す
許
容
値
の
範
囲
内

に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
ス
ペ
ク
ト
ル
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
の
五 

デ
ー
タ
信
号
の
単
一
パ
ル
ス
の
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
そ
の
特

性
曲
線
が
、
別
図
第
四
号
の
四
に
示
す
許
容
限
界
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
ア
イ
開
口
率
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
の
六 

送
信
装
置
の
ア
イ
開
口
率
（
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
に
同
期
さ

せ
て
デ
ー
タ
信
号
の
パ
ル
ス
の
波
形
を
数
多
く
重
ね
た
と
き
に
お
け
る
「
１
」
レ
ベ



六
九 

ル
の
定
常
値
と
「
０
」
レ
ベ
ル
の
定
常
値
と
の
レ
ベ
ル
差
に
対
す
る
「
１
」
レ
ベ
ル

の
最
小
値
の
波
形
と
「
０
」
レ
ベ
ル
の
最
大
値
の
波
形
と
で
囲
ま
れ
る
部
分
の
振
幅

方
向
の
最
大
値
の
割
合
を
い
う
。)

は
、
当
該
送
信
装
置
の
出
力
端
子
に
お
い
て
七
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
節
の
四
の
三 

音
声
信
号
副
搬
送
波
を
使
用
す
る
伝
送
方
式
に
よ
る
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基

幹
放
送
局
の
無
線
設
備 

 
 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
の
七 

こ
の
節
の
規
定
は
、
音
声
信
号
副
搬
送
波
を
使
用
す
る
伝

送
方
式
に
よ
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

の
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を

除
く
。)

の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
許
容
偏
差
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
の
八 

デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
周
波
数
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

)

〇
・
七
ヘ
ル
ツ
（
七
〇
・
八
〇
四
kHz
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
場
合
に
限
る
。)

又
は

（±
)

一
・
〇
ヘ
ル
ツ
（
一
一
八
・
〇
〇
七
kHz
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
場
合
に
限
る
。)

を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

２ 

デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

)



七
〇 

〇
・
〇
〇
一
％
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

３ 

デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
別
図
第
四
号
の
四
の
二
に
示
す
許
容

値
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
変
調
度
等
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
の
九 

送
信
装
置
は
、
周
波
数
偏
移
が
（±

)

五
六
kHz
ま
で
直
線
的

に
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
に
よ
る
主
搬
送
波
の
最
大
周
波
数
偏
移
は
、
標
準
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
値
か
ら

（
－)

四
％
、（
＋)

〇
％
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

３ 

デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
帯
域
通
過
フ
ィ
ル
タ
は
、
別
表
第
五
号
に
示
す
減
衰
特

性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
ア
イ
開
口
率
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
の
十 

送
信
装
置
の
ア
イ
開
口
率
（
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
の
直

交
す
る
二
つ
の
副
搬
送
波
を
そ
れ
ぞ
れ
二
相
位
相
変
調
し
て
い
る
二
つ
の
信
号
パ
ル

ス
の
波
形
を
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
十
六
条
第
四

項
に
規
定
す
る
伝
送
速
度
の
二
分
の
一
の
周
波
数
に
同
期
さ
せ
て
数
多
く
重
ね
た
と

き
に
お
け
る
「
１
」
レ
ベ
ル
の
定
常
値
と
「
０
」
レ
ベ
ル
の
定
常
値
と
の
レ
ベ
ル
差

に
対
す
る
「
１
」
レ
ベ
ル
の
最
小
値
の
波
形
と
「
０
」
レ
ベ
ル
の
最
大
値
の
波
形
と

で
囲
ま
れ
る
部
分
の
振
幅
方
向
の
最
大
値
の
割
合
を
い
う
。)

は
、
当
該
送
信
装
置
の

出
力
端
子
に
お
い
て
七
〇
％
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 



七
一 

 

第
二
節
の
五 

一
一
・
七
GHz
を
超
え
一
二
・
二
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除

く
。
）、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
標
準
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ

多
重
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放

送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
無
線
設
備 

 
 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
一 

こ
の
節
の
規
定
は
、
一
一
・
七
GHz
を
超
え
一
二
・
二
GHz
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除

く
。
）、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送

又
は
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
（
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
衛
星
基
幹
放
送
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
並
び
に
衛
星
基
幹
放

送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空

中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ

ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中

継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。）
の
音
声
送
信
設
備
、
文
字
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空

中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送

出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。）
の
無
線
設

備
及
び
関
連
情
報
送
出
装
置
（
関
連
情
報
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
標
準
方
式

第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
関
連
情
報
を
い
う
。
）
を
送
出
す
る
装
置
を

い
う
。
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
五
及
び
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
八
に
お
い

て
同
じ
。）
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無



七
二 

線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
電
波
の
偏
波
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
二 

衛
星
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波

の
偏
波
が
右
旋
円
偏
波
（
電
波
の
伝
搬
の
方
向
に
向
か
つ
て
電
界
ベ
ク
ト
ル
が
時
間

と
と
も
に
時
計
回
り
の
方
向
に
回
転
す
る
円
偏
波
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
な
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
許
容
偏
差
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
三 

映
像
信
号
及
び
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第

四
号
の
五
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

多
重
副
搬
送
波
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第
十
五
条
第
二
項
に
規

定
す
る
多
重
副
搬
送
波
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
周
波

数
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
値
か

ら
（

 

 

３ 

多
重
副
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の

標
準
方
式
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
毎
秒
（

る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
４ 
多
重
副
搬
送
波
の
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
別
図
第
四
号
の
六
に
示
す
許
容
値
の
範
囲
内

に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
変
調
度
等
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
四 
送
信
装
置
は
、
直
線
的
に
変
調
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な



七
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ら
な
い
。 

 

２ 

映
像
信
号
に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
の
許
容
偏
差
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ

ン
放
送
の
標
準
方
式
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
最
大
値
の
（

MHz
の
範
囲

内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

多
重
副
搬
送
波
に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は
、（

MHz
か

ら
（

MHz
ま
で
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
映
像
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
五 

映
像
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
は
、
変
調
周
波
数
五
〇

〇
kHz
、
一
、
二
五
〇
kHz
、
二
、
〇
〇
〇
kHz
、
三
、
〇
〇
〇
kHz
及
び
四
、
〇
〇
〇
kHz

に
お
い
て
、
映
像
信
号
の
プ
レ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
を
行
う
場
合
の
〇
・
八
五
〇
八
マ
イ

ク
ロ
秒
分
の
一
に
零
点
及
び
〇
・
一
八
一
九
マ
イ
ク
ロ
秒
分
の
一
に
極
を
有
す
る
伝

達
関
数
に
よ
つ
て
表
さ
れ
る
周
波
数
特
性
曲
線
か
ら
（
－
）
二
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範

囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
音
声
送
信
装
置
の
特
性
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
六 

音
声
送
信
装
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
性
を
持
つ
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

総
合
周
波
数
特
性
は
、
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波

数
の
音
声
信
号
を
伝
送
し
た
と
き
、
そ
の
特
性
曲
線
が
別
図
第
四
号
の
七
に
示
す

音
声
信
号
の
プ
レ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
を
行
う
場
合
の
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
分
の
一
に
零

点
及
び
一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
分
の
一
に
極
を
有
す
る
伝
達
関
数
に
よ
つ
て
表
さ
れ
る

周
波
数
特
性
の
曲
線
と
プ
レ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
特
性
の
許
容
限
界
の
曲
線
と
の
間



七
四 

（
こ
れ
ら
の
曲
線
上
を
含
む
。）
に
あ
る
こ
と
。 

 

二 

総
合

歪
ひ
ず
み

率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
音
声
信
号
の
最
大
値
（
伝

送
可
能
な
音
声
信
号
の
最
大
振
幅
の
値
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
伝
送

し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

変

調

周

波

数 

総

合

歪
ひ
ず
み

率 

五
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
未
満 

二
パ
ー
セ
ン
ト 

一
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
一
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
下 

三
パ
ー
セ
ン
ト 

 

 

三 

信
号
対
雑
音
比
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
の
音
声
信
号
の
最
大
値
を

伝
送
し
た
と
き
、
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

前
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
は
、
一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
分
の
一
に
零
点
及
び

五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
分
の
一
に
極
を
有
す
る
伝
達
関
数
に
よ
つ
て
表
さ
れ
る
周
波
数

特
性
の
回
路
に
よ
り
デ
イ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
準
用
規
定
） 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
六
の
二 

第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
三
の
二
第

一
項
、
第
三
十
七
条
の
十
七
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
ま
で
及
び
第
三
十
七
条
の
二

十
の
三
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
衛

星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
無
線
設
備
に
準
用
す
る
。 

 
 

 
第
二
節
の
六 

削
除 

 
 

 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
六
ま
で 

（
同
上
） 



七
五 

 
 

第
二
節
の
八 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
を
行
う
放
送
局
の
無
線
設
備 

第
二
節
の
八 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
高
精

細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
の
無
線
設
備 

 
 

（
適
用
の
範
囲
） 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九 

こ
の
節
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高

精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ

の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。）
の
映

像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信

空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。）
の
音
声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ

信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。）
の

無
線
設
備
及
び
関
連
情
報
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び

連
絡
線
を
除
く
。）
の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九 

こ
の
節
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち

デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び

連
絡
線
を
除
く
。）
の
映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置

の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。）
の
音

声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及

び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
及
び
関
連
情
報
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で

の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
準
用
規
定
） 

（
準
用
規
定
） 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一 

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
に
準
用

す
る
。 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一 

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送

局
の
無
線
設
備
に
準
用
す
る
。 

 
 

第
二
節
の
十 

Ｇ
七
Ｗ
電
波
一
一
・
七
GHz
を
超
え
一
二
・
二
GHz
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細

度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
短
波
放
送
又
は
デ
ー
タ
放
送
を

行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信

第
二
節
の
十 

（
同
上
） 



七
六 

を
行
う
地
球
局
の
無
線
設
備 

 
 

（
準
用
規
定
） 

（
準
用
規
定
） 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
七 

衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を

行
う
地
球
局
の
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
が
右
旋
円
偏
波
（
電

波
の
伝
搬
の
方
向
に
向
か
つ
て
電
界
ベ
ク
ト
ル
が
時
間
と
と
も
に
時
計
回
り
の
方
向

に
回
転
す
る
円
偏
波
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
七 

第
三
十
七
条
の
二
十
二
の
規
定
は
、
衛
星
基
幹
放
送

局
及
び
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
無
線
設
備
に
準
用
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
)
 

別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
)
 

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
 

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
 

周
波
数
帯
 

無
線
局
 

周
波
数
の
許
容
偏
差
（
Ｈ
z

又
は

k
Ｈ
z
を
付
し
た
も
の

を
除
き
、
百
万
分
率
）
 

（
略
）
 

5
 
2
9
.
7
Ｍ
Ｈ
z
を
超

え
1
0
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
 

１
 
固
定
局
、
陸
上
局
及
び
移
動
局
（
注
1
8
、
1
9
、
2
0
）
 

 
 

(
1
)
 
5
4
Ｍ
Ｈ
z
を
超
え
7
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
の
も
の
 

 
 

ア
 
１
Ｗ
以
下
の
も
の
 

2
0
 

イ
 
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
 

1
0
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の
 

2
0
 

２
 
無
線
測
位
局
 

5
0
 

３
 
地
上
基
幹
放
送
局
 

2
0
 
 

  

 

 
 

４
 
標
準
周
波
数
局
 

0
.
0
0
5
 

５
 
ア
マ
チ
ユ
ア
局
 

5
0
0
 

６
 
地
球
局
及
び
宇
宙
局
 

2
0
 

７
 
特
定
小
電
力
無
線
局
 

2
0
 

（
略
）
 

７
 
4
7
0
Ｍ
Ｈ
z
を
超

え
2
,
4
5
0
Ｍ
Ｈ
z
以

下
 

１
 
固
定
局
（
注
2
0
、
3
1
、
3
5
）
 

 
 

(
1
)
 
8
1
0
Ｍ
Ｈ
z
を
超
え
9
6
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
の
も
の
 

1
.
5
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の
 

 
 

ア
 
1
0
0
Ｗ
以
下
の
も
の
 

1
0
0
 

イ
 
1
0
0
Ｗ
を
超
え
る
も
の
 

5
0
 

周
波
数
帯
 

無
線
局
 

周
波
数
の
許
容
偏
差
（
Ｈ
z

又
は

k
Ｈ
z
を
付
し
た
も
の

を
除
き
、
百
万
分
率
）
 

（
同
左
）
 

5
 
2
9
.
7
Ｍ
Ｈ
z
を
超

え
1
0
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
 

１
 
固
定
局
、
陸
上
局
及
び
移
動
局
（
注
1
8
、
1
9
、
2
0
）
 

 
 

(
1
)
 
5
4
Ｍ
Ｈ
z
を
超
え
7
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
の
も
の
 

 
 

ア
 
１
Ｗ
以
下
の
も
の
 

2
0
 

イ
 
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
 

1
0
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の
 

2
0
 

２
 
無
線
測
位
局
 

5
0
 

３
 
地
上
基
幹
放
送
局
 

 
 

(
1
)
 
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
多
重
放
送

を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
注
2
1
）
 

5
0
0
Ｈ
z
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
 

2
0
 

４
 
標
準
周
波
数
局
 

0
.
0
0
5
 

５
 
ア
マ
チ
ユ
ア
局
 

5
0
0
 

６
 
地
球
局
及
び
宇
宙
局
 

2
0
 

７
 
特
定
小
電
力
無
線
局
 

2
0
 

（
同
左
）
 

７
 
4
7
0
Ｍ
Ｈ
z
を
超

え
2
,
4
5
0
Ｍ
Ｈ
z
以

下
 

１
 
固
定
局
（
注
2
0
、
3
1
、
3
5
）
 

 
 

(
1
)
 
8
1
0
Ｍ
Ｈ
z
を
超
え
9
6
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
の
も
の
 

1
.
5
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の
 

 
 

ア
 
1
0
0
Ｗ
以
下
の
も
の
 

1
0
0
 

イ
 
1
0
0
Ｗ
を
超
え
る
も
の
 

5
0
 



七
七 

２
 

陸
上

局
及

び
移

動
局

（
３

か
ら

８
ま

で
に

掲
げ

る
も

の

を
除
く
。
）
（
注
2
0
、
3
1
、
3
4
、
3
5
、
3
7
、
3
8
）
 

 
 

(
1
)
 
8
1
0
Ｍ
Ｈ
z
を
超
え
9
6
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
の
も
の
 

1
.
5
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の
 

2
0
 

３
 
簡
易
無
線
局
（
注
3
5
）
 

3
 

４
 
特
定
小
電
力
無
線
局
（
注
3
6
）
 

4
 

５
 

時
分

割
多

元
接

続
方

式
狭

帯
域

デ
ジ

タ
ル

コ
ー

ド
レ

ス

電
話
の
無
線
局
 

3
 

６
 

時
分

割
多

元
接

続
方

式
広

帯
域

デ
ジ

タ
ル

コ
ー

ド
レ

ス

電
話
の
無
線
局
 

1
0
 

７
 

時
分

割
・

直
交

周
波

数
分

割
多

元
接

続
方

式
デ

ジ
タ

ル

コ
ー
ド
レ
ス
電
話

の
無
線
局
 

3
 

８
 
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
 

5
0
 

９
 
無
線
測
位
局
（
注
2
9
）
 

 
 

(
1
)
 
地
上
D
M
E
及
び
地
上
タ
カ
ン
の
送
信
設
備
 

2
0
 

(
2
)
 
機
上
D
M
E
及
び
機
上
タ
カ
ン
の
送
信
設
備
 

1
0
0
k
Ｈ
z
 

(
3
)
 
Ｓ
Ｓ
Ｒ
の
送
信
設
備
 

 
 

ア
 
モ
ー
ド
Ｓ
機
能
を
有
す
る
も
の
 

1
0
k
Ｈ
z
 

イ
 
そ
の
他
 

2
0
0
k
Ｈ
z
 

(
4
)
 
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
の
送
信
設
備
 

 
 

ア
 
モ
ー
ド
Ｓ
機
能
を
有
す
る
も
の
 

1
,
0
0
0
k
Ｈ
z
 

イ
 
そ
の
他
 

3
,
0
0
0
k
Ｈ
z
 

(
5
)
 
質
問
信
号
送
信
設
備
 

1
0
k
Ｈ
z
 

(
6
)
 
基
準
信
号
送
信
設
備
及
び
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
 

1
,
0
0
0
k
Ｈ
z
 

(
7
)
 
そ
の
他
の
無
線
測
位
局
 

5
0
0
 

1
0
 
地
上
基
幹
放
送
局
（
注
2
1
、
4
9
）
 

1
Ｈ
z
 
 

  

 

 
 

1
1
 
地
上
一
般
放
送
局
（
注
5
3
）
 

1
Ｈ
z
 

1
2
 
ア
マ
チ
ュ
ア
局
 

5
0
0
 

1
3
 
地
球
局
及
び
宇
宙
局
（
注
3
2
、
3
3
、
4
0
）
 

2
0
 

（
略
）
 

 

２
 

陸
上

局
及

び
移

動
局

（
３

か
ら

８
ま

で
に

掲
げ

る
も

の

を
除
く
。
）
（
注
2
0
、
3
1
、
3
4
、
3
5
、
3
7
、
3
8
）
 

 
 

(
1
)
 
8
1
0
Ｍ
Ｈ
z
を
超
え
9
6
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
の
も
の
 

1
.
5
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の
 

2
0
 

３
 
簡
易
無
線
局
（
注
3
5
）
 

3
 

４
 
特
定
小
電
力
無
線
局
（
注
3
6
）
 

4
 

５
 

時
分

割
多

元
接

続
方

式
狭

帯
域

デ
ジ

タ
ル

コ
ー

ド
レ

ス

電
話
の
無
線
局
 

3
 

６
 

時
分

割
多

元
接

続
方

式
広

帯
域

デ
ジ

タ
ル

コ
ー

ド
レ

ス

電
話
の
無
線
局
 

1
0
 

７
 

時
分

割
・

直
交

周
波

数
分

割
多

元
接

続
方

式
デ

ジ
タ

ル

コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
 

3
 

８
 
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
 

5
0
 

９
 
無
線
測
位
局
（
注
2
9
）
 

 
 

(
1
)
 
地
上
D
M
E
及
び
地
上
タ
カ
ン
の
送
信
設
備
 

2
0
 

(
2
)
 
機
上
D
M
E
及
び
機
上
タ
カ
ン
の
送
信
設
備
 

1
0
0
k
Ｈ
z
 

(
3
)
 
Ｓ
Ｓ
Ｒ
の
送
信
設
備
 

 
 

ア
 
モ
ー
ド
Ｓ
機
能
を
有
す
る
も
の
 

1
0
k
Ｈ
z
 

イ
 
そ
の
他
 

2
0
0
k
Ｈ
z
 

(
4
)
 
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
の
送
信
設
備
 

 
 

ア
 
モ
ー
ド
Ｓ
機
能
を
有
す
る
も
の
 

1
,
0
0
0
k
Ｈ
z
 

イ
 
そ
の
他
 

3
,
0
0
0
k
Ｈ
z
 

(
5
)
 
質
問
信
号
送
信
設
備
 

1
0
k
Ｈ
z
 

(
6
)
 
基
準
信
号
送
信
設
備
及
び
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
 

1
,
0
0
0
k
Ｈ
z
 

(
7
)
 
そ
の
他
の
無
線
測
位
局
 

5
0
0
 

1
0
 
地
上
基
幹
放
送
局
（
注
2
1
、
4
9
）
 

 
 

(
1
)
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う

地
上
基
幹
放
送
局
 

1
Ｈ
z
 

(
2
)
 
そ
の
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
 

5
0
0
Ｈ
z
 

1
1
 
地
上
一
般
放
送
局
（
注
5
3
）
 

1
Ｈ
z
 

1
2
 
ア
マ
チ
ュ
ア
局
 

5
0
0
 

1
3
 
地
球
局
及
び
宇
宙
局
（
注
3
2
、
3
3
、
4
0
）
 

2
0
 

（
同
左
）
 

 

注
１
～
2
0
 
（
略
）
 

注
１
～
2
0
 
（
同
左
）
 

2
1
 
次
に
掲
げ
る
地
上
基
幹
放
送
局
の

送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定

す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、（

3
)
、（

5
)
及
び
（
6
)
に
掲
げ
る
も

の
で
あ
つ
て
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
地
上
基
幹

放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的

条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2
1
 
次
に
掲
げ
る
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定

す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、（

3
)
、（

6
)
及
び
（
7
)
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的

条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
、（

4
)
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
4
7
0
Ｍ
Ｈ
z
か
ら

7
7
0
Ｍ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
し
、
か
つ
、
尖
頭
電
力
が

0
.
1
Ｗ
以
下
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
指
定
す
る
。
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
同
左
）
 



七
八 

(
2
)
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
(
3
)
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
電
波
の

能
率

的
な

利
用

を
著

し
く

阻
害

す
る

も
の

で
は

な
い

と
総

務
大

臣
が

特
に

認
め

た
も

の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
0
0
Ｈ
z
 

(
2
)
 

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

の
う

ち
デ

ジ
タ

ル
放

送
を

行
う

地
上

基
幹

放
送

局
（

(
3)

に
規

定
す

る
も

の
を

除

く
。
）

で
あ

つ
て

、
電

波
の

能
率

的
な

利
用

を
著

し
く

阻
害

す
る

も
の

で
は

な
い

と
総

務
大

臣
が

特
に

認
め

た
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
0
Ｈ
z
 

(
3
)
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継

す
る
方
法
の
み
に
よ
る
放
送
を
行
う
も
の
 

(
3
)
 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
他
の
地
上
基
幹
放
送

局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に
よ
る
放
送
を
行
う
も
の
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

ア
・
イ
 
（
同
左
）
 

 
(
4
)
 

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

（
デ

ジ
タ

ル
放

送
を

除
く

。
以

下
こ

の
注

に
お

い
て

同
じ

。
)
又

は
テ

レ
ビ

ジ
ョ
ン

多
重
放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
あ
つ
て
は
、
Ｃ
９
Ｗ
電
波
及
び
Ｆ
９
Ｗ
電
波
を
使
用
す

る
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
注

に
お

い
て

同
じ

。
)
を

行
う

地
上

基
幹

放
送

局
の

電
波

の
周

波
数

を
変

換
し

て
再
発
射
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
 

 
ア
 
9
0
Ｍ
Ｈ
z
か
ら

1
0
8
Ｍ
Ｈ
z
ま
で
及
び

1
7
0
Ｍ

Ｈ
z
か
ら

2
2
2
Ｍ
Ｈ
z
ま
で

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
k
Ｈ
z
 

 
イ
 
4
7
0
Ｍ
Ｈ
z
か
ら

7
7
0
Ｍ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
k
Ｈ
z
 

 
ウ
 
1
2
.
0
9
2
Ｇ
Ｈ
z
か
ら

1
2
.
2
Ｇ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
k
Ｈ
z
 

(
4
)
 

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
放

送
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

の
標

準
方

式
第

４
章

第
１

節
に

規
定

す
る

放
送

を
行

う

地
上
基
幹
放
送
局
（
(
6
)
ア
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
著
し
く
阻

害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
た
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
0
Ｈ
z
 

(
5
)
 

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
放

送
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

の
標

準
方

式
第

４
章

第
１

節
に

規
定

す
る

放
送

を
行

う

地
上
基
幹
放
送
局
（
(
7
)
ア
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
電
波

の
能
率
的
な
利
用
を
著
し
く
阻

害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
た
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0
0
Ｈ
z
 

(
5
)
 
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第

4
章
第

2
節
に
規
定
す
る

放
送
を
行
う
地

上
基
幹
放
送
局
（
(
6
)
イ

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ
×
1
0
3
／
Ｎ
Ｆ
Ｆ
Ｔ
Ｈ
z 

(
6
)
 
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第

4
章
第

2
節
に
規
定
す
る
放
送
を
行
う
地

上
基
幹
放
送
局
（
(
7
)
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ

×
1
0
3
／
Ｎ
Ｆ
Ｆ
Ｔ
Ｈ
z 

Ｂ
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式

第
3
5
条
第
１
項
に
示
す
周
波
数
帯
幅
（
単
位
Ｍ
Ｈ
z
）
、
Ｎ
Ｆ
Ｆ
Ｔ
は

同
令

別
表

第
十

九
号

の
十

五
別

記
に

示
す

共
通

サ
ブ

キ
ャ

リ
ア

総
数

と
す

る
。

以
下

こ
の

注
に

お
い

て
同

じ
。
 

Ｂ
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第

3
5
条
第
１
項
に
示
す
周
波
数
帯
幅
（
単
位
Ｍ
Ｈ
z
）
、
Ｎ
Ｆ
Ｆ
Ｔ
は
同

令
別
表
第
十
九
号
の
十
五
別
記
に
示
す
共
通
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
総
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
 

(
6
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 
（
同
左
）
 
 

2
2
～
4
8
 
（
略
）
 

2
2
～
4
8
 
（
同
左
）
 

4
9
 
単
一
周
波
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
同
一
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
、
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
近
接
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

が
、
当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
と
同
一
の
放
送
番
組
を
同
一
周
波
数
の
電
波
で
送
信
す
る
場
合
に
お
け
る
地

上
基
幹

放
送

局
の

集
ま

り
を
い
う

。
）

を
構

成
す

る
２
以
上

の
地

上
基

幹
放

送
局
に
あ

つ
て

は
、

こ
の

表
の
７

の
項
中
４
(
1
)
並
び
に
注

2
1
た
だ
し
書
及
び
(
3
)
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
２
以
上
の
地
上
基
幹
放
送
局
間

の
周
波
数
の
相
対
的
な
偏
差
の
値
は

1
0
Ｈ
z
以
内
と
す
る
。
 

4
9
 
単
一
周
波
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
同
一
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
、
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放

送
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル
放

送
を

行
う

も
の
に

限
る
。
）

と
近

接
す

る
地

上
基
幹

放
送

局
（

テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン

放

送
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

を
行

う
も

の
に

限
る

。
）
が

、
当

該
他

の
地
上

基
幹
放

送
局

と
同

一
の
放

送
番
組

を

同
一

周
波

数
の

電
波

で
送
信

す
る

場
合

に
お
け

る
地
上

基
幹

放
送

局
の
集

ま
り
を

い
う

。
）

を
構
成

す
る
２

以

上
の
地
上
基
幹
放
送
局
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
表
の
７
の
項
中
４
(
1
)
並
び
に
注

2
1
た
だ
し
書
及
び
(
3
)
の

規
定

に
よ
る
ほ
か
、
当
該
２
以
上
の
地
上
基
幹
放
送
局
間
の
周
波
数
の
相
対
的
な
偏
差
の
値
は

1
0
Ｈ
z
以
内
と

す
る
。
 

5
0
～
5
3
 
（
略
）
 

5
0
～
5
3
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
二
号
（
第
６
条
関
係
)
 

別
表
第
二
号
（
第
６
条
関
係
)
 

第
１
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
表

 

電
波
の
型
式
 

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
 

備
考
 

（
略
）
 

  

 
 

Ｄ
８
Ｅ
 

1
5
 
k
Ｈ
z
 

地
上

基
幹

放
送

局
及

び
放

送
中

継
を

行
う

無
線

局
の

無
線

第
１
 
（
同
左
）
 

電
波
の
型
式
 

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
 

備
考
 

（
同
左
）
 

 
 
Ｃ
３
Ｆ
 

 
 
Ｆ
３
Ｅ
 

６
Ｍ
Ｈ
z
 

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
地

上
基

幹
放

送
局

の
無

線

設
備
 

Ｄ
８
Ｅ
 

1
5
 
k
Ｈ
z
 

地
上

基
幹

放
送

局
及

び
放

送
中

継
を

行
う

無
線

局
の

無
線

設



七
九 

設
備
 

（
略
）
 

Ｆ
９
Ｗ
 

2
0
0
k
Ｈ
z
 

地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
 

 
  （

略
）
 

 

備
 

（
同
左
）
 

Ｆ
９
Ｗ
 

2
0
0
k
Ｈ
z
 

地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
 

2
7
Ｍ
Ｈ
ｚ
 

1
1
.
7
Ｇ
Ｈ
z
を
超
え

1
2
.
2
Ｇ
Ｈ
z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
衛
星
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

 

（
同
左
）
 

 

第
２
～
第

6
2
 
（
略
）
 

第
２
～
第

6
2
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
三
号
（
第
７
条
関
係
)
 

別
表
第
三
号
（
第
７
条
関
係
)
 

１
～
４
 
（
略
）
 

１
～
４
 
（
同
左
）
 

５
 
地
上
基
幹
放
送
局
等
の
送
信
設
備
の

ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。
 

５
 
（
同
左
）
 

（
1
)
～
（
4
)
 
（
略
）
 

（
1
)
～
（
4
)
 
（
同
左
）
 

（
5
)
 
マ

ル
チ
メ
デ

ィ
ア

放
送
を
行

う
地
上
基

幹
放

送
局
の
送

信
設
備
の

帯
域

外
領
域
に

お
け
る
ス

プ
リ

ア
ス
発

射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
2（

1
)
に
規
定
す

る

値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
5
)
 

標
準

テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン

放
送

（
デ

ジ
タ

ル
放
送
を

除
く

。
）
、
マ

ル
チ
メ

デ
ィ

ア
放

送
、

標
準

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン

音
声

多
重
放

送
、
標

準
テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

文
字
多

重
放
送

及
び

標
準

テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン

・
デ

ー
タ

多
重
放

送
を
行

う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
（
1
1
.
7
Ｇ
Ｈ
z
か
ら

1
2
.
2
Ｇ
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

を
除
く
。
）
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
1
)
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

基
本
周
波
数
帯
 

空
中
線
電
力
 

帯
域

外
領

域
に

お
け

る
ス

プ
リ

ア

ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
 

ス
プ

リ
ア

ス
領

域
に

お
け

る
不

要
発

射
の
強
度
の
許
容
値
 

2
0
5
Ｍ
Ｈ
z
を
超

え
2
2
2
Ｍ

Ｈ
z

以
下
 

4
2
Ｗ

を
超

え

る
も
の
 

     

１
m
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本

周
波

数
の

平
均

電
力

よ
り

6
0
d
Ｂ

低
い
値
。
 

１
m
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
基
本
周

波
数

の
平

均
電

力
よ

り
6
0
d
Ｂ

低
い

値
。
 

1
.
6
8
Ｗ

を
超

え
4
2
Ｗ
以
下
 

2
5
μ
Ｗ
以
下
 

1
.
6
8
Ｗ
以
下
 

1
0
0
μ
Ｗ
以
下
 

 

基
本
周
波
数
帯
 

空
中
線
電
力
 

帯
域

外
領

域
に

お
け

る
ス

プ
リ

ア

ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
 

ス
プ

リ
ア

ス
領

域
に

お
け

る
不

要
発

射
の
強
度
の
許
容
値
 

9
0
Ｍ

Ｈ
z

を
超

え
1
0
8
Ｍ

Ｈ
z

以
下

及
び

1
7
0

Ｍ
Ｈ

z
を

超
え

2
2
2
Ｍ
Ｈ
z
以
下
 

4
2
Ｗ

を
超

え

る
も
の
 

１
m
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
映
像

送
信

設
備

の
基

本
周

波
数

の
平

均

電
力

よ
り

6
0
d
Ｂ

低
い

値
。

た
だ

し
、

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
放

送
を

行

う
地

上
基

幹
放

送
局

は
１

m
Ｗ

以

下
で

あ
り

、
か

つ
、

基
本

周
波

数

の
平
均
電
力
よ
り

6
0
d
Ｂ
低
い
値
。
 

１
m
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
映
像
送

信
設

備
の

基
本

周
波

数
の

平
均

電
力

よ
り

6
0
d
Ｂ
低
い
値
。
た
だ
し
、
マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
放

送
を

行
う

地
上

基
幹

放
送

局
は

１
m
Ｗ

以
下

で
あ

り
、

か

つ
、

基
本

周
波

数
の

平
均

電
力

よ
り

6
0
d
Ｂ
低
い
値
。
 

1
.
6
8
Ｗ

を
超

え
4
2
Ｗ
以
下
 

2
5
μ
Ｗ
以
下
 

1
.
6
8
Ｗ
以
下
 

1
0
0
μ
Ｗ
以
下
 

4
7
0
Ｍ
Ｈ
z
を
超

え
7
7
0
Ｍ

Ｈ
z

以
下
 

4
2
Ｗ

を
超

え

る
も
の
 

2
0
m
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
映
像

送
信

設
備

の
基

本
周

波
数

の
平

均

電
力
よ
り

6
0
d
Ｂ
低
い
値
 

1
2
m
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
映
像
送

信
設

備
の

基
本

周
波

数
の

平
均

電
力

よ
り

6
0
d
Ｂ
低
い
値
 

1
.
6
8
Ｗ

を
超

え
4
2
Ｗ
以
下
 

2
5
μ
Ｗ
以
下
 

2
5
μ
Ｗ
以
下
 

1
.
6
8
Ｗ
以
下
 

1
0
0
μ
Ｗ
以
下
 

 

 
注
 
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
を
除
き
、
空
中
線
電
力
は
、
映
像
送
信
設
備
の
尖
頭
電
力
の

値
と
す
る
。
 

（
6
)
 
 
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
及
び

4
7
0
Ｍ
Ｈ

（
6
)
 

 
標

準
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

又
は

高
精

細
度

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

を
行

う
地

上
基



八
〇 

z
を
超

え
7
1
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
の
送
信
設
備
の
帯

域
外
領
域

に
お
け

る
ス
プ

リ
ア
ス
発

射
の
強

度
の
許

容
値
及
び

ス
プ
リ

ア
ス
領

域
に
お
け

る
不
要

発
射
の

強

度
の
許
容
値
は
、
２
(
1
)
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
空
中
線
電
力
が

８
k
Ｗ
を
超
え
る
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
に
つ
い
て
は
、
別

図
第
４
号
の
８
の
８
に
規
定
す
る
値
を
準
用
す
る
。
 

幹
放
送
局
及
び

4
7
0
Ｍ
Ｈ
z
を
超
え

7
1
0
Ｍ
Ｈ
z
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て

放
送
番
組
中
継
を
行
う

固
定

局
の
送

信
設
備

の
帯
域

外
領

域
に

お
け
る

ス
プ
リ

ア
ス

発
射

の
強
度

の
許
容

値
及

び
ス

プ
リ
ア

ス
領
域

に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
(
1
)
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
空
中
線
電
力
が
８
k
Ｗ
を
超
え
る
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の

許
容
値
に
つ
い
て
は
、
別
図
第
４
号
の
８
の
８
に
規
定
す
る
値
を
準
用
す
る
。
 

（
表
略
）
 

（
同
左
）
 

（
7
)
 
（
略
）
 

（
7
)
 
（
同
左
）
 

６
 
削
除
 

６
 

映
像

信
号

搬
送

波
と

音
声

信
号

搬
送

波
を

同
時

に
増

幅
す

る
方

式
の

送
信

設
備

の
帯

域
外

領
域

に
お

け
る

ス

プ
リ
ア

ス
発

射
（

色
信

号
副
搬
送

波
と

音
声

信
号

搬
送
波
の

相
互

変
調

に
よ

つ
て
生
ず

る
も

の
に

限
る

。
)
の
強

度
の
許
容
値
は
、
2（

1
)
及
び

5（
5
)
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
映
像
信
号
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り

4
0
d
B

低
い
値
と
す
る
。
 

７
～
5
4
 
（
略
）
 

７
～
5
4
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
四
号
（
第

1
2
条
関
係
）
 

別
表
第
四
号
（
第

1
2
条
関
係
）
 

電
波
型
式
別
空
中
線
電
力
の
換
算
比
の
表

 
電
波
型
式
別
空
中
線
電
力
の
換
算
比
の
表
 

電
波
の
型
式
 

変
調
の
特
性
 

換
算
比
 

備
考
 

搬
送
波
電
力
 

（
p
Ｚ
）
 

平
均
電
力
 

（
p
Ｙ
）
 

尖 せ
ん

頭
電
力
 

（
p
Ｘ
）
 

（
略
）
 

Ｂ
８
Ｅ
 

 
 

 
0
.
0
7
5
 

注
２
参
照
 

 
 

 
 

 
   

（
略
）
 

 

電
波
の
型
式
 

変
調
の
特
性
 

換
算
比
 

備
考
 

搬
送
波
電
力
 

（
p
Ｚ
）
 

平
均
電
力
 

（
p
Ｙ
）
 

尖 せ
ん

頭
電
力
 

（
p
Ｘ
）
 

（
同
左
）
 

Ｂ
８
Ｅ
 

 
 

 
0
.
0
7
5
 

注
２
参
照
 

Ｃ
３
Ｆ
 

 
 

１
 

1
.
6
8
 

地
上

基
幹

放

送
局
に
限
る
。
 

注
３
参
照
 

（
同
左
）
 

 

注
１
・
２
 
（
略
）
 

注
１
・
２
 
（
同
左
）
 

 
３
 
削
除
 

 
３
 
放
送
用
の
送
信
装
置
で
は
、
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
映
像
を
送
つ
た
場
合
の
平
均
電
力
を
１
と
す

る
。
 

 
４
・
５
 
（
略
）
 

 
４
・
５
 
（
同
左
）
 

 
 

別
表
第
五
号
 
削
除
 

別
表
第
五
号
（
第

3
7
条
の

2
0
の
９
第
３
項
関
係
）
 

 
7
0
.
8
0
4
k
Ｈ
z
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波
 

振
幅
周
波
数
特
性
 

6
4
.
4
k
Ｈ
z
か
ら
7
7
.
2
k
Ｈ
z
に
お
い
て
 

１
d
Ｂ
(
p
－
p
)
以
内
 

6
2
.
8
k
Ｈ
z
か
ら
7
8
.
8
k
Ｈ
z
に
お
い
て
 

０
d
Ｂ
,
－
３
d
Ｂ
以
内
 

5
5
.
1
k
Ｈ
z
以
下
 

－
5
0
d
Ｂ
以
下
 

8
6
.
0
k
Ｈ
z
以
上
 

－
5
0
d
Ｂ
以
下
 

群
遅
延
時
間
特
性
 

7
0
.
8
k
Ｈ
z
±
4
.
4
k
Ｈ
z
以
内
に
て
 
 

1
0
μ
s
(
p
－
p
)
以
内
 

1
1
8
.
0
0
7
k
Ｈ
z
デ
ー
タ
信
号
副
搬
送
波

 
振
幅
周
波
数
特
性
 

1
1
1
.
6
k
Ｈ
z
か
ら
1
2
4
.
4
k
Ｈ
z
に
お
い
て
 

１
d
Ｂ
(
p
－
p
)
以
内
 



八
一 

1
1
0
.
0
k
Ｈ
z
か
ら
1
2
6
.
0
k
Ｈ
z
に
お
い
て
 

０
d
Ｂ
,
－
３
d
Ｂ
以
内
 

9
4
.
4
k
Ｈ
z
以
下
 

－
5
0
d
Ｂ
以
下
 

1
4
1
.
6
k
Ｈ
z
以
上
 

－
5
0
d
Ｂ
以
下
 

群
遅
延
時
間
特
性
 

1
1
8
.
0
k
Ｈ
z
±
6
.
4
k
Ｈ
z
以
内
に
て
 

1
0
μ
s
(
p
－
p
)
以
内
 

 

 
 

別
図
第
三
号
か
ら
別
図
第
四
号
の
一
の
二
ま

で
 
削
除
 

別
図
第
三
号
（
第

3
7
条
の
３
の
２
第
２
項
関
係
)
 

 
（
1
)
 
最
初
の
フ
イ
ー
ル
ド
 

 

 

 
（
2
)
 
次
の
フ
イ
ー
ル
ド
 

 

 

 
（
3
)
 
（
1
)
の

3
―
3
の
詳
細
 

 

 

 
（
4
)
 
（
2
)
の

4
―
4
の
詳
細
 

 

 

 
（
5
)
 
（
3
)
の

5
―
5
の
詳
細
 



八
二 

 

 

 
注
１
 
Ｈ
：
一
つ
の
走
査
線
の
初
め
か
ら
次
の
走
査
線
の
初
め
ま
で
の
時
間
 

 
２
 
Ｖ
：
一
つ
の
フ
イ
ー
ル
ド
の
初
め
か
ら
次
の
フ
イ
ー
ル
ド
の
初
め
ま
で
の
時
間
 

 
３
 
垂
直
帰
線
消
去
の
前
縁
と
後
縁
と
は
、
0
.
1
Ｈ
以
内
に
完
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
４
 
水
平
帰
線
消
去
の
前
縁
と
後
縁
と
は
、
い
か
な
る
映
像
信
号
に
お
い
て
も
最
小
値
（
Ｘ
＋
Ｙ
)
と
最
大
値
（
Ｚ
)

と
を
保
持
す
る
に
足
る
程
度
に
急
し
ゆ
ん
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
５
 
＊
印
の
値
は
、
長
時

間
の
変
動
に
対
す
る
許
容
値
で
あ
つ
て
、
次
々
の
サ

イ
ク
ル
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 
６
 
等
化
パ
ル
ス
の
面
積
は
、
水
平
同
期
パ
ル
ス
の
面
積
の

0
.
4
5
か
ら

0
.
5
ま
で
の
間
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
７
 
カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
は
、
各
水
平
同
期
パ
ル
ス
の

後
に
続
け
て
伝
送
す
る
が
、
等
化
パ
ル
ス
及
び
垂
直

同
期
パ

ル
ス
の
後
に
伝
送
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 
８
 
表
に
示
し
た
カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
の
数
値
は
、
カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
の
始
ま
る
時
間
と
終
わ
る
時
間
と
を
定
め
る

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
位
相
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
９
 
色
信
号
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
1
0
 
「
Ｐ
」
は
、
映
像
の
輝
度
信
号
の
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
か
ら
の
最
大
偏
移
を
示
し
、
色
信
号
は
示
し
て
い
な

い
。
 

 
「
Ｓ
」
は
、
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
か
ら
の
同
期
信
号
振
幅
を
示
す
。
 

 
「
Ｃ
」
は
、
映
像
信
号
搬
送
波
の
最
大
振
幅
を
示
す
。
 

 
 

 
別
図
第
四
号
（
第

3
7
条
の
６
第
７
号
関
係
)
 



八
三 

 

 

 
 

 
別
図
第
四
号
の
一
の
二
（
第

3
7
条
の
６
の
３
関
係
)
 

 

 

 
注
１
 
2
0
0
k
Ｈ
z
か
ら

5
0
0
k
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
に
お
け
る
振
幅
の
平
均
値
を
１
と
す
る
。
 

 
２
 
本
図
は
、
色
信
号
副
搬
送
波
周
波
数
の
４
倍
の
周
波
数
に
よ
つ
て
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
た
波
形
を
１
ク
ロ
ツ
ク

差
分
し
た
と
き
の
ス
ペ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
 

 
 

別
図
第
四
号
の
二
・
別
図
第
四
号
の
二
の
二

 
（
略
）
 

別
図
第
四
号
の
二
・
別
図
第
四
号
の
二
の
二
 
（
同
左
）
 

 
 

別
図
第
四
号
の
二
の
三
か
ら
別
図
第
四
号
の

八
の
四
ま
で
 
削
除
 

別
図
第
四
号
の
二
の
三
（
第

3
7
条
の

1
5
関
係
)
 



八
四 

 

 

 
注
 
上
図
の
値
は
、
副
チ
ヤ
ネ
ル
信
号
が
主
チ
ヤ
ネ
ル
信
号
に
対
し
て

2
0
μ
s
の
遅
延
特
性
を
有
す
る
復
調
器
を
用

い
た
場
合
の
も
の
と
す
る
。
 

 
 

 
別
図
第
四
号
の
三
（
第

3
7
条
の

1
8
及
び
第

3
7
条
の

2
0
の
４
関
係
)
 

 

 

 
注
１
 
Ｔ
c
＝
１
／
 
３
６
４
f
H
 
μ
ｓ
（
f
H
は
、
M
H
z
を
単
位
と
し
た
水
平
同
期
パ
ル
ス
の
周
波
数
)
 



八
五 

 
２
 
こ
の
許
容
値
は
、
長

時
間
の
変
動
に
対
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
フ
ィ

ー
ル
ド
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 
 

 
別
図
第
四
号
の
四
（
第

3
7
条
の

1
9
及
び
第

3
7
条
の

2
0
の

5
関
係
)
 

 

 

 
注
 
2
0
0
k
Ｈ
z
か
ら

5
0
0
k
Ｈ
z
ま
で
の
周
波
数
に
お
け
る
振
幅
の
平
均
値
を
１
と
す
る
。
 

 
 

 
別
図
第
四
号
の
四
の
二
（
第

3
7
条
の

2
0
の
８
第
３
項
関
係
)
 



八
六 

 

 

 
 

 
別
図
第
四
号
の
五
（
第

3
7
条
の

2
3
第
１
項
関
係
）
 

 
(
1
)
 
最
初
の
フ
イ
ー
ル
ド
 

 

 
(
2
)
 
次
の
フ
イ
ー
ル
ド
 

 

 

 
(
3
)
 
(
1
)
の

3
―
3
の
詳
細
 



八
七 

 

 

 
(
4
)
 
(
2
)
の

4
―
4
の
詳
細
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
5
)
 
(
3
)
の

5
―
5
の
詳
細
 

 

 

 
注
１
 
「
Ｈ
」
は
、
一
つ
の
走
査
線
の
初
め
か
ら
次
の
走
査
線
の
初
め
ま
で
の
時
間
を
示
す
。
 

２
 
「
Ｖ
」
は
、
一
つ
の
フ
イ
ー
ル
ド
の
初
め
か
ら
次
の
フ
イ
ー
ル
ド
の
初
め
ま
で
の
時
間
を
示
す
。
 

３
 
垂
直
帰
線
消
去
の
前
縁
と
後
縁
と
は
、
0
.
1
Ｈ
以
内
に
完
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 

水
平

帰
線

消
去

の
前

縁
と

後
縁

と
は

、
い

か
な

る
映

像
信

号
に

お
い

て
も

最
小

値
(
Ｘ

＋
Ｙ

)
と

最
大

値
(
Ｚ

)

と
を
保
持
す
る
に
足
る
程
度
に
急
し
ゆ
ん
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
＊
印
の
値
は
、
長
時
間
の
変
動
に
対
す
る
許
容
値
で
あ
つ
て
、
次
々
の
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

６
 
等
化
パ
ル
ス
の
面
積
は
、
水
平
同
期
パ
ル
ス
の
面
積
の

0
.
4
5
か
ら

0
.
5
ま
で
の
間
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
は
、
各
水
平
同
期
パ
ル
ス
の
後
に
続
け
て
伝
送
す
る
が
、
等
化
パ
ル
ス
及
び
垂
直
同
期
パ
ル

ス
の
後
に
伝
送
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

８
 
表
に
示
し
た
カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
の
数
値
は
、
カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
の
始
ま
る
時
間
と
終
わ
る
時
間
と
を
定
め
る
も

の
で
あ
つ
て
、
そ
の
位
相
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
 

９
 
色
信
号
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
カ
ラ
ー
バ
ー
ス
ト
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

1
0
 
「
Ｐ
」
は
、
映
像
の
輝
度
信
号
の
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
か
ら
の
最
大
偏
移
を
示
し
、
色
信
号
は
示
し
て
い
な
い
。

「
Ｓ
」
は
、
ペ
デ
ス
タ
ル
レ
ベ
ル
か
ら
の
同
期
信
号
振
幅
を
示
す
。
 

1
1
 
映
像
信
号
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第

1
8
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
小
値
(
Ｘ
)
は

0
.
0
0
7
Ｈ
、
最
小
値
(
Ｙ
)
は

0
.
1
2
6
Ｈ
と

す
る
。
 

 
 

 
別
図
第
四
号
の
六
（
第

3
7
条
の

2
3
第
４
項
関
係
）
 



八
八 

 

 

 
注
 
相
対
振
幅
は
、
5
.
7
2
7
2
7
2
Ｍ
Ｈ
z
の
周
波
数
に
お
け
る
振
幅
を

0
デ
シ
ベ
ル
と
し
た
と
き
の
値
（
単
位

d
Ｂ
）
と

す
る
。
 

 
 

 
別
図
第
四
号
の
七
（
第

3
7
条
の

2
6
第
１
号
関
係
）
 

 

 

 
 

 
別
図
第
四
号
の
八
か
ら
別
図
第
四
号
の
八
の
四
ま
で
 
削
除
 



八
九 

 
 

別
図
第
四
号
の
八
の
五
 
搬
送
波
の
変
調
波

ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第

3
7
条
の

2
7
の
８
第
１
項
関
係
)
 

別
図
第
四
号
の
八
の
五
 
（
同
左
）
 

（
1
)
 
1
セ
グ
メ
ン
ト
形
式
 

（
1
)
 
（
同
左
）
 

（
図
略
）
 

 
（
同
左
）
 

（
表
略
）
 

 
 
（
同
左
）
 

＊
 
空
中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
を
超
え

5
Ｗ
以

下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
（
5
3
.
6
＋
5
.
6
l
o
g
P
)
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
、
空

中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
5
2
.
0
d
Ｂ
／
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

＊
 
自
局
の
放
送
区
域
内
で
隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
（
自
局
に
割
り
当
て
ら
れ
た
周
波
数
帯
に
相
当
す
る
法
第
７
条

第
２

項
第

２
号

の
放

送
用

周
波

数
使

用
計

画
に

お
け

る
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
と

１
つ

異
な

る
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
（
1
3
か
ら

6
2
ま
で
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
に
限
り
、
自
局
に
割
り
当
て
ら
れ
た
周
波
数
帯
に

相
当
す
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
が

3
の
と
き
は

4
、
4
の
と
き
は

3
、
1
2
の
と
き
は

1
3
、
1
3
の
と
き
は

1
2
を
そ
れ

ぞ
れ
除
く
。
)
を
い
う
。
以
下
こ
の
別
図
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
対
応
す
る
周
波
数
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ

ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
以
下
こ
の
別
図
に
お
い
て
同
じ
。
)
（
自
局
の
実
効
輻
射
電
力
に
対
し
て

1
3
0
倍
未
満
の

実
効
輻
射
電
力
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
)
に
使
用
さ
れ
な
い
場
合
、
空
中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
を
超
え

5
Ｗ
以
下
の
無

線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
（
5
3
.
6
＋
5
.
6
l
o
g
Ｐ
)
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
、
空
中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ

て
は
－
5
2
.
0
d
Ｂ
／
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

注
 
（
略
）
 

注
 
（
同
左
）
 

（
2
)
 
３
セ
グ
メ
ン
ト
形
式
 

（
2
)
 
（
同
左
）
 
 

（
図
略
）
 

 
（
同
左
）
 

（
表
略
）
 

 
 
（
同
左
）
 

＊
 
空
中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
を
超
え

5
Ｗ
以

下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
（
4
5
.
1
＋
1
0
l
o
g
Ｐ
)
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
、
空

中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
6
1
.
0
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

＊
 
自
局
の
放
送
区
域
内
で
隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
に
対
応
す
る
周
波
数
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
自
局
の
実

効
輻
射
電
力
に
対
し
て
（
1
3
0
／
3
)
倍
未
満
の
実
効
輻
射
電
力
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
)
に
使
用
さ
れ
な
い
場
合
、

空
中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
を
超
え

5
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
（
4
5
.
1
＋
1
0
l
o
g
Ｐ
)
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
、
空
中

線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
6
1
.
0
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

注
 
（
略
）
 

注
 
（
同
左
）
 

（
3
)
 
（
1
)
と
（
2
)
が
混
在
す
る
場
合
 

（
3
)
 
（
同
左
）
 

（
表
略
）
 

 

＊
 
空
中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
を
超
え

5
Ｗ
以
下

の
無

線
設
備
に
あ
つ
て
は

－
（

1
0
l
o
g
（
6
0
0
0
／
1
4
×
n
／

1
0
)
＋
4
3

＋
1
0
l
o
g
Ｐ
)
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
、
空
中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
（
4
0
＋
1
0
l
o
g（

1
0
／
6
0
0
0

／
1
4
×
n
)
)
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

＊
 
自
局
の
放
送
区
域
内
で
隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
に
対
応
す
る
周
波
数
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
自
局
の
実

効
輻
射
電
力
に
対
し
て
（
1
3
0
／
n
)
倍
未
満
の
実
効
輻
射
電
力
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
)
に
使
用
さ
れ
な
い
場
合
、

空
中

線
電

力
が

0
.
5
Ｗ

を
超

え
5
Ｗ

以
下

の
無

線
設
備

に
あ
つ

て
は

－
（

1
0
l
og
（

6
0
0
0
／

1
4
×

n
／

1
0
)
＋

4
3
＋

1
0
l
o
g
Ｐ
)
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
、
空
中
線
電
力
が

0
.
5
Ｗ

以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
（
4
0
＋
1
0
l
o
g（

1
0
／
6
0
0
0

／
1
4
×
n
)
)
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

注
１
～
４
 
（
略
）
 

注
１
～
４
 
（
同
左
）
 

 
 

別
図
第
四
号
の
八
の
八
 
搬
送
波
の
変
調
ス

ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第

3
7
条
の

2
7
の

1
0
第
４
項
関
係
)
 

別
図
第
四
号
の
八
の
八
 
（
同
左
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

（
表
略
）
 

（
同
左
）
 

＊
１
 
空
中
線
電
力

が
0
.
2
5
Ｗ
を
超
え

2
.
5
Ｗ
以

下
の
無
線
設
備
に
あ

つ
て

は
－
（
7
3
.
4
＋
1
0
l
o
g
Ｐ
)
d
Ｂ
／
1
0
k

Ｈ
z
、
空
中
線
電
力

が
0
.
2
5
Ｗ
以
下
の
無
線
設

備
（

＊
2
の
場
合
を
除
く

。
)
に
あ
つ
て
は
－
6
7
.
4
d
Ｂ

／
1
0
k

Ｈ
z
と
す
る
。
 

＊
１
 
自
局
の
放
送
区
域
内
で
隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
（
自
局
に
割
り
当
て
ら
れ
た
周
波
数
帯
に
相
当
す
る
法
第
７

条
第

２
項

第
２

号
の

放
送
用

周
波
数

使
用

計
画

に
お
け

る
テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送
の

チ
ャ
ン

ネ
ル

番
号

と
1

つ

異
な
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
（
1
3
か
ら

6
2
ま
で
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
に
限
る
。
)
を
い
う
。
以
下
こ
の
別
図
に



九
〇 

お
い

て
同

じ
。

)
に

対
応

す
る

周
波

数
が

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

（
デ

ジ
タ

ル
放

送
を

除
き

、
自

局
の

実
効

輻
射
電
力
の

1
0
倍
未
満
の
実
効
輻
射
電
力
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
使
用
さ
れ
な
い
場
合
、
空
中
線
電
力
が

0
.
2
5
Ｗ

を
超

え
2
.5
Ｗ

以
下

の
無
線

設
備

に
あ
つ

て
は

－
（

7
3
.4
＋

1
0
l
og
Ｐ

)d
Ｂ

／
1
0k
Ｈ
z
、

空
中

線
電
力

が
0
.
2
5
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
（
＊
2
の
場
合
を
除
く
。
)
に
あ
つ
て
は
－
6
7
.
4
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

＊
２
 
空
中
線
電
力
が

0
.
0
2
5
Ｗ
を
超
え

0
.
2
5
Ｗ
未
満
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
（
7
3
.
4
＋
1
0
l
o
g
Ｐ
)
d
Ｂ
／
1
0
k

Ｈ
z
、
空
中
線
電
力
が

0
.
0
2
5
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
－
5
7
.
4
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

＊
２
 
自
局
の
放
送
区
域
内
で
隣
接
チ
ャ
ン
ネ
ル
番
号
に
対
応
す
る
周
波
数
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ

ル
放
送
を
除
く
。
)
に
使
用
さ
れ
な
い
場
合
、
空
中
線
電
力
が

0
.
0
2
5
Ｗ
を
超
え

0
.
2
5
Ｗ
未
満
の
無
線
設
備
に

あ
つ

て
は

（
7
3
.4
＋

1
0
l
og
Ｐ

)
d
Ｂ

／
1
0k
Ｈ

z
、

空
中

線
電
力

が
0
.
0
25
Ｗ

以
下

の
無
線

設
備

に
あ
つ

て
は
－

5
7
.
4
d
Ｂ
／
1
0
k
Ｈ
z
と
す
る
。
 

注
 
（
略
）
 

注
 
（
同
左
）
 

 
 

 



九
一 

○
基
幹
放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）        

 
    

 
 

 
         

 
 

 
   

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
用
語
の
意
義
） 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
中
の
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
本
条
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
条 

（
同
上
） 

一
～
十
一 

（
略
） 

一
～
十
一 

（
同
上
） 

十
二 

「
放
送
の
種
類
」
と
は
、
中
波
放
送
、
短
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
、
デ
ー
タ
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、

超
短
波
文
字
多
重
放
送
、
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
等
の
種
別
を
い
う
。 

十
二 

「
放
送
の
種
類
」
と
は
、
中
波
放
送
、
短
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
、
デ
ー
タ
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、

超
短
波
文
字
多
重
放
送
、
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重

放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
、

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
放
送
等
の
種
別
を
い
う
。 

十
三
・
十
四 

（
略
） 

十
三
・
十
四 

（
同
上
） 

十
五 

「
放
送
区
域
」
と
は
、
一
の
基
幹
放
送
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
放
送
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
限
る
。
）
、

超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
つ
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
を
い
う
。 

十
五 

「
放
送
区
域
」
と
は
、
一
の
基
幹
放
送
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
放
送
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
限
る
。
）
、

超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超
短
波
文
字
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放

送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を

行
う
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
を
い
う
。 

(１)
・
(２) 

（
略
） 
(１)
・
(２) 

（
同
上
） 

(３) 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局 

(３) 
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送

局 

 

(一) 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
わ
な
い
も
の 



九
二 

 

ア 

九
〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
同
期

信
号
波
形
の
尖
頭
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。）
が
、
次

の
表
に
掲
げ
る
電
界
強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以

上
で
あ
る
区
域 

 

区

域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル
） 

高
雑
音
区
域 

一
〇
以
上 

 
 
 
 
 
  

二
五
以
下 

中
雑
音
区
域 

三
以
上 

 
 
 

一
〇
未
満 

低
雑
音
区
域 

〇
・
五
以
上 

 
 
 
 

三
未
満 

 

 

イ 

四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
三
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ

る
区
域 

 

ウ 

一
一
・
七
GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
力
束
密
度
（
送
信
空
中
線
を
見
通
せ
る
高
さ
に
お
け

る
同
期
信
号
波
形
の
尖
頭
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
が
、
毎
平
方
メ
ー
ト

ル
〇
・
〇
三
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

 

(二) 

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
も
の 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の
と
す

る
。）
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
一
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の
と

す
る
。
）
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
一
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域 

(４) 

（
略
） 

(４) 

（
同
上
） 

 

(５) 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を



九
三 

行
う
基
幹
放
送
局 

 

(一) 

九
〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の
と

す
る
。
(二)
に
お
い
て
同
じ
。）
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
電
界
強
度
の
範
囲
に
お

い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る
区
域 

 

区

域 

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル
） 

高
雑
音
区
域 

五
以
上 

一
二
・
五
以
下 

中
雑
音
区
域 

一
・
五
以
上 

 
 
 

五
未
満 

低
雑
音
区
域 

〇
・
二
五
以
上 

 

一
・
五
未
満 

 

 

(二) 

四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
一
・
五
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で

あ
る
区
域 

 

(三) 

一
一
・
七
GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 

基
幹
放
送
局
の
電
力
束
密
度
（
送
信
空
中
線
を
見
通
せ
る
高
さ
に
お
け
る

も
の
と
す
る
。
）
が
、
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
〇
・
〇
〇
三
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

で
あ
る
区
域 

 
 

第
七
条 

超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波

文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
開

設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
針
と
し
て
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条 

超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超
短
波
文

字
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又

は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す

る
も
の
を
除
く
。）
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
針
と
し
て
次
の
各
号
の
条
件
を

満
た
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



九
四 

一 

開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
型
式
及
び
構
成
、
設
置
場

所
（
次
号
の
規
定
に
よ
り
他
の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近
接

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
高
さ
並
び
に
実
効
輻ふ

く

射
電
力

は
、
そ
の
放
送
し
よ
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
そ
の
放
送
の
受
信
が
有
効
に
行
わ

れ
る
た
め
必
要
な
電
界
強
度
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
型
式
及
び
構
成
、
設
置
場

所
（
次
号
の
規
定
に
よ
り
他
の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近
接

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
高
さ
並
び
に
実
効
輻ふ

く

射
電
力
又

は
等
価
等
方
輻ふ

く

射
電
力
（
一
一
・
七
GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送

局
の
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
放
送
し
よ
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
そ
の
放
送
の

受
信
が
有
効
に
行
わ
れ
る
た
め
必
要
な
電
界
強
度
又
は
電
力
束
密
度
（
一
一
・
七

GHz
か
ら
一
二
・
二
GHz
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
、

テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
限
る
。）
を
生
ず
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

二 

開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
は
、
そ
の
局
を

開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
局
又
は
こ
れ
と
放
送
の
種
類
を
同
じ
く
す
る
他
の
基

幹
放
送
局
の
放
送
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
他
の
基
幹
放
送
局
又
は
当
該
開
設
し
よ

う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
と
共
通
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
他
の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近
接
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

二 

開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
は
、
そ
の
局
を

開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
局
又
は
こ
れ
と
放
送
の
種
類
を
同
じ
く
す
る
他
の
基

幹
放
送
局
の
放
送
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
他
の
基
幹
放
送
局
又
は
当
該
開
設
し
よ

う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
と
共
通
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
他
の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近
接
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放

送
、
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
音
声
多
重
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。）
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波

数
が
九
〇
MHz
か
ら
二
二
二
MHz
ま
で
の
も
の
又
は
四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま

で
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
当
該
他
の
基
幹
放
送
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が



九
五 

そ
れ
ぞ
れ
四
七
〇
MHz
か
ら
七
七
〇
MHz
ま
で
の
も
の
又
は
九
〇
MHz
か
ら
二
二
二

MHz
ま
で
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線

の
設
置
場
所
が
互
い
に
近
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
電
波
の
能
率
的
な
使
用
上

適
当
で
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

 



九
六 

○
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
特
定
無
線
設
備
等
） 

（
特
定
無
線
設
備
等
） 

第
二
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
特
定
無
線
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

第
二
条 

（
同
上
） 

一
～
五
十
六 

（
略
） 

一
～
五
十
六 

（
同
上
） 

五
十
七 

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
及
び
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十

一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線

設
備
（
他
の
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に
よ
る
放
送
を
行
う
た

め
の
無
線
設
備
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以

下
の
も
の 

五
十
七 

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
及
び
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十

一
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
に

使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
他
の
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み

に
よ
る
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限
る
。）
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力

が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の 

五
十
七
の
二 

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
七

の
十
一
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
に
使
用
す
る
た

め
の
無
線
設
備
（
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
に
限
る
。
）

で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の 

五
十
七
の
二 

設
備
規
則
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
七

の
十
一
ま
で
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う

放
送
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
（
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め

の
無
線
設
備
に
限
る
。）
で
あ
つ
て
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下

の
も
の 

五
十
七
の
三
～
六
十
三 

（
略
） 

五
十
七
の
三
～
六
十
三 

（
同
上
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

 



九
七 

○
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

別
表
第
七
号 

登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
項
目
（
第
十
九
条
第
一
項
関
係
） 

別
表
第
七
号 

（
同
上
） 

第
一
・
第
二 

（
略
） 

第
一
・
第
二 

（
同
上
） 

第
三 

無
線
設
備 

第
三 

（
同
上
） 

一 

無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
実
装
の
照
合 

一 

（
同
上
） 

 
 

 

（
表
略
） 

 

二 

電
気
的
特
性
の
点
検 

二 

（
同
上
） 

無
線
局
の
種
別
及
び

無
線
設
備
名 

点
検
の
項
目 

備
考 

（
略
） 

地
上
基
幹
放
送
局 

一 

周
波
数 

二 

占
有
周
波
数
帯
幅 

三 

ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不

要
発
射
の
強
度 

四 

空
中
線
電
力 

五 

総
合
周
波
数
特
性 

・ 
四
に
つ
い
て
は
、
実
効
輻
射
電

力
又
は
空
中
線
効
果
の
確
認
を
行

う
た
め
の
電
界
強
度
測
定
を
含

む
。 

 

・ 

五
に
つ
い
て
は
、
演
奏
所
を
有

す
る
（
演
奏
所
と
直
結
す
る
も
の

を
含
む
。
）
地
上
基
幹
放
送
局
（
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
及
び
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放

送
局
を
除
く
。）
に
限
る
。 

 

（
略
） 

 

無
線
局
の
種
別
及
び

無
線
設
備
名 

点
検
の
項
目 

備
考 

（
同
上
） 

地
上
基
幹
放
送
局 

一 

周
波
数 

二 

占
有
周
波
数
帯
幅 

三 

ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不

要
発
射
の
強
度 

四 

空
中
線
電
力 

五 

総
合
周
波
数
特
性 

・ 

四
に
つ
い
て
は
、
実
効
輻
射
電

力
又
は
空
中
線
効
果
の
確
認
を
行

う
た
め
の
電
界
強
度
測
定
を
含
む

（
衛
星
補
助
放
送
を
行
う
無
線
局

を
除
く
。
）
。 

・ 

五
に
つ
い
て
は
、
演
奏
所
を
有

す
る
（
演
奏
所
と
直
結
す
る
も
の

を
含
む
。
）
地
上
基
幹
放
送
局
（
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放

送
に
限
る
。
）
及
び
マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

を
除
く
。
）
に
限
る
。 

（
同
上
） 

 



九
八 

注
１
～
３ 

（
略
） 

注
１
～
３ 

（
同
上
） 

三 

（
略
） 

三 

（
同
上
） 

 
 

 



九
九 

○
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周
波
数
終
了
対
策
業
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
四
号)

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
無
線
局
の
目
的
） 

（
無
線
局
の
目
的
） 

第
三
条 

次
条
の
無
線
局
の
目
的
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
区
分
し
、
そ
れ
ぞ

れ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
が
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

（
同
上
） 

一 

電
気
通
信
業
務
用 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

二
条
第
六
号
の
電
気
通
信
業
務
並
び
に
同
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
二
号
の
電
気
通
信
事
業
を
行
う
者
が
、
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
（
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
で
あ
る
こ
と
（
対
地
静
止
衛
星
（
地
球
の
赤
道
面
上

に
円
軌
道
を
有
し
、
か
つ
、
地
球
の
自
転
軸
を
軸
と
し
て
地
球
の
自
転
と
同
一
の

方
向
及
び
周
期
で
回
転
す
る
人
工
衛
星
を
い
う
。）
に
開
設
す
る
無
線
局
に
あ
っ
て

は
、
本
邦
外
の
場
所
相
互
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
の
一

部
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）。 

一 

電
気
通
信
業
務
用 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

二
条
第
六
号
の
電
気
通
信
業
務
並
び
に
同
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
二
号
の
電
気
通
信
事
業
を
行
う
者
が
、
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
対
地
静
止
衛
星
（
地
球
の
赤
道
面
上
に

円
軌
道
を
有
し
、
か
つ
、
地
球
の
自
転
軸
を
軸
と
し
て
地
球
の
自
転
と
同
一
の
方

向
及
び
周
期
で
回
転
す
る
人
工
衛
星
を
い
う
。
）
に
開
設
す
る
無
線
局
に
あ
っ
て

は
、
本
邦
外
の
場
所
相
互
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
の
一

部
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）。 

二 

公
共
業
務
用 

人
命
及
び
財
産
の
保
護
、
治
安
の
維
持
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

公
共
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
開
設
す
る
も
の
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
の

無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
で
あ
る
こ
と
。 

二 

公
共
業
務
用 

人
命
及
び
財
産
の
保
護
、
治
安
の
維
持
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

公
共
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
第
十
一
号
の
放

送
事
業
用
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）。 

三 

簡
易
無
線
通
信
業
務
用 

簡
易
な
無
線
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

開
設
す
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
で

あ
る
こ
と
。 

三 
簡
易
無
線
通
信
業
務
用 

簡
易
な
無
線
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
次
号
の
ア
マ
チ
ュ
ア
業
務
用
の
無
線
局
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。）
。 

四 

ア
マ
チ
ュ
ア
業
務
用 

金
銭
上
の
利
益
の
た
め
で
な
く
、
専
ら
個
人
的
な
無
線

四 

（
同
上
） 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%64%8b%43%92%ca%90%4d%8e%96%8b%c6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%95%53%98%5a%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000001000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%64%8b%43%92%ca%90%4d%8e%96%8b%c6%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%95%53%98%5a%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000001000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000016400000000001000000002000000000


一
〇
〇 

技
術
の
興
味
に
よ
っ
て
行
う
自
己
訓
練
、
通
信
及
び
技
術
的
研
究
の
業
務
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と 

五 
中
波
放
送
用 

中
波
放
送
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
（
第
一

号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

五 

中
波
放
送
用 

中
波
放
送
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
（
電
気
通
信
業
務
用
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
第
十
号
ま

で
に
お
い
て
同
じ
。
）
。 

六 

短
波
放
送
用 
短
波
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委

員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
二 

に
規
定
す
る
も
の
の
う

ち
、
第
九
号
に
規
定
す
る
放
送
を
い
う
。）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る

も
の
（
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
で
あ
る
こ

と
。 

六 

短
波
放
送
用 

短
波
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委

員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
二 

に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

超
短
波
放
送
用 

超
短
波
放
送
又
は
超
短
波
多
重
放
送
（
超
短
波
放
送
の
電
波

に
重
畳
し
て
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
、
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
影
像
又
は
信
号
を

送
る
放
送
で
あ
っ
て
、
超
短
波
放
送
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。）
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
（
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

七 

超
短
波
放
送
用 

超
短
波
放
送
又
は
超
短
波
多
重
放
送
（
超
短
波
放
送
の
電
波

に
重
畳
し
て
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
、
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
影
像
又
は
信
号
を

送
る
放
送
で
あ
っ
て
、
超
短
波
放
送
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。）
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
で
あ
る
こ
と
。 

八 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開

設
す
る
も
の
（
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
で

あ
る
こ
と
。 

八 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送

（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
電
波
に
重
畳
し
て
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
、
文
字
、
図

形
そ
の
他
の
影
像
又
は
信
号
を
送
る
放
送
で
あ
っ
て
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
該

当
し
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
（
次
号
の
受
信
障
害
対
策
放
送
用
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。 

九 

受
信
障
害
対
策
放
送
用 

法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
受
信
障
害
対
策
中
継

放
送
で
あ
っ
て
、
相
当
範
囲
に
わ
た
る
受
信
の
障
害
が
発
生
し
て
い
る
地
上
基
幹

九 

受
信
障
害
対
策
放
送
用 

十
二
・
〇
九
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
十
二
・
二
〇
〇
ギ

ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%93%64%8a%c4%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%93%64%8a%c4%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%6c%8d%86%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000024002000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000024002000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000024002000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%93%64%8a%c4%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%93%64%8a%c4%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%6c%8d%86%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000024002000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000024002000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000024002000000


一
〇
一 

放
送
の
受
信
障
害
の
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設

す
る
も
の
（
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ

る
こ
と
。 

多
重
放
送
で
あ
っ
て
、
高
層
建
築
物
等
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
多
重
放
送
の
受
信
障
害
の
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

十 

デ
ー
タ
放
送
用 

デ
ー
タ
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八

号
の
四
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の

（
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
の
無
線
局
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
で
あ
る
こ
と
。 

十 

デ
ー
タ
放
送
用 

デ
ー
タ
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八

号
の
四
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

十
一 

放
送
事
業
用 

基
幹
放
送
事
業
者
又
は
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
が
、
放
送

事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

十
一 

（
同
上
） 

十
二
・
十
三 

（
略
） 

十
二
・
十
三 

（
同
上
） 

 
 

（
無
線
局
の
区
分
） 

（
無
線
局
の
区
分
） 

第
四
条 

法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
無
線
局
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

第
四
条 

（
同
上
） 

一
～
三
十
三 

（
略
） 

一
～
三
十
三 

（
同
上
） 

 

三
十
四 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局
の
目

的
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
無
線
局
に
係
る
電
気
通

信
設
備
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の

標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
七
号
）
に
よ
る
も
の
以
外
の
も
の

で
あ
る
も
の 

三
十
四 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局
の
目

的
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用
で
あ
る
も
の 

三
十
五 

無
線
通
信
の
態
様
が
放
送
業
務
で
あ
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
無
線
局
の
目

的
が
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
用
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
無
線
局
に
係
る
電
気
通

信
設
備
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の

標
準
方
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
も
の 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%93%64%8a%c4%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8d%86%82%cc%8e%6c&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%93%64%8a%c4%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8d%86%82%cc%8e%6c&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%93%64%8a%c4%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8d%86%82%cc%8e%6c&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%93%64%8a%c4%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8d%86%82%cc%8e%6c&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000028004000000


一
〇
二 

三
十
五
～
六
十
二 

（
略
） 

三
十
六
～
六
十
三 

（
同
上
） 

２ 
（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

 



一
〇
三 

○
超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
六
号
）     

 
 

 
 

  
 

    
 

 
 

         
 

 
 

   

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

目
次 

目
次 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
一
章 

（
同
上
） 

第
二
章 

地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送
（
第
三
条
―
第
七
条
） 

第
二
章 

（
同
上
） 

 

第
三
章 

衛
星
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送
（
第
八
条
―
第
十
三
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
八
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
） 

附
則 

附
則 

 
 

 

第
三
章 

衛
星
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送 

 
 

 

（
適
用
の
範
囲
） 

 

第
八
条 

こ
の
章
の
規
定
は
、
衛
星
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送
に
適
用
が

あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
周
波
数
帯
幅
等
） 

 

第
九
条 
使
用
す
る
周
波
数
帯
幅
は
、
二
七
MHz
と
す
る
。 

 

２ 

搬
送
波
の
周
波
数
は
、
周
波
数
帯
幅
の
中
央
の
周
波
数
と
す
る
。 

 
 



一
〇
四 

 

（
搬
送
波
の
変
調
） 

 

第
十
条 

搬
送
波
の
変
調
の
型
式
は
、
周
波
数
変
調
と
し
、
当
該
搬
送
波
は
、
別
図
第
二

号
に
示
す
回
路
に
よ
っ
て
変
調
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
は
、
別
図
第
三
号
に
示
す
回
路
に
よ
っ
て
符
号
化
さ
れ
た

二
軸
の
二
値
の
符
号
系
列
と
す
る
。 

 

３ 

別
図
第
三
号
に
示
す
回
路
に
入
力
さ
れ
る
信
号
は
、
別
図
第
四
号
に
示
す
回
路
に
よ

っ
て
非
周
期
化
さ
れ
た
二
値
の
符
号
系
列
と
す
る
。 

 

４ 

搬
送
波
を
変
調
す
る
各
軸
の
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
一
二
・
二
八
八
メ
ガ
ビ
ッ

ト
と
す
る
。 

 
 

 

（
多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
） 

 

第
十
一
条 

別
図
第
四
号
に
示
す
回
路
に
入
力
さ
れ
る
信
号
は
、
多
重
フ
レ
ー
ム
（
六
行

二
千
四
十
八
列
の
行
列
（
以
下
「
多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
」
と
い
う
。
）
と
し
て
構
成
さ

れ
る
一
二
、
二
八
八
ビ
ッ
ト
の
符
号
系
列
を
い
う
。
）
の
集
ま
り
と
す
る
。 

 

２ 

多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
の
各
行
に
書
き
込
ま
れ
る
符
号
系
列
は
、
別
図
第
五
号
に
示
す

回
路
に
よ
っ
て
非
周
期
化
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
（
三
十
二
行
六
十
四
列
の
行
列
（
以
下
「
フ

レ
ー
ム
行
列
」
と
い
う
。
）
と
し
て
構
成
さ
れ
る
二
、
〇
四
八
ビ
ッ
ト
の
符
号
系
列
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
、
行
番
号
順
に
第
一
フ
レ
ー
ム
か
ら
第
六
フ
レ
ー
ム
ま
で

の
番
号
を
付
す
。 

 

３ 

多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
の
各
行
へ
の
符
号
の
書
き
込
み
は
、
第
一
列
か
ら
第
二
千
四
十



一
〇
五 

八
列
ま
で
列
番
号
順
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

４ 

多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
か
ら
の
符
号
の
読
み
出
し
は
、
各
列
の
第
一
行
か
ら
順
に
第
六

行
ま
で
列
番
号
順
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
に
書
き
込
ま
れ
る
各
フ
レ
ー
ム
の
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
二
、
〇

四
八
キ
ロ
ビ
ッ
ト
と
す
る
。 

 

６ 

多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
の
同
期
符
号
及
び
制
御
手
順
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
フ
レ
ー
ム
行
列
の
構
成
等
） 

 

第
十
二
条 

フ
レ
ー
ム
行
列
の
構
成
及
び
制
御
手
順
、
音
声
信
号
の
送
出
手
順
並
び
に
デ

ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
（
デ
ー
タ
の
伝
送
の
た
め
の
符
号
系
列
及
び
そ
の
種
類
の
識
別
の
た
め

の
符
号
系
列
の
組
を
い
う
。
）
の
送
出
手
順
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

疑
似
乱
数
符
号
重
畳
方
式
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）

に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
八
号
）
第
二
十
一
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
疑
似
乱
数
符
号
重
畳
方
式
を
い
う
。）
に
よ
る
音
声
信
号

の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
関
す

る
送
信
の
標
準
方
式
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
手
順
、
疑
似
乱
数
符
号
系
列
の
生
成
方
法
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
に

関
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
並
び
に
関
連
情
報
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送



一
〇
六 

を
除
く
。
）
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
関

連
情
報
を
い
う
。
）
の
構
成
及
び
送
出
手
順
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
準
用
規
定
） 

 

第
十
三
条 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
関
す
る
送
信
の

標
準
方
式
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規

定
は
、
衛
星
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
超
短
波
放
送
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

２ 

超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令

第
九
十
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
衛
星
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う

超
短
波
放
送
の
補
完
放
送
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

第
三
章 

雑
則 

第
四
章 

雑
則 

 
 

 
（
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
等
に
適
用
す
る
規
定
） 

 

第
十
四
条 

超
短
波
放
送
を
行
う
た
め
の
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
、
衛
星
基
幹
放
送
局

（
内
外
放
送
を
行
う
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
の
送
信
の

方
式
の
う
ち
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
た
め

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と



一
〇
七 

が
で
き
る
。 

 
 

（
緊
急
警
報
信
号
に
適
用
す
る
規
定
） 

（
緊
急
警
報
信
号
に
適
用
す
る
規
定
） 

第
八
条 

超
短
波
放
送
に
よ
り
緊
急
警
報
信
号
を
送
る
場
合
は
、
緊
急
警
報
信
号
を
音

声
信
号
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
音
声
信
号
に
関
す
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項
を
除

く
。）
を
適
用
す
る
。 

第
十
五
条 

超
短
波
放
送
に
よ
り
緊
急
警
報
信
号
を
送
る
場
合
は
、
緊
急
警
報
信
号
を
音

声
信
号
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
音
声
信
号
に
関
す
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項
及
び
ス

ク
ラ
ン
ブ
ル
に
係
る
音
声
信
号
に
関
す
る
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。 

 
 

 
別
図
第
二
号
（
第

1
0
条
第
１
項
関
係
）
 

 

 

 
注
１
 

は
、
1
／
2
ビ
ッ
ト
遅
延
素
子
を
表
す
。
 

 
２
 

は
、
発
振
器
を
表
す
。
 

 
３
 

は
、
乗
算
器
を
表
す
。
 

 
４
 

は
、
合
成
器
を
表
す
。
 

 
５
 
ω
は
、
搬
送
波
の
角
周
波
数
と
す
る
。
 

 
６
 
f
s
は
、
1
2
.
2
8
8
M
H
z
と
す
る
。
 

 
７
 
π
は
、
円
周
率
を
表
す
。
 

 
 

 
別
図
第
三
号
（
第

1
0
条
第
２
項
関
係
）
 



一
〇
八 

 

 

 
注
１
 

は
、
１
ビ
ッ
ト
遅
延
素
子
を
表
す
。
 

 
 
２
 

は
、
排
他
的
論
理
和
の
演
算
素
子
を
表
す
。
 

 
 

 
別
図
第
四
号
（
第

1
0
条
第
３
項
及
び
第

1
1
条
第
１
項
関
係
）
 

 

 

 
注
１
 

は
、
１
ビ
ッ
ト
遅
延
素
子
を
表
す
。
 

 
 
２
 

は
、
排
他
的
論
理
和
の
演
算
素
子
を
表
す
。
 

 
３
 
ス
イ
ッ
チ
は
、
多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
の
第
１
列
の
第
１
行
か
ら
第
６
行
ま
で
、
第
２
列
の
第
１
行
か
ら
第
６
行

ま
で
及
び
第
３
列
の
第
１
行
か
ら
第
４
行
ま
で
の
符
号
を
入
力
す
る
と
き
は
上
側
に
、
そ
の
他
の
と
き
は
下
側
に

接
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
４
 
多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
の
第
５
行
第
３
列
の
符
号
が
読
み
出
さ
れ
る
と
き
、
全
て
の
１
ビ
ッ
ト
遅
延
素
子
の
符
号

は
「
１
」
と
す
る
。
 



一
〇
九 

 
 

 
別
図
第
五
号
（
第

1
1
条
第
２
項
関
係
）
 

 

 

 
 
注
１
 

は
、
１
ビ
ッ
ト
遅
延
素
子
を
表
す
。
 

 
２
 

は
、
排
他
的
論
理
和
の
演
算
素
子
を
表
す
。
 

 
３
 
ス
イ
ッ
チ
は
、
フ
レ
ー
ム
行
列
の
第
１
列
の
第
１
行
か
ら
第

1
6
行
ま
で
の
符
号
を
入
力
す
る
と
き
は
上
側

に
、
そ
の
他
の
と
き
は
下
側
に
接
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
４
 
フ
レ
ー
ム
行
列
の
第

1
7
行
第
１
列
の
符
号
が
読
み
出
さ
れ
る
と
き
、
全
て
の
１
ビ
ッ
ト
遅
延
素
子
の
符
号
は

「
１
」
と
す
る
。
 

 
 

 



一
一
〇 

○
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
七
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

別
表

第
十
四

号
 
Ｓ
Ｐ

シ
ン
ボ
ル
及
び
Ｃ
Ｐ

シ
ン

ボ
ル

の
構
成
（

第
14

条
第

１
項

関
係
）
 

別
表
第
十
四
号
 
（
同
左
）
 

（
表

略
）
 

（
同
左
）
 

１
 

各
レ
ジ
ス
タ
の
初
期
値
は
、
以
下
の
と

お
り

と
す

る
。
 

１
 

（
同
左
）
 

(
1)

 
地

上
基
幹

放
送
局

を
用

い
て

行
う

超
短

波
放

送
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

及
び

セ
グ

メ
ン

ト
連

結
伝

送
放
送
で
あ
っ
て
１
セ
グ

メ
ン
ト
形

式
の

Ｏ
Ｆ

Ｄ
Ｍ
フ
レ

ー
ム

に
よ

る
も
の
 

(
1)
 

地
上

基
幹

放
送
局

を
用

い
て

行
う

超
短

波
放

送
の

う
ち

デ
ジ

タ
ル

放
送

及
び

セ
グ

メ
ン

ト
連
結
伝
送
放
送
で
あ
っ
て
１
セ
グ
メ
ン
ト
形
式
の
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
よ

る
も
の
 

（
表

略
）
 

（
同
左
）
 

た
だ

し
、

サ
ブ

チ
ャ

ン
ネ

ル
番

号
と

は
、
下

図
に
示

す
よ

う
に
、

６
Ｍ
Ｈ

z
帯

域
幅
を

１
／

７
Ｍ
Ｈ
z
ご
と
に
区
切
り
、
帯
域

の
左
端
よ

り
番

号
付

け
し
た
も

の
で

あ
る
。
 

た
だ

し
、

サ
ブ

チ
ャ
ン

ネ
ル
番

号
と

は
、
下

図
に
示

す
よ

う
に
、

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成

23
年

総
務

省
令
第

8
8

号
）

第
４

条
に

規
定

す
る

６
Ｍ
Ｈ

z
帯
域

幅
を

１
／

７
Ｍ

Ｈ
zご

と
に

区
切

り
、

帯
域

の
左

端

よ
り
番
号
付
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

(
2) 

（
略

）
 

(
2) 

（
同
左
）
 

２
・

３
 
（

略
）
 

２
・
３
 
（
同
左
）
 

 
 

 



一
一
一 

○
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
九
号
）   

 
    

 
   

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
等
） 

（
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
等
） 

第
八
条 

超
短
波
文
字
多
重
放
送
に
お
い
て
有
料
放
送
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
文
字

信
号
に
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
（
国
内
受
信
者
が
設
置
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
受

信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
信
号
波
を
電
気
的
に
か
く
は
ん
す

る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。 

第
八
条 

（
同
上
） 

一 

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
行
う
範
囲
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

（
同
上
） 

二 

国
内
受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の
対
価
と
し
て
放

送
事
業
者
が
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
当
該
有
料
放
送
の
電
波
に

重
畳
す
る
場
合
の
送
出
手
順
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

関
連
情
報
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。）
に
関
す
る

送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す
る
関
連
情
報
を
い
う
。
）
を
当
該
有
料
放
送
の
電
波
に
重
畳
す

る
場
合
の
送
出
手
順
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

 
 

 



一
一
二 

○
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
号
）       

 
    

 
 

 
         

 
 

 
   

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
目
的
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基

幹
放
送
設
備
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
及
び
基
幹
放
送
局
設
備
に
適
用
さ
れ

る
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基

幹
放
送
設
備
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
及
び
基
幹
放
送
局
設
備
に
適
用
さ
れ

る
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
（
衛
星
基
幹
放
送
局
（
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
及
び
基

幹
放
送
を
行
う
た
め
の
実
用
化
試
験
局
で
あ
っ
て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
を
含

む
。
第
六
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す

る
送
信
の
標
準
方
式
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
デ
ー
タ
信
号
の
構
成
） 

（
デ
ー
タ
信
号
の
構
成
） 

第
三
条 

デ
ー
タ
信
号
（
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
を
用
い
て
伝
送
さ
れ
る
信
号
の
う
ち
、
超

短
波
放
送
の
関
連
情
報
（
国
内
受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は

そ
の
対
価
と
し
て
放
送
事
業
者
が
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
い
う
。
）

以
外
の
信
号
を
い
う
。）
の
構
成
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。 

第
三
条 

デ
ー
タ
信
号
（
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
を
用
い
て
伝
送
さ
れ
る
信
号
の
う
ち
、
超

短
波
放
送
の
関
連
情
報
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に

関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
八
号
。
以
下
「
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
関
連
情
報
を
い
う
。
）
以
外
の
信
号
を
い
う
。
）
の
構
成
は
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 



一
一
三 

 

（
準
用
規
定
） 

 

第
五
条 

超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八

十
六
号
）
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
第
一
項
（
音
声
信
号
の
送
出

手
順
に
関
す
る
規
定
を
除
く
。
）
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
標
準
方
式
第
十
八
条

第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
条
の
規
定
は
、
衛
星
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行

う
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

 

（
衛
星
基
幹
放
送
局
等
に
適
用
す
る
規
定
） 

 

第
六
条 

超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
行
う
た
め
の
衛
星
基
幹
放
送
局
（
内
外
放
送
を

行
う
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
、
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
及
び
衛
星
基
幹
放
送
を
行
う

た
め
の
実
用
化
試
験
局
で
あ
っ
て
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
の
送
信
の
方
式
の
う

ち
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
た
め
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き

る
。 

 
 

 



一
一
四 

○
衛
星
一
般
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
四
号
）     

 
 

  
 

    
 

 
 

         
 

 
 

   

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
送
信
の
方
式
） 

（
送
信
の
方
式
） 

第
三
条 

送
信
の
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
三
条 

（
同
上
） 

 

一 

超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十

六
号
）
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
並
び
に
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年

総
務
省
令
第
八
十
八
号
）
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第

一
号
を
除
く
。
）
並
び
に
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る
方
式

で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
省
令
に
つ
い

て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  
第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

第
四
欄 

超
短
波
放
送
に
関

す
る
送
信
の
標
準

方
式 

第
十
二
条
第
二
項 

疑
似
乱
数
符
号
重

畳
方
式
（
標
準
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

（
デ
ジ
タ
ル
放
送

を
除
く
。）
に
関
す

疑
似
乱
数
符
号
重

畳
方
式
（
量
子
化

さ
れ
た
音
声
信
号

の
標
本
値
の
符
号

系
列
に
疑
似
乱
数



一
一
五 

る
送
信
の
標
準
方

式
（
平
成
二
十
三

年
総
務
省
令
第
八

十
八
号
）
第
二
十

一
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
疑

似
乱
数
符
号
重
畳

方
式
を
い
う
。
） 

符
号
系
列
を
重
畳

す

る

方

式

を

い

う
。） 

 
 

ス
ク
ラ

ン
ブ
ル

（
標
準
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
（
デ
ジ

タ

ル

放

送

を

除

く
。）
に
関
す
る
送

信
の
標
準
方
式
第

二
十
一
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す

る
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル

を
い
う
。
以
下
同

じ
。） 

ス
ク
ラ

ン
ブ
ル

（
国
内
受
信
者
が

設
置
す
る
受
信
装

置
に
よ
ら
な
け
れ

ば
受
信
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
又
は

放
送
番
組
に
関
す

る
権
利
を
保
護
す

る
受
信
装
置
に
よ

ら
な
け
れ
ば
受
信

す
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
す
る

た
め
に
、
信
号
波



一
一
六 

を
電
気
的
に
か
く

は
ん
す
る
こ
と
を

い

う

。

以

下

同

じ
。） 

 
 

関
連
情
報
（
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
（
デ
ジ
タ
ル
放

送
を
除
く
。）
に
関

す
る
送
信
の
標
準

方
式
第
二
十
一
条

第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
関
連
情

報
を
い
う
。） 

関
連
情
報
（
国
内

受
信
者
が
有
料
放

送
の
役
務
の
提
供

を
受
け
、
又
は
そ

の
対
価
と
し
て
有

料
放
送
事
業
者
が

料
金
を
徴
収
す
る

た
め
に
必
要
な
情

報
及
び
そ
の
他
総

務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
情
報
を
い

う
。） 

 

第
十
五
条 

超
短
波
放
送
に
よ

り
緊
急
警
報
信
号

を
送
る
場
合 

緊
急
警
報
信
号
を

送
る
場
合 

 
 

こ
の
省
令
の
音
声

信
号
に
関
す
る
規

定
（
第
五
条
第
一

衛
星
一
般
放
送
に

関
す
る
送
信
の
標

準
方
式
（
平
成
二



一
一
七 

項
及
び
ス
ク
ラ
ン

ブ
ル
に
係
る
音
声

信
号
に
関
す
る
規

定
を
除
く
。） 

十
三
年
総
務
省
令

第
九
十
四
号
）
第

三
条
第
一
項
に
お

い
て
適
用
す
る
こ

の
省
令
及
び
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
（
デ
ジ
タ
ル
放

送
を
除
く
。
）
に
関

す
る
送
信
の
標
準

方
式
（
平
成
二
十

三
年
総
務
省
令
第

八
十
八
号
）
の
音

声
信
号
に
関
す
る

規
定
（
ス
ク
ラ
ン

ブ
ル
に
係
る
音
声

信
号
に
関
す
る
規

定
を
除
く
。） 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
（
デ
ジ
タ

ル
放
送
を
除
く
。）

に
関
す
る
送
信
の

標
準
方
式 

第
十
八
条
第
二
項 

フ
レ
ー
ム
行
列
へ

の
符
号
の
書
き
込

み 

フ
レ
ー
ム
行
列

（
三
十
二
行
六
十

四
列
の
行
列
を
い

う
。
）
へ
の
符
号
の

書
き
込
み 



一
一
八 

超
短
波
デ
ー
タ
多

重
放
送
に
関
す
る

送
信
の
標
準
方
式 

第
三
条 

超
短
波
放
送
の
関

連
情
報
（
標
準
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

（
デ
ジ
タ
ル
放
送

を
除
く
。）
に
関
す

る
送
信
の
標
準
方

式
（
平
成
二
十
三

年
総
務
省
令
第
八

十
八
号
。
以
下
「
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放

送

の

標

準

方

式
」
と
い
う
。
）
第

二
十
一
条
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す

る
関
連
情
報
を
い

う
。） 

関
連
情
報
（
国
内

受
信
者
が
有
料
放

送
の
役
務
の
提
供

を
受
け
、
又
は
そ

の
対
価
と
し
て
有

料
放
送
事
業
者
が

料
金
を
徴
収
す
る

た
め
に
必
要
な
情

報
及
び
そ
の
他
総

務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
情
報
を
い

う
。） 

 

第
四
条 

ス
ク
ラ

ン
ブ
ル

（
国
内
受
信
者
が

設
置
す
る
受
信
装

置
に
よ
ら
な
け
れ

ば
受
信
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う

ス
ク
ラ

ン
ブ
ル

（
国
内
受
信
者
が

設
置
す
る
受
信
装

置
に
よ
ら
な
け
れ

ば
受
信
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う



一
一
九 

に
す
る
た
め
に
、

信
号
波
を
電
気
的

に
か
く
は
ん
す
る

こ
と
を
い
う
。
以

下
同
じ
。） 

に
す
る
た
め
又
は

放
送
番
組
に
関
す

る
権
利
を
保
護
す

る
受
信
装
置
に
よ

ら
な
け
れ
ば
受
信

す
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
す
る

た
め
に
、
信
号
波

を
電
気
的
に
か
く

は
ん
す
る
こ
と
を

い

う

。

以

下

同

じ
。） 

 

一 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方

式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
七
号
。
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方

式
」
と
い
う
。）
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
及
び
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
に
規
定
す
る
方
式
（
以
下
「
狭
帯
域

伝
送
方
式
」
と
い
う
。）
又
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま

で
、
第
二
十
三
条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十

一
条
ま
で
に
規
定
す
る
方
式
（
以
下
「
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
第
一
項
中

「
関
連
情
報
（
国
内
受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の
対

価
と
し
て
放
送
事
業
者
が
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
放
送
事
業
者

が
放
送
番
組
に
関
す
る
権
利
を
保
護
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
受
信
す
る

二 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方

式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
七
号
。
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方

式
」
と
い
う
。）
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
及
び
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
に
規
定
す
る
方
式
（
以
下
「
狭
帯
域

伝
送
方
式
」
と
い
う
。）
又
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま

で
、
第
二
十
三
条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十

一
条
ま
で
に
規
定
す
る
方
式
（
以
下
「
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
第
一
項
中

「
関
連
情
報
（
国
内
受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の
対

価
と
し
て
放
送
事
業
者
が
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
放
送
事
業
者

が
放
送
番
組
に
関
す
る
権
利
を
保
護
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
受
信
す
る



一
二
〇 

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
情
報
を
い
う
。」
と
あ
る
の
は
「
関
連
情
報
（
国
内
受
信
者
が
有
料
放

送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の
対
価
と
し
て
有
料
放
送
事
業
者
が
料
金
を

徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
衛
星
一
般
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
が
放

送
番
組
に
関
す
る
権
利
を
保
護
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
受
信
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
情
報
を
い
う
。」
と
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
二
十
三
条
第
二
項
中

「
輝
度
信
号
及
び
色
差
信
号
の
標
本
値
」
と
あ
る
の
は
「
被
写
体
の
輝
度
を
表
す

信
号
（
以
下
「
輝
度
信
号
」
と
い
う
。
）
並
び
に
被
写
体
の
色
相
及
び
彩
度
を
表
す

信
号
（
以
下
「
色
差
信
号
」
と
い
う
。
）
の
標
本
値
」
と
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準

方
式
第
七
十
四
条
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
衛
星
一
般
放
送
に
関
す
る
送
信

の
標
準
方
式
第
三
条
第
一
号
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
の
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
情
報
を
い
う
。」
と
あ
る
の
は
「
関
連
情
報
（
国
内
受
信
者
が
有
料
放

送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の
対
価
と
し
て
有
料
放
送
事
業
者
が
料
金
を

徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
衛
星
一
般
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
が
放

送
番
組
に
関
す
る
権
利
を
保
護
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
受
信
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
情
報
を
い
う
。」
と
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
二
十
三
条
第
二
項
中

「
輝
度
信
号
及
び
色
差
信
号
の
標
本
値
」
と
あ
る
の
は
「
被
写
体
の
輝
度
を
表
す

信
号
（
以
下
「
輝
度
信
号
」
と
い
う
。
）
並
び
に
被
写
体
の
色
相
及
び
彩
度
を
表
す

信
号
（
以
下
「
色
差
信
号
」
と
い
う
。
）
の
標
本
値
」
と
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準

方
式
第
七
十
四
条
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
衛
星
一
般
放
送
に
関
す
る
送
信

の
標
準
方
式
第
三
条
第
二
号
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
の
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

二 

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
二
十

三
条
及
び
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
方
式
（
以
下
「
広
帯

域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。
）
又
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
、
第
四
条
第

二
項
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
条
、
第
十

七
条
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
、

第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
並
び
に
第
六
十

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
式
（
以
下
「
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。）
で

あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
第
一
項

中
「
関
連
情
報
（
国
内
受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の

対
価
と
し
て
放
送
事
業
者
が
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
放
送
事
業

三 

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
二
十

三
条
及
び
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
方
式
（
以
下
「
広
帯

域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。
）
又
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
、
第
四
条
第

二
項
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
条
、
第
十

七
条
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
、

第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
並
び
に
第
六
十

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
式
（
以
下
「
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。）
で

あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
第
一
項

中
「
関
連
情
報
（
国
内
受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の

対
価
と
し
て
放
送
事
業
者
が
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
放
送
事
業



一
二
一 

者
が
放
送
番
組
に
関
す
る
権
利
を
保
護
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
受
信
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
他
総
務
大
臣
が

別
に
告
示
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
連
情
報
（
国
内

受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の
対
価
と
し
て
有
料
放
送

事
業
者
が
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
衛
星
一
般
放
送
を
行
う
一
般

放
送
事
業
者
が
放
送
番
組
に
関
す
る
権
利
を
保
護
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ

ば
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
他
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の

標
準
方
式
第
五
十
三
条
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
衛
星
一
般
放
送
に
関
す
る

送
信
の
標
準
方
式
第
三
条
第
三
号
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
の
省
令
第
五
章
第
二

節
」
と
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
十
条
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
衛

星
一
般
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
第
三
条
第
二
号
に
お
い
て
適
用
す
る
こ

の
省
令
第
五
章
第
三
節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

者
が
放
送
番
組
に
関
す
る
権
利
を
保
護
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
受
信
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
他
総
務
大
臣
が

別
に
告
示
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
連
情
報
（
国
内

受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
、
又
は
そ
の
対
価
と
し
て
有
料
放
送

事
業
者
が
料
金
を
徴
収
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
、
衛
星
一
般
放
送
を
行
う
一
般

放
送
事
業
者
が
放
送
番
組
に
関
す
る
権
利
を
保
護
す
る
受
信
装
置
に
よ
ら
な
け
れ

ば
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
そ
の
他
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の

標
準
方
式
第
五
十
三
条
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
衛
星
一
般
放
送
に
関
す
る

送
信
の
標
準
方
式
第
三
条
第
三
号
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
の
省
令
第
五
章
第
二

節
」
と
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
十
条
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
衛

星
一
般
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
第
三
条
第
三
号
に
お
い
て
適
用
す
る
こ

の
省
令
第
五
章
第
三
節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
許
容
偏
差
等
） 

（
許
容
偏
差
等
） 

 

第
四
条 

前
条
第
一
号
の
送
信
の
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般
放
送
設
備
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

搬
送
波
を
変
調
す
る
各
軸
の
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
超
短
波
放
送
に
関
す
る
送

信
の
標
準
方
式
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
毎
秒
（±

）
六
〇
ビ
ッ
ト
を

超
え
る
偏
差
を
生
じ
な
い
こ
と
。 

 

二 

多
重
フ
レ
ー
ム
行
列
（
超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
第
十
一
条
第

二
項
に
規
定
す
る
フ
レ
ー
ム
を
い
う
。
）
の
伝
送
速
度
は
、
超
短
波
放
送
に
関
す
る

送
信
の
標
準
方
式
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
毎
秒
（±

）
一
〇
ビ
ッ



一
二
二 

ト
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
な
い
こ
と
。 

 

三 

搬
送
波
の
帯
域
制
限
を
行
う
ろ
波
器
の
周
波
数
特
性
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第

一
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

 

四 

総
合
周
波
数
特
性
は
、
五
〇
Hz
か
ら
一
五
、
〇
〇
〇
Hz
ま
で
の
周
波
数
の
音
声

信
号
を
伝
送
し
た
と
き
、
そ
の
特
性
曲
線
が
別
図
第
二
に
示
す
音
声
信
号
の
プ
レ

エ
ン
フ
ァ
シ
ス
を
行
う
場
合
の
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
分
の
一
に
零
点
及
び
一
五
マ
イ

ク
ロ
秒
分
の
一
に
極
を
有
す
る
伝
達
関
数
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
周
波
数
特
性
の
曲

線
と
プ
レ
エ
ン
フ
ァ
シ
ス
特
性
の
許
容
限
界
の
曲
線
と
の
間
（
こ
れ
ら
の
曲
線
上

を
含
む
。）
に
あ
る
こ
と
。 

 

五 

総
合
歪
率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
音
声
信
号
の
最
大
値
（
伝

送
可
能
な
音
声
信
号
の
最
大
振
幅
の
値
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
伝
送

し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

変
調
周
波
数 

総
合
歪
率 

五
〇
Hz
以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
Hz
未
満 

二
パ
ー
セ
ン
ト 

一
〇
、
〇
〇
〇
Hz
以
上
一
五
、
〇
〇
〇
Hz
未
満 

三
パ
ー
セ
ン
ト 

 

 

六 

信
号
対
雑
音
比
は
、
一
、
〇
〇
〇
Hz
の
周
波
数
の
音
声
信
号
の
最
大
値
を
伝
送

し
た
と
き
、
五
五
dB
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
七 

前
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
は
、
一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
分
の
一
に
零
点
及
び

五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
分
の
一
に
極
を
有
す
る
伝
達
関
数
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
周
波
数

特
性
の
回
路
に
よ
り
デ
ィ
エ
ン
フ
ァ
シ
ス
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

前
条
第
一
号
の
送
信
の
方
式
の
う
ち
、
狭
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般

放
送
設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
二
号
の
送
信
の
方
式
の
う
ち
、
狭
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般
放
送

設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



一
二
三 

一 

水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
一
に
示

す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

一 

水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
三
に
示

す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 
水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
二

に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
四

に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

三 

搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
七

十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
、（±

）
百
万
分
の
二
十
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ

な
い
こ
と
。 

三 

（
同
上
） 

四 

搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
三
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。 

四 

搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
五
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。 

五 

ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
別
図
第
四
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
別
図
第
六
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
条
第
二
号
の
送
信
の
方
式
の
う
ち
、
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般
放
送

設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
条
第
三
号
の
送
信
の
方
式
の
う
ち
、
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般
放
送

設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
一
に
示

す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

一 

水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
三
に
示

す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
二

に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
四

に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

三 

搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
通
信
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五

十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
、（±

）
百
万
分
の
二
十
を
超
え
る
偏
差
を
生

じ
な
い
こ
と
。 

三 

（
同
上
） 

四 

搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
三
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。 

四 
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
五
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。 

五 

ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
別
図
第
五
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
別
図
第
七
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

前
条
第
一
号
の
送
信
の
方
式
の
う
ち
、
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般

４ 

前
条
第
二
号
の
送
信
の
方
式
の
う
ち
、
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般



一
二
四 

放
送
設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

放
送
設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
一
に
示

す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

一 

水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
三
に
示

す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
二

に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
四

に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

三 

搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
七

十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
、（±

）
百
万
分
の
二
十
を
超
え
る
偏
差
を
生

じ
な
い
こ
と
。 

三 

（
同
上
） 

四 

搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
六
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。 

四 

搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
八
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。 

五 

ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
別
図
第
七
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
別
図
第
九
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

４ 

前
条
第
二
号
の
送
信
の
方
式
の
う
ち
、
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般

放
送
設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
条
第
三
号
の
送
信
の
方
式
の
う
ち
、
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
衛
星
一
般

放
送
設
備
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
一
に
示

す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

一 

水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
三
に
示

す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
二

に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

二 

水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
四

に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

三 

搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五

十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

）
百
万
分
の
二
十
を
超
え
る
偏
差
を
生

じ
な
い
こ
と
。 

三 

（
同
上
） 

四 

搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
八
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。 

四 

搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
十
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。 

五 

ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
別
図
第
九
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
別
図
第
十
一
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 



一
二
五 

 
 

 
別
図
第
一
 
ろ
波
器
の
周
波
数
特
性
（
第
４
条
第
１
項
第
３
号
関
）
 

 

 

 
注
１
 
相
対
減
衰
量
は
、

搬
送
波
周
波
数
に
お
け
る

振
幅
の
自
乗
値
を
０
d
B
と

し
た
と
き
の
値
（
単
位
d
Ｂ
）
と
す

る
。
 

 

２
 
ろ
波
器
の
振
幅
の
自
乗
の
周
波
数
特
性
は
、

 

 
（
f
は
、
M
H
z
を
単
位
と
し
た
搬
送
波
周
波
数
か
ら
の
差
の
周
波
数
）
と
す
る
。
 

 
 

 
別
図
第
二
 
音
声
信
号
の
プ
レ
エ
ン
フ
ァ
シ
ス
特
性
（
第
４
条
第
１
項
第
４
号
関
係
）
 



一
二
六 

 

 

 
 

別
図

第
一

 
水

平
同

期
信
号

及
び

垂
直

同
期

信
号

の
波

形
の

許
容

範
囲

（
第

４
条

第
１

項
第

１
号

、
第

４
条

第
２

項

第
１
号
、
第
４
条
第
３
項
第
１
号

及
び
第
４
条
第
４
項
第
１
号
関
係
）
 

別
図

第
三

 
水

平
同

期
信
号

及
び

垂
直

同
期

信
号

の
波

形
の

許
容

範
囲

（
第

４
条

第
２

項
第

１
号

、
第

４
条

第
３

項

第
１
号
、
第
４
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
４
条
第
５
項
第
１
号
関
係
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図

第
二

 
水

平
走

査
の
繰

返
し

周
波

数
及

び
標

本
化

周
波

数
の

許
容

偏
差

（
第

４
条

第
１

項
第

２
号

、
第

４
条

第

２
項
第
２
号
、
第
４
条
第
３
項
第

２
号
及
び
第
４
条
第
４
項
第
２
号
関
係
）
 

別
図

第
四

 
水

平
走

査
の
繰

返
し

周
波

数
及

び
標

本
化

周
波

数
の

許
容

偏
差

（
第

４
条

第
２

項
第

２
号

、
第

４
条

第

３
項
第
２
号
、
第
４
条
第
４
項
第
２
号
及
び
第
４
条
第
５
項
第
２
号
関
係
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図

第
三

 
搬

送
波

の
変
調

波
ス

ペ
ク

ト
ル

の
許

容
範

囲
（

第
４

条
第

１
項

第
４

号
及

び
第

４
条

第
２

項
第

４
号

関

係
）
 

別
図

第
五

 
搬

送
波

の
変
調

波
ス

ペ
ク

ト
ル

の
許

容
範

囲
（

第
４

条
第

２
項

第
４

号
及

び
第

４
条

第
３

項
第

４
号

関

係
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図
第
四
 
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
４
条
第

１
項
第
５
号
関
係
）
 

別
図
第
六
 
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
４
条
第
２
項
第
５
号
関
係
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図
第
五
 
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
４
条
第

２
項
第
５
号
関
係
）
 

別
図
第
七
 
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
４
条
第
３
項
第
５
号
関
係
）
 



一
二
七 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図
第
六
 
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル

の
許
容
範
囲
（
第
４
条
第
３
項
第
４
号
関
係
）
 

別
図
第
八
 
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第
４
条
第
４
項
第
４
号
関
係
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図
第
七
 
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
４
条
第

３
項
第
５
号
関
係
）
 

別
図
第
九
 
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
４
条
第
４
項
第
５
号
関
係
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図
第
八
 
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル

の
許
容
範
囲
（
第
４
条
第
４
項
第
４
号
関
係
）
 

別
図
第
十
 
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第
４
条
第
５
項
第
４
号
関
係
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図
第
九
 
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
４
条
第

４
項
第
５
号
関
係
）
 

別
図
第
十
一
 
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
４
条
第
５
項
第
５
号
関
係
）
 

（
図
略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

 



一
二
八 

○
有
線
一
般
放
送
の
品
質
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
五
号
）   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

目
次 

目
次 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

 

第
一
章 

（
同
上
） 

第
二
章 

有
線
放
送
設
備
の
技
術
基
準 

 

第
二
章 

（
同
上
） 

第
一
節 

通
則
（
第
三
条
―
第
八
条
） 

 

第
一
節 

（
同
上
） 

第
二
節 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
九
条
―
第
十
二
条
） 

第
二
節 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
九
条
―
第
十
三
条
） 

第
三
節 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
十
三
条
―
第
十
六
条
） 

第
三
節 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
十
四
条
―
第
十
七
条
） 

第
四
節 

標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ

タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送

設
備
に
係
る
条
件
（
第
十
七
条
―
第
十
九
条
） 

第
四
節 

標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ

タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送

設
備
に
係
る
条
件
（
第
十
八
条
―
第
二
十
条
） 

 

第
五
節 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を

行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三
条
） 

 

 
第
六
節 

標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
） 

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
条
） 

 

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
六
条
） 

 

附
則 

附
則 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/htmldata/H23/H23F11001000095.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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一
二
九 

 
 

第
一
章 

総
則 

第
一
章 

（
同
上
） 

 
 

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る

ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

（
同
上
） 

一
～
九 

（
略
） 

一
～
九 

（
同
上
） 

十 

「
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
」
と
は
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び

第
四
項
に
規
定
す
る
信
号
に
よ
り
搬
送
波
を
変
調
す
る
方
式
を
い
う
。 

 

十 

（
同
上
） 

十
一 

「
標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
」
と
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

（
平
成
二
十
三
年
総

務
省
令
第
八
十
七
号
。
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
、
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
行
う
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
係
る
標
準
方
式
に

準
拠
す
る
方
式
を
い
う
。 

十
一 

（
同
上
） 

十
二 

「
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
」
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送

の
標
準
方
式
第
五
章
第
二
節

に
規
定
す
る
衛
星
基
幹
放
送
局
に
係
る
標
準
方
式
に

準
拠
す
る
方
式
を
い
う
。 

十
二 

（
同
上
） 

十
三 

「
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
」
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式

第
六
章
第
三
節

に
規
定
す
る
衛
星
基
幹
放
送
局
に
係
る
標
準
方
式
に
準
拠
す
る
方

十
三 

（
同
上
） 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%4f%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%8e%b5&REF_NAME=%95%57%8f%80%83%65%83%8c%83%72%83%57%83%87%83%93%95%fa%91%97%93%99%82%cc%82%a4%82%bf%83%66%83%57%83%5e%83%8b%95%fa%91%97%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%91%97%90%4d%82%cc%95%57%8f%80%95%fb%8e%ae&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%4f%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%8e%b5&REF_NAME=%95%57%8f%80%83%65%83%8c%83%72%83%57%83%87%83%93%95%fa%91%97%93%99%82%cc%82%a4%82%bf%83%66%83%57%83%5e%83%8b%95%fa%91%97%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%91%97%90%4d%82%cc%95%57%8f%80%95%fb%8e%ae&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%4f%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%8e%b5&REF_NAME=%83%66%83%57%83%5e%83%8b%95%fa%91%97%82%cc%95%57%8f%80%95%fb%8e%ae%91%e6%8c%dc%8f%cd%91%e6%93%f1%90%df&ANCHOR_F=1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%4f%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%8e%b5&REF_NAME=%83%66%83%57%83%5e%83%8b%95%fa%91%97%82%cc%95%57%8f%80%95%fb%8e%ae%91%e6%8c%dc%8f%cd%91%e6%93%f1%90%df&ANCHOR_F=1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%4f%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%8e%b5&REF_NAME=%83%66%83%57%83%5e%83%8b%95%fa%91%97%82%cc%95%57%8f%80%95%fb%8e%ae%91%e6%98%5a%8f%cd%91%e6%8e%4f%90%df&ANCHOR_F=1000000000006000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000006000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000006000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%4f%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%8e%b5&REF_NAME=%83%66%83%57%83%5e%83%8b%95%fa%91%97%82%cc%95%57%8f%80%95%fb%8e%ae%91%e6%98%5a%8f%cd%91%e6%8e%4f%90%df&ANCHOR_F=1000000000006000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000006000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#1000000000006000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


一
三
〇 

式
を
い
う
。 

 

十
四 

「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
」
と
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ

ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。）
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令

第
八
十
八
号
）
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
一
号
）
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送

に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
九
十
二
号
）
又
は
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十

三
年
総
務
省
令
第
九
十
三
号
）
の
う
ち
、
地
上
基
幹
放
送
局
に
係
る
標
準
方
式
に

準
拠
す
る
方
式
を
い
う
。 

 

十
五 

「
標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
」
と
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式 

、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
音
声
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
若
し
く
は
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・

デ
ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
の
う
ち
一
一
・
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を

超
え
一
二
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
衛
星
基
幹
放
送

局
に
係
る
標
準
方
式
又
は
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の

標
準
方
式
の
う
ち
衛
星
基
幹
放
送
局
に
係
る
標
準
方
式
に
準
拠
す
る
方
式
（
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

第
十
四
条
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方

式
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文

字
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
第
三
条
又
は
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ



一
三
一 

ー
タ
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
第
二
十
六
条
中
「
二
七
ＭＨz
」
と
あ
る

の
は
「
電
力
拡
散
信
号
を
用
い
る
場
合
は
二
七
ＭＨz
、
電
力
拡
散
信
号
を
用
い
な
い

場
合
は
二
六
・
四
ＭＨz
」
と
す
る
。
）
を
い
う
。 

 
 

第
二
章 

有
線
放
送
設
備
の
技
術
基
準 

第
二
章 

（
同
上
） 

 
 

第
一
節 

通
則 

第
一
節 

（
同
上
） 

 
 

（
使
用
す
る
光
の
波
長
） 

第
五
条 

有
線
放
送
設
備
の
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
か
ら
受
信
用
光
伝
送
装
置
（
光
伝
送
の
方

式
に
お
け
る
光
信
号
を
電
気
信
号
に
変
換
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
か

つ
、
光
フ
ァ
イ
バ
を
用
い
た
線
路
に
接
続
さ
れ
、
引
込
線
に
介
在
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
ま
で
の
間
の
線
路
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
方
式
が
光
伝
送
の
方
式
の
み
で

あ
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う

場
合
に
限
る
。）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
線
路
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に

使
用
す
る
光
の
波
長
は
、
一
、
五
三
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
、
六
二
五
ナ
ノ
メ
ー

ト
ル
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
使
用
す
る
光
の
波
長
） 

第
五
条 

有
線
放
送
設
備
の
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
か
ら
受
信
用
光
伝
送
装
置
（
光
伝
送
の
方

式
に
お
け
る
光
信
号
を
電
気
信
号
に
変
換
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
か

つ
、
光
フ
ァ
イ
バ
を
用
い
た
線
路
に
接
続
さ
れ
、
引
込
線
に
介
在
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
ま
で
の
間
の
線
路
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
方
式
が
光
伝
送
の
方
式
の
み
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
線
路
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に
使
用

す
る
光
の
波
長
は
、
一
、
五
三
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
、
六
二
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル

以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

第
二
節 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ

第
二
節 

（
同
上
） 



一
三
二 

ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件 

 
 

（
入
力
信
号
の
条
件
） 

（
入
力
信
号
の
条
件
） 

第
九
条 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

等
を
行
う
場
合
の
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
主
た
る
機
器
の
入
力
端
子
（
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
で
定
め
る
箇
所
と
す
る
。
第
十
三
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

け
る
入
力
信
号
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
入
力
信
号
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
の
値
以
下
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
係
る
業
務
区
域
の
全
部
が
一
の
放
送

事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
外
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一

の
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
同
時
再
放
送
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

第
九
条 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

等
を
行
う
場
合
の
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
主
た
る
機
器
の
入
力
端
子
（
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
で
定
め
る
箇
所
と
す
る
。
第
十
四
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

け
る
入
力
信
号
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
入
力
信
号
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
の
値
以
下
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
係
る
業
務
区
域
の
全
部
が
一
の
放
送

事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
外
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一

の
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
同
時
再
放
送
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

（
表
略
） 

（
同
上
） 

 
 

（
搬
送
波
の
周
波
数
） 
（
搬
送
波
の
周
波
数
） 

第
十
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
方
式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で

の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
の
受
信
者
端
子
に
お

け
る
周
波
数
（
当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に
係
る
電
磁
波
の
占
有
す
る
周
波

第
十
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
方
式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で

の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
の
受
信
者
端
子
に
お

け
る
周
波
数
（
当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
に
係
る
電
磁
波
の
占
有
す
る
周
波



一
三
三 

数
帯
の
中
央
の
周
波
数
を
い
う
。
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
周
波
数

の
う
ち
か
ら
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
〇
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

一
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満
又
は
二
二
二
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
四
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
未

満
の
周
波
数
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
総
務
大
臣
が
次
の
周
波
数
以
外
の
周
波

数
を
使
用
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

数
帯
の
中
央
の
周
波
数
を
い
う
。
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

次
の
周
波
数
の
う
ち
か
ら
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
〇
八
メ
ガ
ヘ

ル
ツ
を
超
え
一
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満
又
は
二
二
二
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
四
七
〇
メ

ガ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
周
波
数
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
総
務
大
臣
が
次
の
周
波
数

以
外
の
周
波
数
を
使
用
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

九
三
、
九
九
、
一
〇
五
、
一
一
一
、
一
一
七
、
一
二
三
、
一
二
九
、
一
三
五
、
一

四
一
、
一
四
七
、
一
五
三
、
一
五
九
、
一
六
七
、
一
七
三
、
一
七
九
、
一
八
五
、

一
九
一
、
一
九
五
、
二
〇
一
、
二
〇
七
、
二
一
三
、
二
一
九
、
二
二
五
、
二
三
一
、

二
三
七
、
二
四
三
、
二
四
九
、
二
五
五
、
二
六
一
、
二
六
七
、
二
七
三
、
二
七
九
、

二
八
五
、
二
九
一
、
二
九
七
、
三
〇
三
、
三
〇
九
、
三
一
五
、
三
二
一
、
三
二
七
、

三
三
三
、
三
三
九
、
三
四
五
、
三
五
一
、
三
五
七
、
三
六
三
、
三
六
九
、
三
七
五
、

三
八
一
、
三
八
七
、
三
九
三
、
三
九
九
、
四
〇
五
、
四
一
一
、
四
一
七
、
四
二
三
、

四
二
九
、
四
三
五
、
四
四
一
、
四
四
七
、
四
五
三
、
四
五
九
、
四
六
五
、
四
七
三
、

四
七
九
、
四
八
五
、
四
九
一
、
四
九
七
、
五
〇
三
、
五
〇
九
、
五
一
五
、
五
二
一
、

五
二
七
、
五
三
三
、
五
三
九
、
五
四
五
、
五
五
一
、
五
五
七
、
五
六
三
、
五
六
九
、

五
七
五
、
五
八
一
、
五
八
七
、
五
九
三
、
五
九
九
、
六
〇
五
、
六
一
一
、
六
一
七
、

六
二
三
、
六
二
九
、
六
三
五
、
六
四
一
、
六
四
七
、
六
五
三
、
六
五
九
、
六
六
五
、

六
七
一
、
六
七
七
、
六
八
三
、
六
八
九
、
六
九
五
、
七
〇
一
、
七
〇
七
、
七
一
三
、

七
一
九
、
七
二
五
、
七
三
一
、
七
三
七
、
七
四
三
、
七
四
九
、
七
五
五
、
七
六
一

（
同
上
） 



一
三
四 

及
び
七
六
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ 

２ 
（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

 

第
十
三
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七

七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
受

信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い

る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で

の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
が
隣
接
し
て
同
時
に
行
わ
れ
る
場
合
に

お
け
る
搬
送
波
（
受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
方
式
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
映
像
信
号
搬
送
波
と
す
る
。
）
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

一 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
の
搬
送
波
の
周
波
数
と
映
像
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
の
間
隔
は
、
映
像
信

号
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
四
・
二
二
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
、
上
側
に
あ
っ
て

は
七
・
七
二
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

二 
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
と
な
っ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
の
差
は
、
映

像
信
号
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
映
像
信
号
搬
送
波
に
対
し
て
（
―
）
二
四
デ



一
三
五 

シ
ベ
ル
以
上
（
―
）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
上
側
に
あ
っ
て
は
映
像
信
号
搬
送
波

に
対
し
て
（
―
）
二
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
―
）
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。  

 

三 

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
と
な
っ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
の
差
は
、

映
像
信
号
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
映
像
信
号
搬
送
波
に
対
し
て
（
―
）
一
八

デ
シ
ベ
ル
以
上
（
―
）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
上
側
に
あ
っ
て
は
映
像
信
号
搬
送

波
に
対
し
て
（
―
）
一
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
―
）
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

第
三
節 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件 

第
三
節 

（
同
上
） 

 
 

第
十
六
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七

七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
受
信

者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な

っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル

ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
と
が
隣
接
し
て
同
時
に

行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
搬
送
波
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
七
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七

七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
受

信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い

る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で

の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
が
隣
接
し
て
同
時
に
行
わ
れ
る
場
合
に

お
け
る
搬
送
波
（
受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
方
式
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
映
像
信
号
搬
送
波
と
す
る
。
）
は
、
次



一
三
六 

 

の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

一 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
の
搬
送
波
の
周
波
数
と
映
像
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
の
間
隔
は
、
映
像
信

号
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
四
・
〇
八
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
、
上
側
に
あ
っ
て

は
七
・
八
六
九
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

二 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
の
差
は
、
映
像
信

号
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
映
像
信
号
搬
送
波
に
対
し
て
（
―
）
二
四
デ
シ
ベ

ル
以
上
（
―
）
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
上
側
に
あ
っ
て
は
映
像
信
号
搬
送
波
に
対
し

て
（
―
）
二
一
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
―
）
一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

２ 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方

式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
と
受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の

方
式
が
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
等
と
が
隣
接
し
て
同
時
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
搬
送
波
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
の
搬
送
波
の
周
波
数
と
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ

て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
の
周
波
数
（
当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
等
に
係
る
電
磁
波
の
占
有
す
る
周
波
数
帯
の
中
央
の
周
波
数
を
い
う
。
）

の
間
隔
は
、
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ

一 

（
同
上
） 



一
三
七 

ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
五
・
八
三
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
、

上
側
に
あ
っ
て
は
六
・
一
一
九
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ

て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
六
四
値
直
交
振

幅
変
調
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
搬
送

波
の
レ
ベ
ル
と
の
差
は
、
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い

る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
に

対
し
て
（
―
）
一
九
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
上
側
に
あ
っ

て
は
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
等
の
搬
送
波
に
対
し
て
（
―
）
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）
一
八
デ
シ
ベ

ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ

て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
六
四
値
直
交
振

幅
変
調
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
搬
送

波
の
レ
ベ
ル
と
の
差
は
、
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い

る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
有
線

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波

に
対
し
て
（
―
）
一
九
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
上
側
に
あ

っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
に
対
し
て
（
―
）
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）
一
八
デ
シ

ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

三 

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ

て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二
五
六
値
直
交

振
幅
変
調
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
搬

送
波
の
レ
ベ
ル
と
の
差
は
、
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て

い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
の
下
側
に
あ
っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
有
線

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波

三 

（
同
上
） 



一
三
八 

に
対
し
て
（
―
）
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
上
側
に
あ

っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
に
対
し
て
（
―
）
八
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）
一
九
デ
シ
ベ

ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

第
四
節 

標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送

デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
を
行
う

有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件 

第
四
節 

（
同
上
） 

 
 

第
十
七
条
～
第
十
九
条 

（
略
） 

第
十
八
条
～
第
二
十
条 

（
同
上
） 

 
 

 

第
五
節 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件 

 
 

 

（
搬
送
波
の
周
波
数
） 

 

第
二
十
一
条 

 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方

式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周

波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
映
像
信
号
搬
送
波
の
受
信
者
端
子

に
お
け
る
周
波
数
は
、
次
の
周
波
数
の
う
ち
か
ら
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
一
〇
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
一
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満
又
は
二
二
二
メ
ガ
ヘ



一
三
九 

ル
ツ
を
超
え
四
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
周
波
数
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
総

務
大
臣
が
次
の
周
波
数
以
外
の
周
波
数
を
使
用
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

九
一
・
二
五
、
九
七
・
二
五
、
一
〇
三
・
二
五
、
一
〇
九
・
二
五
、
一
一
五
・
二

五
、
一
二
一
・
二
五
、
一
二
七
・
二
五
、
一
三
三
・
二
五
、
一
三
九
・
二
五
、
一

四
五
・
二
五
、
一
五
一
・
二
五
、
一
五
七
・
二
五
、
一
六
五
・
二
五
、
一
七
一
・

二
五
、
一
七
七
・
二
五
、
一
八
三
・
二
五
、
一
八
九
・
二
五
、
一
九
三
・
二
五
、

一
九
九
・
二
五
、
二
〇
五
・
二
五
、
二
一
一
・
二
五
、
二
一
七
・
二
五
、
二
二
三
・

二
五
、
二
五
三
・
二
五
、
二
五
九
・
二
五
、
二
六
五
・
二
五
、
二
七
一
・
二
五
、

二
七
七
・
二
五
、
二
八
三
・
二
五
、
二
八
九
・
二
五
、
二
九
五
・
二
五
、
三
〇
一
・

二
五
、
三
〇
七
・
二
五
、
三
一
三
・
二
五
、
三
一
九
・
二
五
、
三
二
五
・
二
五
、

三
三
一
・
二
五
、
三
三
七
・
二
五
、
三
四
三
・
二
五
、
三
四
九
・
二
五
、
三
五
五
・

二
五
、
三
六
一
・
二
五
、
三
六
七
・
二
五
、
三
七
三
・
二
五
、
三
七
九
・
二
五
、

三
八
五
・
二
五
、
三
九
一
・
二
五
、
三
九
七
・
二
五
、
四
〇
三
・
二
五
、
四
〇
九
・

二
五
、
四
一
五
・
二
五
、
四
二
一
・
二
五
、
四
二
七
・
二
五
、
四
三
三
・
二
五
、

四
三
九
・
二
五
、
四
四
五
・
二
五
、
四
五
一
・
二
五
、
四
五
七
・
二
五
、
四
六
三
・

二
五
、
四
七
一
・
二
五
、
四
七
七
・
二
五
、
四
八
三
・
二
五
、
四
八
九
・
二
五
、

四
九
五
・
二
五
、
五
〇
一
・
二
五
、
五
〇
七
・
二
五
、
五
一
三
・
二
五
、
五
一
九
・

二
五
、
五
二
五
・
二
五
、
五
三
一
・
二
五
、
五
三
七
・
二
五
、
五
四
三
・
二
五
、

五
四
九
・
二
五
、
五
五
五
・
二
五
、
五
六
一
・
二
五
、
五
六
七
・
二
五
、
五
七
三
・



一
四
〇 

二
五
、
五
七
九
・
二
五
、
五
八
五
・
二
五
、
五
九
一
・
二
五
、
五
九
七
・
二
五
、

六
〇
三
・
二
五
、
六
〇
九
・
二
五
、
六
一
五
・
二
五
、
六
二
一
・
二
五
、
六
二
七
・

二
五
、
六
三
三
・
二
五
、
六
三
九
・
二
五
、
六
四
五
・
二
五
、
六
五
一
・
二
五
、

六
五
七
・
二
五
、
六
六
三
・
二
五
、
六
六
九
・
二
五
、
六
七
五
・
二
五
、
六
八
一
・

二
五
、
六
八
七
・
二
五
、
六
九
三
・
二
五
、
六
九
九
・
二
五
、
七
〇
五
・
二
五
、

七
一
一
・
二
五
、
七
一
七
・
二
五
、
七
二
三
・
二
五
、
七
二
九
・
二
五
、
七
三
五
・

二
五
、
七
四
一
・
二
五
、
七
四
七
・
二
五
、
七
五
三
・
二
五
、
七
五
九
・
二
五
及

び
七
六
五
・
二
五
（
い
ず
れ
も
（

±

）

〇
・
〇
二
三
ま
で
を
含
む
。
）
メ
ガ
ヘ
ル

ツ 
 

 

２ 

前
項
の
周
波
数
は
、
当
該
周
波
数
の
搬
送
波
が
当
該
受
信
者
端
子
を
含
む
有
線
放

送
設
備
で
行
わ
れ
る
他
の
有
線
一
般
放
送
の
受
信
に
障
害
を
与
え
な
い
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
搬
送
波
等
の
条
件
） 

 

 

第
二
十
二
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方

式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周

波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
及
び
そ
の
搬
送
波
に
係
る

電
磁
波
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
受
信
者
端
子
に
お
い
て
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

区
分 

条
件 



一
四
一 

一 

映
像
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
の
許
容
偏

差 

（

±

）

二
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
内
（
ヘ
ッ
ド

エ
ン
ド
以
外
の
機
器
で
周
波
数
の
変
換
が
行

わ
れ
る
映
像
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
に
つ
い

て
は
、
別
に
定
め
る
値
） 

二 

映
像
信
号
搬
送
波
と
こ
れ
に
伴
う
音
声

信
号
搬
送
波
の
周
波
数
間
隔
の
許
容
偏
差 

（±

）
二
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
内 

三 

ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
映
像
信
号
搬
送
波
の

入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子
ま
で
の
総
合

周
波
数
特
性
（
映
像
信
号
搬
送
波
の
周
波

数
を
基
準
と
す
る
（
―
）
五
〇
〇
キ
ロ
ヘ

ル
ツ
か
ら
（
＋
）
四
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の

間
に
お
い
て
、
そ
の
映
像
信
号
搬
送
波
の

周
波
数
と
等
し
い
周
波
数
の
電
磁
波
の
レ

ベ
ル
を
基
準
と
す
る
。
） 

（一） 

当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
受

信
に
コ
ン
バ
ー
タ
（
映
像
信
号
搬
送
波
の
周

波
数
を
他
の
周
波
数
に
変
換
し
て
出
力
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
使
用
す
る
有
線
放
送
設
備
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
（±

）
二
デ
シ
ベ
ル
以
内 

（二） 

（一）
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
―
）

四
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）
三
デ
シ
ベ
ル
以
下 

四 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル 

（一） 

当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
受

信
に
コ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
す
る
有
線
放
送

設
備
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
式

に
よ
る
Ａ
の
値
以
上
Ｂ
の
値
以
下 

Ａ
＝
62＋

10ｌ
ｏ
ｇ

１
０
（

Ｚ
／

75）
 

Ｂ
＝
85＋

10ｌ
ｏ
ｇ

１
０
（

Ｚ
／

75）
 



一
四
二 

（二） 

（一）
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
式
に
よ
る
Ａ
の
値
以
上
Ｂ
の
値
以
下 

Ａ
＝
60＋

10ｌ
ｏ
ｇ

１
０
（

Ｚ
／

75）
 

Ｂ
＝
85＋

10ｌ
ｏ
ｇ

１
０
（

Ｚ
／

75）
 

五 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
の
変
動

（
交
流
電
源
に
起
因
す
る
電
磁
波
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

一
分
間
に
お
い
て
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
内 

六 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
他
の
映

像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
の
差 

（一） 

映
像
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
間
隔
が

六
・
〇
四
六
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
内
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
内 

（二） 

（一）
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
〇
デ

シ
ベ
ル
以
内 

七 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
当
該
搬

送
波
に
伴
う
音
声
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル

と
の
差
（
映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
を

減
数
と
し
て
求
め
ら
れ
る
値
と
す
る
。
以

下
こ
の
表
の
次
の
項
か
ら
十
の
項
ま
で
並

び
に
次
項
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

（一） 

音
声
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
よ
り
一
、

五
〇
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
（
（±

）
四
七
キ
ロ
ヘ

ル
ツ
ま
で
を
含
む
。
）
高
い
周
波
数
の
映
像

信
号
搬
送
波
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
（
―
）
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
―
）

九
デ
シ
ベ
ル
以
下 

（二） 

（一）
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
―
）



一
四
三 

一
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
―
）
三
デ
シ
ベ
ル

以
下 

八 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音

（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
映
像
信
号
搬
送
波
の

入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子
ま
で
の
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
搬
送
波
の
周
波
数
を
含

む
四
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯
幅
の
範
囲

に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の
レ
ベ

ル
と
の
差
（
業
務
区
域
の
全
部
が
一
の
放

送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
の

放
送
区
域
外
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

一
の
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
の
同
時
再

放
送
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

（一） 

当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
受

信
に
コ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
す
る
有
線
放
送

設
備
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
―
）
四
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下 

（二） 

（一）
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
―
）

三
八
デ
シ
ベ
ル
以
下 

九 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
相
互
変

調
に
よ
る
電
磁
波
（
色
信
号
副
搬
送
波
と

音
声
信
号
搬
送
波
の
相
互
変
調
に
よ
る
電

磁
波
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
搬
送
波
の
周
波

数
の
差
に
等
し
い
周
波
数
の
も
の
を
除

別
図
第
九
で
示
す
値
以
下 



一
四
四 

く
。
別
図
第
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
レ

ベ
ル
と
の
差 

十 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
当
該
搬

送
波
の
反
射
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
映
像
信

号
搬
送
波
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子

ま
で
の
も
の
に
限
る
。
別
図
第
十
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
よ
る
電
磁
波
の
レ
ベ
ル
（
変

調
包
絡
線
の
最
高
尖
頭
に
お
け
る
電
磁
波

の
レ
ベ
ル
を
い
う
。
別
図
第
十
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
の
差 

別
図
第
十
で
示
す
値
以
下 

十
一 

混
変
調
（
二
以
上
の
変
調
波
を
一
の

増
幅
器
で
同
時
に
増
幅
す
る
場
合
に
お
い

て
、
増
幅
器
の
特
性
の
非
直
線
性
に
よ
り
、

一
の
変
調
波
が
他
の
変
調
波
の
変
調
信
号

に
よ
っ
て
変
調
さ
れ
る
現
象
を
い
う
。
）

に
よ
る
映
像
信
号
搬
送
波
の
変
調
度 

（一） 

当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
受

信
に
コ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
す
る
有
線
放
送

設
備
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
式

に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
が
（
―
）
四
二
デ

シ
ベ
ル
以
下 

2
0ｌ

ｏ
ｇ

１
０
〔
（

ａ
―

ｂ
）
／

ａ
〕
デ

シ
ベ
ル
 

ａ
は
、
映
像
信
号
搬
送
波
の
変
調
包
絡
線

の
最
高
値
に
お
け
る
振
幅
と
す
る
。 

ｂ
は
、
映
像
信
号
搬
送
波
の
変
調
包
絡
線



一
四
五 

の
最
低
値
に
お
け
る
振
幅
と
す
る
。 

（二） 

（一）
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（一）
の

式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
が
（
―
）
四
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下 

十
二 

交
流
電
源
に
起
因
す
る
電
磁
波
に
よ

る
映
像
信
号
搬
送
波
の
変
調
度 

十
一
の
項
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。 

（一） 

電
源
の
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
の
場
合 

イ 

当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の

受
信
に
コ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
す
る
有
線

放
送
設
備
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、（
―
）

五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、（
―
）

五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下 

（二） 

電
源
の
周
波
数
が
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
場
合 

イ 

当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の

受
信
に
コ
ン
バ
ー
タ
を
使
用
す
る
有
線

放
送
設
備
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、（
―
）

四
二
デ
シ
ベ
ル
以
下 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、（
―
）

四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下 



一
四
六 

十
三 

そ
の
他
の
妨
害
波
及
び
ひ
ず
み
（
い

ず
れ
も
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
入
力
端
子
か
ら

受
信
者
端
子
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
） 

映
像
又
は
音
声
そ
の
他
の
音
響
に
障
害
を

与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

２ 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ

て
お
り
、
か
つ
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使

用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
及
び
そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波

が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
端
子
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
当
該
各
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す

る
場
合
に
は
、
前
項
の
表
の
五
の
項
及
び
八
の
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

一 

保
安
装
置
又
は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子 

 

区
別 

条
件 

一 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
の
変
動 

一
分
間
に
お
い
て
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
内 

二 

映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ

ッ
ド
エ
ン
ド
の
映
像
信
号
搬
送
波
の
入
力

端
子
か
ら
保
安
装
置
ま
で
又
は
受
信
用
光

伝
送
装
置
の
出
力
端
子
ま
で
の
も
の
で
あ

っ
て
、
当
該
搬
送
波
の
周
波
数
を
含
む
四
メ

ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る

全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の
差

（
業
務
区
域
の
全
部
が
一
の
放
送
事
業
者

映
像
信
号
搬
送
波

の
レ
ベ
ル
と
雑
音

（
保
安
装
置
又
は
受

信
用
光
伝
送
装
置
の

出
力
端
子
か
ら
受
信

者
端
子
ま
で
の
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
搬

送
波
の
周
波
数
を
含

（
―
）
四
〇
デ
シ

ベ
ル
以
下 



一
四
七 

の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
の
放
送
区
域

外
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
放
送

事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
の
同
時
再
放
送
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
） 

む
四
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の

周
波
数
帯
幅
の
範
囲

に
あ
る
全
て
の
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
レ
ベ
ル
と
の
差
が

（
―
）
五
九
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
場
合 

映
像
信
号
搬
送
波

の
レ
ベ
ル
と
雑
音
の

レ
ベ
ル
と
の
差
が

（
―
）
五
九
デ
シ
ベ

ル
を
超
え
（
―
）
四

五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の

場
合 

（
―
）
四
二
デ
シ

ベ
ル
以
下 

 

 
二 

受
信
用
光
伝
送
装
置
の
入
力
端
子 

 

区
別 

条
件 

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
を
用
い

て
算
出
し
た
映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と

雑
音
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
映
像
信
号
搬
送
波
の

映
像
信
号
搬
送
波

の
レ
ベ
ル
と
雑
音

（
受
信
用
光
伝
送
装

（
―
）
四
二
デ
シ

ベ
ル
以
下 



一
四
八 

入
力
端
子
か
ら
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
入
力

端
子
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
搬
送
波
の

周
波
数
を
含
む
四
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯

幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の

レ
ベ
ル
と
の
差
（
業
務
区
域
の
全
部
が
一
の
放

送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
の
放
送

区
域
外
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
放

送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
の
同
時
再
放
送
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
） 

置
の
入
力
端
子
か
ら

受
信
者
端
子
ま
で
の

も
の
で
あ
っ
て
、
当

該
搬
送
波
の
周
波
数

を
含
む
四
メ
ガ
ヘ
ル

ツ
の
周
波
数
帯
幅
の

範
囲
に
あ
る
全
て
の

も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
レ
ベ
ル
と

の
差
が
（
―
）
五
九

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
場

合 

映
像
信
号
搬
送
波

の
レ
ベ
ル
と
雑
音
の

レ
ベ
ル
と
の
差
が

（
―
）
五
九
デ
シ
ベ

ル
を
超
え
（
―
）
四

五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の

場
合 

（
―
）
四
四
デ
シ

ベ
ル
以
下 

 



一
四
九 

 
 

 

第
二
十
三
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方

式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周

波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
と
、
送
信
の
方
式
が
超
短
波
放
送
に

関
す
る
送
信
の
標
準
方
式 

（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
六
号
）
に
準
拠
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
有
線
一
般
放
送
と
が
同
時
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
有

線
一
般
放
送
の
搬
送
波
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
七
六
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数

以
外
の
周
波
数
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
有
線
一
般
放
送
の
搬
送
波
及
び

そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波
が
、
当
該
有
線
放
送
設
備
で
行
わ
れ
る
他
の
有
線
一
般

放
送
の
受
信
に
障
害
を
与
え
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

超
短
波
放
送
の
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
と
当
該
信
号
搬
送
波
の
上
側
に
位
置
す

る
映
像
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
と
の
差
（
映
像
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
を
減
数
と

し
て
求
め
ら
れ
る
値
と
す
る
。
）
は
、
（
―
）
五
・
二
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ

る
こ
と
。 

 

 
二 

超
短
波
放
送
の
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
の
差

は
、
（
―
）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

第
六
節 
標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
等
を
行
う
有
線
放
送
設
備
に
係
る
条
件 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%4f%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%98%5a&REF_NAME=%92%b4%92%5a%94%67%95%fa%91%97%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%91%97%90%4d%82%cc%95%57%8f%80%95%fb%8e%ae&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%4f%91%8d%96%b1%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%98%5a&REF_NAME=%92%b4%92%5a%94%67%95%fa%91%97%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%91%97%90%4d%82%cc%95%57%8f%80%95%fb%8e%ae&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


一
五
〇 

 
 

 

（
搬
送
波
の
周
波
数
） 

 

 

第
二
十
四
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
方
式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
一
、
〇
三
五
・
九
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三

一
・
五
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の

信
号
搬
送
波
の
受
信
者
端
子
に
お
け
る
周
波
数
は
、
次
の
周
波
数
の
う
ち
か
ら
選
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
周
波
数
は
、
当
該
周
波
数
の

搬
送
波
が
当
該
有
線
放
送
設
備
で
行
わ
れ
る
他
の
有
線
一
般
放
送
の
受
信
に
障
害
を

与
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
、
一
二
六
・
二
〇
、
一
、
一
六
四
・
五

六
及
び
一
、
二
四
一
・
二
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ 

 

 
 

 

（
信
号
搬
送
波
等
の
条
件
） 

 

 

第
二
十
五
条 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
方
式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
一
、
〇
三
五
・
九
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三

一
・
五
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の

搬
送
波
及
び
そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従

い
、
受
信
者
端
子
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
区
別 

条
件 

一 

信
号
搬
送
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差 

（±

）
一
・
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
内 



一
五
一 

二 

信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル 

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
上 

5
7＋

10ｌ
ｏ
ｇ

１
０
（
Ｚ

／
75）

 

三 

信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
他
の
信
号
搬

送
波
の
レ
ベ
ル
と
の
差 

六
デ
シ
ベ
ル
以
内 

四 

信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ
ッ
ド

エ
ン
ド
に
お
け
る
第
一
中
間
周
波
数
の
信

号
搬
送
波
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子

ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
信
号
搬
送
波

の
周
波
数
を
含
む
二
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周

波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に

限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の
差 

（一） 

周
波
数
選
択
出
力
装
置
（
線
路
上
で
複

数
の
信
号
搬
送
波
か
ら
任
意
の
信
号
搬
送
波

を
選
択
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
選
択
し
た
信

号
搬
送
波
の
周
波
数
を
他
の
周
波
数
に
変
換

し
て
出
力
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
使
用
す

る
有
線
放
送
設
備
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

（
―
）
一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下 

（二） 

（一）
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
―
）

一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下 

五 

信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
当
該
信
号
搬

送
波
の
反
射
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
お
け
る
第

一
中
間
周
波
数
の
信
号
搬
送
波
の
入
力
端

子
か
ら
受
信
者
端
子
ま
で
の
も
の
に
限
る
。

別
図
第
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
電

磁
波
の
レ
ベ
ル
と
の
差 

別
図
第
十
一
で
示
す
値
以
下 

六 

信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
妨
害
波
（
ヘ
ッ

（一） 

三
次
相
互
変
調
に
よ
る
妨
害
波
の
場
合



一
五
二 

ド
エ
ン
ド
に
お
け
る
第
一
中
間
周
波
数
の

信
号
搬
送
波
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端

子
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
信
号
搬
送

波
の
周
波
数
を
含
む
二
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の

周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の
差 

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ

と
。 

イ 

周
波
数
選
択
出
力
装
置
を
使
用
す
る

有
線
放
送
設
備
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

（
―
）
三
一
デ
シ
ベ
ル
以
下 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
―
）

三
六
デ
シ
ベ
ル
以
下 

 

（二） 

（一）
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
（
―
）

三
一
デ
シ
ベ
ル
以
下 

七 

そ
の
他
の
妨
害
波
及
び
ひ
ず
み
（
い
ず
れ

も
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
お
け
る
第
一
中
間
周

波
数
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端
子
ま
で

の
も
の
に
限
る
。
） 

映
像
又
は
音
声
そ
の
他
の
音
響
に
障
害
を

与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

２ 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と

な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
一
、
〇
三
五
・
九
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
一
・
五
〇

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
搬
送
波
及

び
そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
端
子
の
い
ず
れ
か
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
当
該
各
号
の
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
表
の
四
の
項
の
規
定
は
、
適



一
五
三 

用
し
な
い
。 

 

 

一 

保
安
装
置
又
は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子 

 

区
別 

条
件 

一 

信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
ヘ
ッ
ド

エ
ン
ド
に
お
け
る
第
一
中
間
周
波
数
の
信

号
搬
送
波
の
入
力
端
子
か
ら
保
安
装
置
ま

で
又
は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子

ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
信
号
搬
送
波

の
周
波
数
を
含
む
二
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周

波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に

限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の
差 

（
―
）
一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下 

二 

信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
保
安
装

置
又
は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子

か
ら
受
信
者
端
子
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
を
含
む
二
七

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ

る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の

差 

（
―
）
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
下 

 

 

二 

受
信
用
光
伝
送
装
置
の
入
力
端
子 

 

区
別 

条
件 



一
五
四 

一 

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
を
用

い
て
算
出
し
た
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と

雑
音
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
お
け
る
第
一
中
間

周
波
数
の
信
号
搬
送
波
の
入
力
端
子
か
ら

受
信
用
光
伝
送
装
置
の
入
力
端
子
ま
で
の

も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
信
号
搬
送
波
の
周
波

数
を
含
む
二
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
帯

幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の
に
限
る
。
）

の
レ
ベ
ル
と
の
差 

（
―
）
一
六
デ
シ
ベ
ル
以
下 

二 

信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
（
受
信
用

光
伝
送
装
置
の
入
力
端
子
か
ら
受
信
者
端

子
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
信
号
搬
送

波
の
周
波
数
を
含
む
二
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の

周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に
あ
る
全
て
の
も
の

に
限
る
。
）
の
レ
ベ
ル
と
の
差 

（
―
）
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
下 

 

 
 

第
三
章 

雑
則 
第
三
章 

（
同
上
） 

 
 

（
使
用
す
る
電
磁
波
の
条
件
） 

（
使
用
す
る
電
磁
波
の
条
件
） 

第
二
十
条 

 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
以
外
の
用
途
に
使
用

第
二
十
六
条 

（
同
上
） 



一
五
五 

す
る
電
磁
波
の
周
波
数
、
レ
ベ
ル
及
び
周
波
数
帯
幅
は
、
当
該
電
磁
波
が
当
該
電
磁

波
を
使
用
す
る
有
線
放
送
設
備
で
行
わ
れ
る
他
の
有
線
一
般
放
送
の
受
信
に
障
害
を

与
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
同
上
） 

 

五 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な

っ
て
お
り
、
か
つ
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数

を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等 

 

六 

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式

と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
一
、
〇
三
五
・
九
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
一
・

五
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

別
図

第
一
～

別
図
第
五
 

（
略
）
 

別
図
第
一
～
別
図
第
五
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図

第
六
（
第
十
五
条

の
表
の
七
の
項
関
係

）
 

別
図
第
六
（
第
十
六
条

の
表
の
七
の
項
関
係
）
 

（
図

略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図

第
七
（
第
十
五
条

の
表
の
八
の
項
関
係

）
 

別
図
第
七
（
第
十
六
条

の
表
の
八
の
項
関
係
）
 

（
図

略
）
 

（
同
左
）
 

 
 

別
図

第
八
（
第
十
九
条
第
一
項
の
表
の
六
の

項
関

係
）
 

別
図
第
八
（
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
六
の
項
関
係
）
 

（
図

略
）
 

（
同
左
）
 

 
 



一
五
六 

 
別
図
第
九
（
第
二
十
二
条
の
表
の
九
の
項
関
係
）
 

 
（
図
略
）
 

 
 

 
別
図
第
十
（
第
二
十
二
条
の
表
の
十
の
項
関
係
）
 

 
（
図
略
）
 

 
 

 
別
図
第
十
一
（
第
二
十
五
条
の
表
の
五
の
項
関
係
）
 

 
（
図
略
）
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